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は
じ
め
に

本
稿
で
は
、

ま
ず
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
け
る

2
a
m
(
H司
ユ
主
命
)
の
用
語
法
を
検
討
し
、

さ
ら
に
そ
れ
に
則
し
て
、
こ
の
「
平

和
L

が
同
書
に
見
ら
れ
る
法
の
規
範
構
造
の
中
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め
、

い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
、
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

キ
l
・
ワ
l
ド
の
用
語
法
の
分
析
を
手
が
か
り
に
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
(
中

世
)
法
の
規
範
構
造
の
把
握
に
努
め
て
い
る
が
、
本
稿
も
そ
う
し
た
研
究
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
お
断
わ
り
す
る
ま
で
も

た
だ
し
、
本
稿
は
「
平
和
」
と
い
う
限
ら
れ
た
視
角
か
ら
の
試
み
な
の
で
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
9ケ
ル
に
お
い
て
「
平
和
L

が

私
は
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
L

論
文
い
ら
い
、

あ
る
ま
い
。

「法
L

(

の
規
範
構
造
)
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
の
要

ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
は
、
「
ラ
ン
ト
法
L

の
概
念
を
、
「
各
人
の
首
(
ま
た
は
、
生
命
)
お
よ
び
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
裁
判
権
L

を
軸
に
し
て
考
え
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
前
者
、
す
な
わ
ち
「
各
人
の
首
(
ま
た
は
、
生
命
ご
と
は
、
中
世
の
平
和
運
動
が
生
み
出
し
た
「
生
命

刑
L

を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
け
る
寸
平
和
L

の
用
語
法
の
分
析
が
、
単
に
同
書
に
お
け
る
平
和
の

理
念
や
平
和
運
動
の
影
響
を
読
み
取
る
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
(
少
な
く
と
も
)
同
書
に
お
け
る
「
ラ
ン
ト
法
」
概
念
の
基
軸
の
一
つ
を
解
明
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

本
節
で
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
全
体
に
お
い
て

2
a
o
(関
係
)

の
語
が
お
よ
そ
ど
れ
く
ら
い
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
を
概
観
す
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説

る

論

「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
二
五
〔
二
七
〕
条
項
中
の
三
四
〔
四
一
ニ
〕
箇
所
、
お
よ
び
、
寸
レ

l
ン
法
」
の
部
の
二
条
項

中
の
三
箇
所
、
都
合
二
七
〔
二
九
〕
条
項
中
の
三
七
〔
四
六
〕
箇
所
に
登
場
す
る
。
ま
た
、
ミ
色
。
可
。

wqo(日
明
ユ

a
g
m宵
ゅ
の
耳
円
)
と
い

う
合
成
語
が
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
六
(
一

O
〕
条
項
中
の
七
〔
一
二
箇
所
に
、
〈
話
号
合
唱

(
H
甲
山
ぬ
号

ggmo)
と
い
う
合
成
語
が
「
ラ

ン
ト
法
」
の
部
の
一
条
項
中
の
二
箇
所
に
現
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
ほ
か
に
、
(
ぬ
め
)σ
ロ
ロ
色
。
ロ
ぬ
仏
印
m巾
(
H
m巾
σロ門戸内同巾ロぬ叶
ω
m巾
)
と
い
う
表
現

が
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
七
〔
八
〕
条
項
中
の
七
〔
一

O
〕
箇
所
、
お
よ
び
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
四
条
項
中
の
七
箇
所
、
都
合
一
一
〔
一

二
〕
条
項
中
の
一
四
〔
一
七
〕
箇
所
で
、
〈
吋
巾
門
凶
巾
門
戸
高
。
と
(
ほ
と
ん
ど
)
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
直
接
に
分
析
す
る
の
は
(
主

の
用
法
で
あ
る
。

ま
ず

Z
Eゅ
の
語
は
、

と
し
て
)
こ
れ
ら
の
語
(
な
い
し
表
現
)

以
上
の
概
観
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

2
0号
お
よ
び
そ
の
合
成
語

(
H
2包
各

z
w
q
P
2包
包
括
。
)
は
、
そ
の
圧
倒
的
大
多
数
が
「
ラ

ン
ト
法
」
の
部
に
登
場
し
て
く
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
平
和
」
が
(
少
な
く
と
も
)
主
に

ラ
ン
ト
法
上
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

本
節
で
は
、
右
に
掲
げ
た
語
(
な
い
し
表
現
)
の
用
法
を
分
析
し
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
平
和
L

に
関
し
て
関
係
条
項
の

文
言
か
ら
直
接
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
、
を
ま
と
め
て
お
く
。

(
一
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
で
「
平
和
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
決
し
て
単
一
の
そ
れ
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
幾
つ
か
の
(
そ
の

多
く
は
そ
れ
ぞ
れ
性
質
を
異
に
す
る
)
「
平
和
」
が
登
場
し
て
く
る
。
ま
ず
そ
れ
を
列
挙
し
て
お
く
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

北法40(5-6・10460) 1602 



寸
(
皇
帝
の
権
力
が
ザ
ク
セ
ン
の
地
に
、
そ
の
地
の
騎
士
た
ち
の
同
意
を
得
て
確
認
(
な
い
し
、
認
証
)
し
た
)
古
来
の
平
和
」
(
仏
巾
包
仏
巾
一
三
巾
己
巾
)
。

「
国
王
の
(
日
々
の
)
平
和
」
(
号
印

}Sロ
E
m
g
E
m
m
o
-岳
g
)
2
a
o
)
。
「
帝
国
の
平
和
」
(
母
印
ユ

}8∞
三
色
。
)
。
寸
(
裁
判
官
が
)
付
与
す

る
(
当

2wg)
平
和
」
。
「
(
裁
判
官
が
)
命
ず
る

(σ
包

g)
平
和
」
。
「
約
定
さ
れ
る
(
あ
る
い
は
、
約
定
さ
れ
た
)
平
和
」
(
号
向
。
]
。
話
母

〈
月
恥
)

O

「
堂
書
示
作
か
(
あ
る
い
は
、
宣
誓
さ
れ
た
)
平
和
L

(

唱
2
2
8
0
〈
括
的
ト
)
。
こ
の
ほ
か
に
、
い
さ
さ
か
趣
き
を
異
に
す
る
が
、

前
述
し
た
1

平
和
日
」
と
「
禁
制
日
」
が
あ
る
。
ま
た
、
以
上
の
よ
う
に
特
定
で
き
な
い
「
平
和
」
も
あ
る
が
(
そ
れ
ら
の
「
平
和
」
は
例
外
な
く

「
平
和
を
砕
か
L

・
「
平
和
破
壊
者
」
と
の
関
連
で
現
わ
れ
る
の
お
)
、
以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
様
々
な
「
平
和
」
を
順
次
検
討
し
た
上
で
、

最
後
に
「
平
和
を
破
る

L
E
2
2
a
o
可
岳

g)
・
「
平
和
破
壊
者
」
(
〈
月
号
可
岳
司
巾
)
の
用
例
を
検
討
す
る
。

(
ニ
)
ま
ず
、
「
ラ
ン
ト
法
L

の
部
の
一
箇
所
に
だ
け
現
わ
れ
る
「
古
来
の
平
和
L

に
つ
い
て
|
|
。
こ
の
平
和
に
つ
い
て
最
も
注
目
さ
れ

ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

る
の
は
、
そ
れ
が
寸
ラ
ン
ト
平
和
(
令
)
群
」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
条
項
群
を
導
く
ラ
ン
ト
法
二
・
六
六
・
一
に
登
場
し
て
く
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
真
先
に
こ
の
「
古
来
の
平
和
」
を
取
り
上
げ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

こ
の
「
古
来
の
平
和
L

は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
「
皇
帝
の
権
力
が
ザ
ク
セ
ン
の
地
に
、
そ
の
地
の
騎
士
た
ち
の
同
意
を
得
て
確
認
し

(印件。骨ぬ

2
1
1
あ
る
い
は
、
認
証
し
)
た
L

も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
と
の
平
和
を
享
受
す
る
の
は
、
具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
人
物
・
対

象
・
場
所
で
あ
る
。
第
一
に
、
「
聖
職
者
お
よ
び
聖
界
の
人
々
、
(
未
婚
の
)
娘
お
よ
び
(
既
婚
の
)
婦
人
な
ら
び
に
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
彼
等
の
財

産
と
彼
等
の
身
体
に
つ
い
て
」
、
「
す
べ
て
の
日
々
ま
た
あ
ら
ゆ
る
時
に
平
和
を
持
つ
べ
き
L

で
あ
り
、
第
二
に
、
「
教
会
堂
お
よ
び
墓
地
、

な
ら
び
に
あ
ら
ゆ
る
村
の
濠
と
垣
の
内
部
、
鋤
お
よ
び
水
車
(
場
)
、
水
上
お
よ
び
陸
上
の
国
王
の
道
路
、
な
ら
び
に
そ
こ
へ
入
来
す
る
す
べ

て
の
も
の
」
は
、
「
恒
常
的
な
平
和
(
印
件
。
号
〈
月
号
)
を
持
つ
べ
き
L

も
の
と
さ
れ
る
。

因
み
に
、
こ
の
平
和
が
ど
れ
だ
け
「
古
い
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
は
、
「
ザ
ク
セ
ン
の
ラ
ン
ト
(
民
)
が
今
な

お
そ
の
法
に
つ
い
て
引
合
い
に
出
し
て
い
る

(
H
そ
の
法
を
負
う
と
信
じ
て
い
る
)
カ

l
ル
(
大
帝
)
し
と
い
う
一
般
的
叙
述
の
ほ
か
に
、

二L

ダ

北法40(5-6・1.461)1603



説

ヤ
人
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
平
和
は
、
彼
等

(
H
ユ
ダ
ヤ
人
)
の
た
め
に
ヨ
ゼ
ブ
ス
が
国
王
ヴ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
か
ら
、
彼

(
H
ヨ
ゼ
フ
ス
)
が

彼

(
H
国
王
)
の
息
子
テ
ィ
ト
ゥ
ス
を
痛
風
か
ら
治
し
た
と
き
に
、
〔
そ
れ
を
〕
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
」
、
と
い
う
叙
述
が
あ
る
。

こ
の
「
古
来
の
平
和
」
を
破
っ
た
者
に
対
す
る
制
裁
に
つ
い
て
包
括
的
な
い
し
一
般
的
な
叙
述
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
一
見
明
白
に
そ
れ

と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
は
、
「
鋤
を
強
奪
し
、
も
し
く
は
水
車
(
場
)
ま
た
は
教
会
堂
ま
た
は
墓
地
を
(
強
奪
し
た
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
で
強

奪
を
働
い
た
)
|
|
者
を
、
人
は
す
べ
て
車
裂
き
に
す
べ
き
で
あ
る
L

、
お
よ
び
、
寸
婦
人
ま
た
は
娘
を
強
姦
し
た
者
:
:
:
(
か
ら
)
は
、
人
は

(
そ
の
)
首
を
制
ね
る
べ
き
で
あ
る
」
、
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
ま
た
、
「
彼
(
日
被
害
者
、
原
告
)
に
対
し
、
国
王
の
道
路
上
ま
た
は
村
内
の
い

ず
れ
か
で
平
和
を
破
っ
た
(
具
体
的
に
は
、
傷
を
負
わ
せ
強
奪
を
働
い
た
)
者
」
に
(
法
廷
)
決
闘
を
挑
む
手
続
を
詳
述
し
た
条
項
が
あ
る
が
、
こ

論

れ
に
つ
い
て
は
後
に
(
平
和
破
壊
と
の
関
連
で
)
改
め
て
論
ず
る
。

(
三
)
次
に
「
国
王
の
(
日
々
の
)
平
和
L

に
つ
い
て
ー
ー
。
こ
の
平
和
は
、
「
ラ
ン
ト
法
L

の
部
の
二
条
項
中
の
二
箇
所
に
現
わ
れ
る
が
、

関
係
条
項
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
つ
は
、
「
聖
職
者
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
人
で
(
も
)
武
器
を
帯
び
て
お
り
、

ま
た
彼
等
の
法
に
従
っ
て
剃
髪
し
て
い
な
い
者
が
あ
り
、
人

(
H

誰
か
)
が
彼
等
に
暴
力
(
あ
る
い
は
、
暴
行
)
を
加
え
る

(
m
o
g
ω
R
Eロ
)
な
ら
ば
、
人

(
H
加
害
者
)
は
彼
等
に
対
し
て
、
俗
人
に
対
(
し

て
そ
う
)
す
る
よ
う
に
、
償
う
(
ぴ

2
q
g
)
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
彼
等
は
、
国
王
の
日
々
の
平
和
に
含
ま
れ
て
お
り
、
い
か
な
る
武
器
を

も
帯
び
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
L

。

こ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
聖
職
者
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
人
L

が
先
の
寸
古
来
の
平
和
」
の
中
に
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
右
の

件
り
は
、
彼
等
が
こ
の
「
国
王
の
平
和
L

に
与
る
の
は
彼
等
が
(
ほ
ん
ら
い
)
武
器
を
帯
び
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
、

と
い
〉
つ

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
「
娘
お
よ
び
婦
人
」
も
そ
の
点
で
は
彼
等
と
同
じ
く
(
自
ら
は
)
武
器
を
帯
び
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ

の
限
り
で
は
、
彼
女
等
も
ま
た
、
こ
の
「
国
王
の
平
和
L

に
与
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
|
|
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
「
国
王
の

;jti去40(5-6・10462) 1604 



平
和
L

に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
は
、
少
な
く
と
も
人
的
対
象

(
H
人
物
)
に
関
す
る
限
り
、
先
の
「
古
来
の
平
和
L

と
同
じ
こ
と
に
な
る
(
そ

こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
両
者
を
同
一
の
も
の
と
考
え
て
論
を
進
め
る
)
。

今
一
つ
は
、
寸
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
を
殺
し
た
(
印
E
ロ
)
場
合
、
人

(
H
裁
判
官
)
は
、
彼

(
H
キ
リ
ス
ト
教
徒
)
が
彼

(
H
ユ
ダ

ヤ
人
)
に
つ
い
て
破
っ
た
国
王
の
平
和
に
よ
っ
て

(
H
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
国
王
の
平
和
を
破
っ
た
か
ど
で
)
、
彼

(
H
キ
リ
ス
ト

教
徒
)
に
対
し
て
裁
き
を
下
す

2
4
0
吋
包
ゆ
ユ
の
宮

g)、

を
犯
し
た
場
合
(
も
同
じ
)
L

。

ま
た
は
彼

(
H
キ
リ
ス
ト
教
徒
)
が
彼

(
H
ユ
ダ
ヤ
人
)
に
対
し
て
犯
罪

(
g
m
R
-
n
Z巾
)

こ
の
条
項
を
正
し
く
理
解
す
る
に
は
、
先
行
す
る
条
項
(
H
ユ
ダ
ヤ
人
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
て
殺
人
そ
の
他
の
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
、
そ
の

ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
は
、
寸
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
L

、
つ
ま
り
そ
れ
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
規
定
な
い
し
準
則
に
従
っ
て
裁
き
が
下

(
団
)

さ
れ
る
)
と
の
対
比
を
欠
か
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
(
殺
人
そ
の
他
の
犯
罪
に
よ
り
)
こ

の
「
国
王
の
平
和
」
が
破
ら
れ
た
場
合
、
(
一
般
の
殺
人
そ
の
他
の
犯
罪
の
場
合
に
く
ら
べ
て
)
制
裁
が
(
何
ら
か
の
意
味
で
)
加
重
さ
れ
た
、
と

い
う
こ
と
だ
け
は
確
実
に
推
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

(
四
)
次
に
「
レ

1
ン
法
」
の
部
の
一
箇
所
に
現
わ
れ
る
「
帝
国
の
平
和
」
に
つ
い
て

l
l。
こ
の
平
和
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
そ
れ
が
(
他

の
平
和
と
は
異
な
り
)
「
レ

l
ン
法
」
の
部
に
だ
け
現
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
は
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
文
脈
の

中
に
登
場
し
て
く
る
。

「
帝
国
勤
務
(
こ
の
場
合
、
帝
国
の
出
陣
)
が
家
臣
に
対
し
、
彼
が
出
陣
す
べ
き
日
の
六
週
間
以
前
に
、
判
決
を
も
っ
て
命
じ
ら
れ
:
:
:
る
な

ら
ば
、
(
神
聖
)
ロ

1
マ
帝
国
の
下
に
あ
る
ド
イ
ツ
語
(
地
域
)
の
内
部
に
お
い
て
は
、
彼
は
義
務
と
し
て
勤
務
(
あ
る
い
は
、
軍
役
奉
仕
を
|
|

以
下
同
様
)
す
べ
き
で
あ
る
。
:
:
:
六
週
間
の
あ
い
だ
、
家
臣
は
彼
自
身
の
費
用
を
も
っ
て
彼
の
主
君
に
勤
務
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
(
そ
れ

よ
り
)
前
の
六
週
間
お
よ
び
(
そ
れ
よ
り
)
後
の
六
週
間
の
あ
い
だ
、
彼
は
帝
国
の
平
和
と

R
R宮
さ
君
。
(
直
訳
す
れ
ば
、

ω円
宮
内
同

E
Z
H槍
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説

(
加
)

(
の
柄
)
の
休
止
)
を
持
つ
べ
き
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て

(
そ
の
期
間
中
)
彼
に
対
し
て
、
い
か
な
る
彼
の
主
君
も
(
裁
判
期
日
を
定
め
て
彼
を
)

レ
ー
ン
法
廷
に
召
喚
す
る
こ
と
を
え
ず
、
ま
た
帝
国
勤
務
を
命
ず
る
こ
と
も
(
で
き
な
い
)
」
。

三"'、
両聞

以
上
が
こ
の
「
帝
国
の
平
和
」
に
つ
い
て
テ
キ
ス
ト
の
文
言
上
明
ら
か
な
こ
と
の
す
べ
て
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
平
和
が
、
「
帝
国

の
出
陣
L

と
の
関
連
に
お
い
て
、
そ
の
た
め
に
準
備
中
の
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
途
上
に
あ
る
、
お
よ
び
、
そ
れ
か
ら
帰
郷
の
途
上
に
あ
り
あ

る
い
は
帰
郷
後
休
養
し
て
い
る
「
家
臣
L

(

す
な
わ
ち
寸
騎
士
」
)
た
ち
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
し
、
ま
た
(
帝
国
の
出
陣
を
命
ず
る
の
は

国
王
で
あ
る
か
ら
)
こ
の
平
和
を
与
え
る
の
は
国
王
で
あ
ろ
う
、
と
推
定
で
き
る
(
た
だ
し
、
こ
の
平
和
は
|
|
自
ら
武
装
能
力
の
あ
る
騎
士
を
対

象
に
し
て
、
し
か
も
「
帝
国
の
出
陣
」
の
前
後
各
六
週
間
と
時
を
限
っ
て
い
る
点
で
|
|
明
ら
か
に
前
述
の
寸
国
王
の
平
和
L

と
は
異
な
り
、
そ
の
点
で

は
む
し
ろ
す
ぐ
に
後
述
す
る
「
(
国
王
を
も
含
む
)
裁
判
官
が
付
与
す
る
平
和
」
に
近
い
)
。
し
か
し
、
こ
の
平
和
に
つ
い
て
わ
か
る
の
は
そ
こ
ま
で

で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
こ
の
平
和
が
破
ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
の
規
定
は
見
当
た
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
場
合
の
制
裁
に
つ
い
て
も
は
っ

い
わ
ゆ
る
「
軍
隊
の
平
和
L

(

同

2
円
片
山
色
。
)
(
狭
義
に
お
け
る
そ
れ
、
す

な
わ
ち
帝
国
出
陣
中
の
軍
隊
の
、
あ
る
い
は
、
軍
隊
内
に
お
け
る
平
和
)
に
つ
い
て
も
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
ま
っ
た
く
記
述
が
な
い
。

(
五
)
次
に
「
(
裁
判
官
が
)
付
与
す
る
平
和
」
に
つ
い
て
|
|
。
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
九
条
項
中
の
一

O
箇
所
に
、
』
ヨ
・
(
ま
た
は
、

2
q

巾
門
戸
)
〈
吋
包
∞
者

q
w
g
と
い
う
定
型
的
表
現
(
受
動
態
を
含
む
|
|
以
下
同
様
)
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
各
種
の
平
和
の
う
ち
で
最

き
り
し
た
こ
と
は
何
も
わ
か
ら
な
い
。
念
の
た
め
に
一
言
す
れ
ば
、

も
頻
繁
に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
(
受
動
態
の
場
合
を
除
き
)
、
誰
が
こ
の
平
和
を
付
与
す
る
の
か

(
H
平
和
を
付
与
す
る
主
体
)
を
見
て
み
る
と
、
一
ニ
箇
所
で
は
寸
裁
判

官
」
、
一
箇
所
で
は
(
裁
判
官
と
し
て
の
)
「
国
王
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
単
に

g
g
M
(
H
自
白
戸
)
と
な
っ
て
い
る
四
箇
所
の
中
に
も
、

関
係
条
項
の
文
脈
か
ら
「
裁
判
官
」
あ
る
い
は
(
裁
判
官
の
命
令
を
執
行
す
る
)
「
フ
ロ
ー
ン
ボ

l
テ
」
と
推
定
で
き
る
箇
所
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
こ
の
平
和
を
付
与
す
る
の
は
「
裁
判
官
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
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次
に
、
こ
の
平
和
が
付
与
さ
れ
る
対
象
を
見
て
み
る
と
、
文
章
の
形
の
上
で
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
。
第
一
に
、
』

5
・
2
0色。

さ
q
w
g
と
い
う
形
で
は
、
誰
か
を
犯
罪
の
ゆ
え
に
法
廷
で
訴
え
る
原
告
、
訴
が
(
法
廷
)
決
闘
に
及
び
な
が
ら
そ
の
訴
が
判
決
を
も
っ
て
延

期
さ
れ
た
場
合
に
は
、
原
告
と
被
告
の
双
方
、
正
当
防
衛
に
よ
り
誰
か
を
殺
害
し
た
者
が
(
後
に
な
っ
て
か
ら
)
死
者
を
伴
わ
ず
に
自
ら
法
廷

ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

に
出
頭
し
て
裁
判
を
乞
う
た
場
合
(
裁
判
官
は
罰
金
と
人
命
金
の
支
払
を
命
ず
る
が
て
死
者
の
親
族
が
人
命
金
を
受
領
す
る
た
め
に
出
頭
し
な

(
叩
)

い
時
に
は
(
彼
等
が
訴
を
も
っ
て
そ
れ
を
取
得
す
る
ま
で
加
害
者
に
占
有
さ
せ
)
そ
の
加
害
者
(
に
は
平
和
を
付
与
す
る
)
、
地
方
的
追
放
か
ら
自
分

を
引
戻
そ
う
と
す
る
者
、
帝
国
ア
ハ
ト
か
ら
自
分
を
引
戻
そ
う
と
す
る
者
、
(
裁
判
官
と
参
審
員
に
よ
っ
て
)
フ
ロ

l
ン
ボ
l
テ
(
が
選
ば
れ
た

(
臼
)時
)
、
そ
れ
に
|
|
以
上
と
は
い
さ
さ
か
趣
を
異
に
す
る
が
|
|
、
罰
令
(
H
禁
猟
)
林
に
住
む
野
獣
、
以
上
の
者
に
対
し
て
平
和
が
付
与
さ
れ

る
。
第
二
に
、
。

4
2
2
g・
2
aめ
さ

q
w
g
と
い
う
形
で
は
、
法
廷
で
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
土
地
と
(
法
廷
)
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ

ゲ
ン
に
対
し
て
平
和
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
以
上
を
通
じ
て
、
罰
令
林
に
住
む
野
獣
の
場
合
を
除
く
と
、
こ
の
平
和
が
付
与
さ
れ
る
の
は
、

{
国
)

そ
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
現
に
紛
争
が
生
じ
た
(
あ
る
い
は
、
将
来
紛
争
が
生
じ
う
る
)
土
地
、
す
で
に
起
こ
っ
た
犯
罪
を
め
ぐ
る
原
告
や
被
告
、

(
い
か
な
る
武
器
を
も
帯
び
ず
に
)
判
決
の
執
行
に
当
た
る
フ
ロ
ー
ン
ボ

l
テ
な
ど
、
実
力
に
よ
る
紛
争
に
ま
き
こ
ま
れ
や
す
い
対
象
や
人
物
で

し
か
も
そ
れ
ら
の
対
象
や
人
物
が
い
ず
れ
も
何
ら
か
の
形
で
卦
特
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
以
上
二
つ
の
点
が
注
目
さ
れ
話
。

あ
る
こ
と
、

さ
ら
に
、
こ
の
平
和
が
破
ら
れ
た
場
合
に
い
か
な
る
(
あ
る
い
は
、
い
か
に
し
て
)
制
裁
が
科
せ
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
多
く

の
場
合
そ
れ
に
関
す
る
直
接
の
記
述
は
な
く
、
そ
れ
が
関
係
条
項
の
文
言
か
ら
具
体
的
に
わ
か
る
の
は
次
の
三
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
第
一
に
、

罰
令

(
H
禁
猟
)
林
の
中
で
(
熊
・
狼
・
狐
以
外
の
)
野
獣
を
捕
え
た
者
は
、
(
国
王
罰
令
権
違
反
の
際
の
罰
金
で
あ
る
)
六

0
シ
リ
ン
グ
の
罰
金

を
支
払
う
。
第
二
に
、
(
法
廷
)
決
闘
に
及
ん
だ
訴
が
判
決
を
も
っ
て
延
期
さ
れ
原
告
・
被
告
の
双
方
に
平
和
が
付
与
さ
れ
た
場
合
に
寸
そ
れ

(
H
平
和
)
が
破
ら
れ
る
な
ら
ば
、
人
(
H
平
和
破
壊
者
)
は
、
法
(
の
定
め
る
と
こ
ろ
)
に
従
い

(
E
E
n
z
Z
)
、
ま
ず
第
一
に
そ
れ
(
文
言
上
は
平

(
邸
・
(
制
)

和
、
実
質
的
に
は
平
和
破
壊
)
を
決
闘
な
し
に
償
う

(σ2qg)」
。
第
三
に
、
他
人
の
土
地
の
不
法
耕
作
に
対
す
る
制
裁
は
(
た
と
え
不
法
耕
作

北法40(5-6・1-465)1607 



説

者
が
そ
の
土
地
を
自
分
の
も
の
と
主
張
し
て
争
い
、
そ
の
土
地
の
帰
属
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
敗
れ
て
も
)
一
般
に
は
贈
罪
金
と
罰
金
の
支
払
が
限
度
で

あ
る
が
、
も
し
そ
の
土
地
が
(
す
で
に
不
法
耕
作
者
か
ら
)
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
そ
れ
に
対
し
て
平
和
が
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

不
法
耕
作
者
の
「
生
命
」
ま
た
は
「
健
康

(
H
手
)
に
及
川
叫
」
。
以
上
の
三
つ
で
あ
る
。

(
六
)
次
に
「
(
裁
判
官
が
)
命
ず
る
平
和
」
に
つ
い
て
|
。

論

と
い
う
表
現
が
二
度
現
わ
れ
る
。
こ
の
条
項
は
(
法
廷
)
決
闘
の
手

続
を
詳
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
箇
所
は
「
な
ん
ぴ
と
も
彼
等
の
決
闘
を
妨
害
し
な
い
よ
う
に
、
人
は
決
闘
場
(
号
者
向
広
)

に
対
し
首
に
か
け
て
(
弓
ヨ
巾

E-8)
平
和
を
命
、
ず
べ
き
で
あ
る
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
平
和
が
付
与
さ
れ
る
対
象
は
「
決
闘
場
」
、
そ
れ
を

「
ラ
ン
ト
法
L

の
部
の
一
条
項
に
、

1
a巾
σ
a
g
(
H
m
o
E
2
8
)

破
っ
た
場
合
の
制
裁
が
「
斬
首
刑
」
、
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
平
和
を
命
ず
る
寸
人
L

が
関
係
条
項
の
官
頭
に
出

て
く
る
「
裁
判
官
L

で
あ
る
こ
と
も
、
き
わ
め
て
容
易
に
確
認
で
き
る
。

念
の
た
め
に
士
一
=
目
す
れ
ば
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
は
、
(
学
者
の
)

い
わ
ゆ
る
「
裁
判
集
会
の
平
和
L

(
U
E
m同吋目。己
m
w
)

に
関
し
て

裁
判
集
会
の
開
催
に
先
立
ち
(
あ
る
い
は
、
そ
の
冒
頭
に
)
裁
判
官
(
具
体
的
に
は
、
「
国
王
罰
令
権
の
下
に
裁
判
集
会
を
開
催
す
る
」
グ
ラ
l
フ
)

が
(
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
の
判
決
を
得
て
)
寸
裁
判
集
会
の
妨
害
」
(
己
E
W己
巾
古
)
と
寸
騒
擾

L
Z
E
Z
2
H
Cロ
E
E
)
を
禁
じ
た
、
と
い
う
趣
旨
の

条
項
は
存
在
す
る
が
、
そ
こ
に
は

2
0
r一
の
語
は
登
場
し
て
こ
な
い
(
し
た
が
っ
て
、
そ
の
禁
止
に
違
反
し
た
者
に
対
す
る
制
裁
も
、
最
も
き
び

し
い
場
合
で
も
国
王
罰
令
権
に
も
と
づ
く
罰
金
H
六
0
シ
リ
ン
グ
止
ま
り
で
あ
っ
た
、
と
推
定
さ
れ
る
)
。
そ
れ
と
く
ら
べ
る
と
、
(
よ
り
危
険
と
考
え

ら
れ
る
)
決
闘
場
の
平
和
を
破
っ
た
場
合
の
制
裁
が
よ
り
き
び
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
(
お
よ
び
、
そ
れ
が
こ
の
「
裁
判
官
が
命
ず
る
平
和
」
の

効
果
で
あ
る
こ
と
)
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
七
)
次
に
「
約
定
さ
れ
る
平
和
」
に
つ
い
て
|
。

「
ラ
ン
ト
法

L
の
部
の
二
条
項
中
の
二
〔
七
〕
箇
所
に
(
号
ロ
)
2
a
Z
2
8
(
H
m色。
σ
g
u
s
z胃
R
F
g
)
と
い
う
定
型
的
表
現
が
現
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わ
れ
針
。
こ
れ
は
(
実
質
的
に
そ
れ
を
指
す
「
平
和
」
を
含
め
る
国
)
、
数
の
上
で
本
節
・
(
五
)
で
扱
っ
た
ミ
包

0
3再
g
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る

が
、
こ
の
表
現
が
(
近
接
す
る
)
一
一
つ
の
条
項
に
集
中
し
て
お
り
、

し
か
も
後
代
の
補
遣
に
属
す
る
箇
所
の
比
重
が
著
し
く
高
い
こ
と
(
す
な

わ
ち
、

ア
イ
ケ
自
身
の
子
に
成
る
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
約
定
さ
れ
る
平
和
L

が
(
ま
だ
)
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
は
登
場
し
て
こ
な
い
こ
と
)
に

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。

と
の
(
つ
ま
り
、
両
当
事
者
間
の
)
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
そ
れ
を
約
定
す
る
者
と
(
そ
れ
が
約
定
さ
れ
る
)
相
手
方

一
つ
の
条
項
で
は
こ
の
両
者
と
も
そ
れ
以
上
は
特
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

こ
の
寸
約
定
さ
れ
る
」
平
和
が
現
わ
れ
る
二
つ
の
条
項
に
お
い
て
は
、

ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

今
一
つ
の
条
項
に
お
い
て
も
(
そ
れ
が
約
定
さ
れ
る
)
相
手
方
(
な
い
し
対
象
)
に
つ
い
て
の
み
、
寸
諸
侯
L

(

お
よ
び
寸
城
塞
」
)
が
、
(
そ
れ
も
、

こ
れ
ら
の
も
の
も
こ
の
平
和
を
持
ち
う
る
も
の
と
し
て
、

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
平
和
を
持
ち
う
る
も
の
の
限
界
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
上
で
)
言
及
さ
れ

注
目
す
べ
き
は
む
し
ろ
次
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
こ
の
平
和
は

l
z
B
B
官
-o話
舟
ロ
ミ
邑
巾

(
H
「
約
定
さ
れ
た
平
和
(
の
期
間
)
内

に
し
)
と
い
う
表
現
に
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
|
(
常
時
な
い
し
恒
久
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
)
約
定
さ
れ
た
期
間
に
限
っ
て
存
在
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
(
平
和
)
期
間
内
に
お
い
て
は
、
(
自
ら
平
和
を
破
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
)
相
手
方
が
平
和
を
破
っ
た
場
合
を
除
い
て
「
平

和
が
約
定
さ
れ
た
者

(
H
相
手
方
)
を
相
手
ど
っ
て
訴
え
る
」
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
平
和
が

9ハリ

い
わ
ば
(
両
当
事
者
聞
に
の
み
成
立
す
る
)
「
私
的
な
L

平

和

で

あ

る

こ

と

を

推

定

で

き

る

か

ら

で

あ

お

。

川

内
，

a

ま
た
、
こ
の
平
和
を
破
っ
た
者
に
対
す
る
制
裁
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
つ
の
条
項
に
よ
る
と
、
諸
侯
に
対
し
て
約
定
さ
れ
た
平
日
明

和
を
破
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
「
人

(
H
裁
判
官
)
は
彼
に
対
し
て
裁
き
を
下
す
(
。
認
可

g
ュnzg)」
(
た
だ
し
こ
の
場
合
、
(
実
体
的
に
は
)
十Fh
d
 

死
刑
、
と
推
定
で
き
討
)
。
も
う
一
つ
の
条
項
に
よ
る
一
回
、
「
他
の
者
の
た
め
に
約
定
し
た
平
和
」
に
つ
い
て
は
(
蹟
罪
金
(
人
命
金
を
含
む
)
と
州

罰
金
を
)
寸
償
う
」

(E耳
目
)
、
「
自
分
の
た
め
に
自
ら
約
定
し
た
平
和
L

に
つ
い
て
は
「
彼
の
首
に
及
ぶ
」

(
H
斬
首
刑
)
、
と
さ
れ
て
い
る
。
山
山



説

し
か
し
、
い
か
な
る
行
為
に
及
べ
ば
こ
の
平
和
を
破
っ
た
こ
と
に
な
る
か
に
つ
い
て
、
(
間
接
的
に
、
し
か
も
い
わ
ば
例
外
的
に
重
い
行
為
の
例
と

し
て
)
「
城
塞
を
奪
い
、
あ
る
い
は
、
(
相
手
方
の
)
従
属
民
を
捕
え
る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
除
く
と
、
定
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な

呈A
H冊

し〉。
(
八
)
次
に
「
宣
誓
さ
れ
る
平
和
」
に
つ
い
て
|
。

の
部
の
三
条
項
中
の
三
箇
所
に
(
号
ロ
)
有
色
。
∞
者

R
B
と
い
う
表
現
が
現
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
箇
所
は
、

日
内
に
人
は
、
平
和
を
(
宣
誓
す
る
こ
と
を
)
除
い
て
、
宣
誓
し
て
は
な
ら
な
い
:
:
:
L
と
し
て
、
平
和
を
特
別
(
重
要
)
視
す
る
姿
勢
を
う

「
ラ
ン
ト
法
」

か
が
わ
せ
て
は
い
る
が
、

こ
の

宣
誓
さ
れ
る
)
平
和
に
つ
い
て
具
体
的
に
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。

次
の
条
項
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

J
旦
誓
さ
れ
た
平
和
(
の
期
間
)
内
に

(Ego-)
の
た
め
を
除
い
て
、
剣
以
外
い
か
な
る
武
器
を
も
帯
び
る
べ
き
で
な
い
。
こ

そ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
人
(
日
裁
判
官
)
は
裁
き
を
下
す
(
。
〈
巾
叶
包
ユ

nzg)、

そ
の
点
に
つ
い
て
多
少
と
も
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
の
は
、

人
は
、
帝
国
勤
務
の
た
め
お
よ
び
馬
上
の
槍
試
合

れ
に
た
が
っ
て
(
そ
れ
以
外
の
)
武
器
を
帯
び
る
者
す
べ
て
、

け
だ
し
彼
等
は
帝
国
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
(
直
訳
す
れ
ば
、
帝
国
ア
ハ
ト
の
中
に
あ
る
)
の
だ
か
ら
、
彼
等
が
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
(
あ

る
い
は
、
そ
れ
以
外
の
武
器
と
と
も
に
)
捕
え
ら
れ
る
場
合
に
は
」
、
と
。

こ
の
条
項
が
宣
誓
さ
れ
た
平
和
の
期
間
内
に
お
け
る
剣
以
外
の
武
器
|
特
に
槍

i

の
携
行
を
禁
止
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
寸
宣
誓
さ
れ
た
平
和
(
の
期
間
)
内
に
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
こ
の
平
和
が

l
前
述
の

「
約
定
さ
れ
る
平
和
L

と
同
じ
く
特
定
期
間
に
限
っ
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
宣
誓

さ
れ
る
平
和
L

が
「
約
定
さ
れ
る
平
和
」
と
(
少
な
く
と
も
そ
の
基
本
的
な
性
格
に
お
い
て
)
同
一
の
も
の
(
つ
ま
り
両
当
事
者
間
の
契
約
に
も
と

は
問
題
で
あ
る
。
結
論
か
ら
一
一
百
う
と
、
私
に
は
と
う
て
い
そ
う
は
思
え
な
い
。

づ
く
「
私
的
な
」
平
和
)
と
解
し
う
る
か
、

第
一
に
、
も
し
こ
の
条
項
が
平
和
を
約
定
し
た
両
当
事
者
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
だ
と
す
る
と
、
あ
る
地
域
の
中
で
他
の
者
(
H
騎
士
)
た

「
替
市
制
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ち
は
槍
を
携
え
て
い
る
の
に
、
た
ま
た
ま
平
和
を
約
定
し
た
者
だ
け
が
剣
を
帯
び
る
こ
と
し
か
で
き
ず
(
身
を
守
る
の
に
)
不
利
な
立
場
に
置

か
れ
る
(
す
な
わ
ち
、
こ
の
条
項
は
あ
る
地
域
全
体
に
行
な
わ
れ
な
い
と
背
理
に
陥
る
)
こ
と
に
な
る
し
、
現
に
こ
の
条
項
は
右
の
引
用
に
ひ
き
つ

づ
き
、
「
人
は
ま
た
城
塞
の
中
で
は
ま
た
都
市
の
中
で
も
ま
た
村
落
の
中
で
も
剣
を
(
さ
え
)
帯
び
て
は
な
ら
な
い
、
そ
こ
に
住
居
ま
た
は
宿

所
を
有
す
る
者
は
す
べ
て
」
と
述
べ
、
あ
る
地
域
内
に
お
け
る
(
あ
る
い
は
、
そ
こ
に
居
住
し
あ
る
い
は
宿
泊
す
る
者
全
員
に
対
し
て
)
剣
の
携
行

(
附
)

を
禁
じ
て
い
る
。
第
二
に
、
こ
の
条
項
は
い
わ
ゆ
る
「
ラ
ン
ト
平
和
(
令
)
群
」
に
属
し
て
(
お
り
、
事
実
あ
る
特
定
の
ラ
ン
ト
平
和
令
中
の
一

条
項
を
下
敷
に
し
て
)
い
る
が
、
当
時
の
ラ
ン
ト
平
和
令
は
、
(
一
般
的
に
は
)
時
限
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
(
し
た
が
っ
て
、
「
宣
誓
さ
れ
た
平

ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

和
」
内
に
と
い
う
表
現
か
ら
直
ち
に
そ
れ
を
「
私
的
な
」
平
和
と
帰
結
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
)
だ
け
で
な
く
、
(
一
般
的
に
は
ま
だ
)
そ
の
中
で
平
和

(
引
)

令
(
そ
の
も
の
の
順
守
)
を
宣
誓
す
る
よ
う
義
務
づ
け
て
い
た
(
い
わ
ゆ
る
「
平
和
の
宣
誓
E
H
F
-
包
巾

a
z
e。
第
三
に
、
右
の
引
用
に
明
ら
か

な
よ
う
に
、
(
槍
の
携
行
の
禁
止
に
)
違
反
し
た
者
が
(
た
だ
ち
に
)
帝
同
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
た
(
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
た
)
と
す

(
悶
)

れ
ば
、
こ
の
平
和
を
定
め
あ
る
い
は
行
な
う
主
体
は
「
国
王
」
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。

以
上
の
理
由
か
ら
私
は
、
こ
の
「
宣
誓
さ
れ
る
平
和
」
は
、
前
述
し
た
「
約
定
さ
れ
る
平
和
」
と
は
異
な
り
、
(
国
王
が
制
定
し
た
あ
る
(
特

定
の
)
ラ
ン
ト
平
和
令
を
念
頭
に
置
い
た
)
い
わ
ば
、
「
公
的
な
L

平
和
で
あ
る
、
と
考
え
た
い
。
因
み
に
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
、
残
っ
た
も
う
一
つ
の
条
項
H

「彼

(
H
国
王
)
は
(
選
ば
れ
て
、
帝
国
に
対
し
忠
誠
の
宣
誓

(
E
E巾
)
お
よ
び
即
位
に
伴
う
宣
誓

を
な
し
た
後
)
決
し
て
い
か
な
る
宣
誓
を
も
な
す
べ
き
で
な
い
:
:
:
。
:
:
:
(
他
の
)
人
が
平
和
を
宣
誓
す
る
場
合
に
、
彼
は
宣
誓
の
代
り
に

彼
の
約
定
(
印
E
m色
。
〈
包
巾
)
を
な
す
べ
き
で
あ
る
」
(
特
に
こ
の
場
合
、
な
ぜ
国
王
も
平
和
を
宣
誓
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
)
も
よ
く
理
解
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

(
九
)
次
に
寸
平
和
日
L

と
「
禁
制
日
」
に
つ
い
て
|
|
。

(
1
)
寸
平
和
日
L

と
い
う
言
葉
は
ラ
ン
ト
法
二
・
六
六
・
二
(
す
な
わ
ち
、

い
わ
ゆ
る
「
ラ
ン
ト
平
和
(
令
)
群
」
の
中
、
そ
れ
も
、
本
節
・
(
一
一
)
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説

で
前
述
し
た
ラ
ン
ト
法
二
・
六
六
・
一
の
直
後
に
位
置
す
る
条
項
)
に
二
度
現
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
条
項
は
、
ま
ず
冒
頭
で
、
「
神
聖
日
お

よ
び
禁
制
日
、
こ
れ
ら
(
の
日
)
は
す
べ
て
の
人
々
に
平
和
日
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
」
と
言
い
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
四
つ
の
週
日
(
木
・

金
・
土
・
日
曜
日
)
の
宗
教
的
意
味
に
つ
い
て
解
説
し
た
の
ち
、
「
そ
れ
ゆ
え
に
こ
れ
ら
の
日
は
、
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
る
者
、
ま
た
は
帝
国

ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
者
、
ま
た
は
(
当
該
)
裁
判
管
区
に
お
い
て
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
者
を
除
き
、
す
べ
て
の
人
々
に

と
っ
て
共
通
の
平
和
日
で
あ
る
へ
と
い
う
文
章
で
結
ぼ
れ
て
い
る
。

こ
の
条
項
で
は
「
禁
制
日
」
と
い
う
表
現
が
「
平
和
日
」
よ
り
も
狭
い
概
念
と
し
て
(
「
神
翌
日
」
プ
ラ
ス
「
禁
制
日
」
イ
コ
ー
ル
「
平
和
日
」
)

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
条
項
が
い
わ
ゆ
る
「
神
の
休
戦
」
(
吋
z
c
m白
巴
包
)
の
成
果
を
(
そ
れ
も
、
最
も
発
展
し
た
形

で
)
継
承
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
平
和
日
」
に
お
け
る
一
切
の
(
特
に
暴
力
)
犯
罪
を
禁
止
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
纏
説
を

三三A
詞聞

要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

(2)
「
平
和
日
」
と
い
う
表
現
は
こ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
は
す
べ
て
「
禁
制
日
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
次
に
そ
の
用
例
を
調

べ
て
み
る
と
、
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
、
右
の
ラ
ン
ト
法
二
・
六
六
・
二
に
お
い
て
寸
平
和
日
L

の
保
護
が
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る
者
に
対
す
る
例
外
措
置
を
見
て
い
く

と
、
(
文
言
上
は
)
「
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
者
」
(
実
質
的
に
は
「
帝
国
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
者
」
を
も
含
む
)
は
、
禁
制
日
内

(
凹
)

で
も
逮
捕
す
る
こ
と
は
で
き
る
、
た
だ
し
彼
に
対
し
て
裁
き
を
下
し
ず
〈

q
g
ュnzg)
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
現
行
犯

{
川
)

で
捕
え
ら
れ
る
者
」
は
、
禁
制
日
内
で
も
(
逮
捕
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
)
彼
に
対
し
て
裁
き
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
後
代
の
補
遺

と
い
う
趣
旨
の
条
項
も
あ
る
。

に
か
か
る
も
の
で
あ
る
が
、
禁
制
日
に
平
和
を
破
る
者
を
禁
制
日
は
保
護
し
な
い
、

こ
れ
ら
の
規
定
は
寸
禁
制
日
L

(

な
い
し
「
平
和
日
L
)

が
、
寸
禁
制
日
」
に
は
こ
見
)
(
暴
力
的
)
犯
罪
と
無
関
係
な
こ
と
ま
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

か
ら
み
て
よ
く
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う

一
つ
は
、
「
禁
制
日
」
に
は
宣
誓
を
し
て
は
な
ら

の
趣
旨
(
日
特
に
暴
力
的
な
犯
罪
の
禁
止
)
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と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
例
外
が
あ
っ
て
、
本
節
・
(
八
)
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
寸
平
和
」
を
宣
誓
す
る
場
合
、
そ

(
叩
)

れ
に
、
「
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
者
を
相
手
ど
っ
て
」
(
そ
の
有
罪
を
証
明
す
る
た
め
に
)
宣
誓
す
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
寸
禁
制

(
叫
)

日
L

に
は
裁
判
集
会
を
開
催
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
そ
の
理
由
に
つ
い
て
最
も
理
解
の
困
難
な
規
定
で
あ
る
が
、
他
方
で

は
「
禁
制
日
」
で
も
犯
罪
以
外
の
訴
に
つ
い
て
な
ら
裁
く
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
「
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
る
(
あ
る
い

は
、
捕
え
ら
れ
た
)
者
L

に
対
す
る
前
述
し
た
よ
う
な
例
外
措
置
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
現
行
犯
の
場
合
に
つ
い
て
は
緊
急
な
必
要
か
ら
己
む

を
得
な
い
と
し
て
、
「
禁
制
日
」
(
な
い
し
「
平
和
日
」
)
に
は
た
と
え
裁
判
と
い
う
形
で
も
(
特
に
)
処
刑
に
つ
な
が
り
う
る
よ
う
な
こ
と
は
で

戸
』
‘
町
、
J

、

+
匂
し

き
る
だ
け
避
け
た
い
、

と
い
う
考
え
方
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
か
、

と
推
定
で
き
そ
う
で
あ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

そ
の
点
は
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
以
上
が
「
禁
制
日
」
に
関
す
る
規
定
の
す
べ
て
で
あ
る
。
見
ら
れ
る
通
り
、
寸
禁
制
日
」
に
(
特
に
暴
力
的

犯
罪
を
働
い
て
)
平
和
を
破
っ
た
場
合
の
(
実
体
的
な
)
制
裁
(
な
い
し
、
そ
の
処
置
)
に
関
す
る
明
示
の
規
定
は
な
く
、
(
要
約
す
れ
ば
)
単
に

(
問
)

「
禁
制
日
」
は
「
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
者
(
や
、
平
和
破
壊
者
)
」
等
を
保
護
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
因
み
に
、

前
述
し
た
ラ
ン
ト
法
二
・
六
六
・
二
の
末
尾
が
同
趣
旨
の
こ
と
を
寸
平
和
日
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ら

(
凶
)

の
箇
所
に
お
い
て
は
「
禁
制
日
L

と
い
う
概
念
が
(
寸
神
聖
日
L

を
含
め
て
)
広
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
二
条
項
に
「
祝
祭
日
」
を
意
味
す
る
言
葉
守
町
巳
骨
肉
0
・
〈
町
巾
)
が
出
て
く
る
。
し
か
も
、
こ

れ
ら
の
条
項
は
い
ず
れ
も
「
平
和
二
な
い
し
、
「
禁
制
日
」
)
の
問
題
と
関
係
す
る
の
で
、
念
の
た
め
に
そ
れ
を
検
討
し
て
お
く
と
以
下
の
通
り

(3) 

で
あ
る
。

レ
ー
ン
法
廷

(
H
レ
l
ン
法
裁
判
集
会
)
の
開
催
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
家
臣
は
ま
た
彼
の
主
君
に

対
し
次
の
こ
と
を
も
っ
て
勤
務
(
ま
た
は
、
奉
仕
)
す
べ
き
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
彼

(
H
家
臣
)
が
、
午
前
中
お
よ
び
禁
制
日
(
以
)
外
(
の

日
)
に
お
よ
び
祝
祭
日
(
以
)
外
(
の
日
)
に
(
ぴ

E
B
三吋巾

E
m
m
g
)
、
彼

(
H
主
君
)
の
た
め
に
レ

l
ン
法
廷
に
お
い
て
判
決
を
発
見
す
る

一
つ
の
条
項
は
、
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説

-

S

(

附
)

こ
と
(
を
も
っ
，
て
)
」
。
こ
の
条
項
の
「
禁
制
日
L

が
(
「
祝
祭
日
」
と
区
別
さ
れ
た
)
狭
義
の
概
念
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
条
項
に
よ
っ
て
、
(
レ

l
ン
法
)
裁
判
集
会
は
「
祝
祭
日
」
に
も
開
催
さ
れ
え
な
い
こ
と
(
し
た
が
っ
て
、

(
2
)
で
扱
っ
た
「
禁
制
日
」
は

(
附
)

広
義
の
概
念
で
あ
る
こ
と
)
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
う
一
つ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
(
直
前
の
条
項
の
末
尾
に
、
「
人
が
あ
る
者
に
一
つ
の
事
件
の
ゆ
え
に
二
度
ま
た
は
三
度
償
う

8
2
q
g
)
の
は

法
で
な
い
(
あ
る
い
は
、
正
し
く
な
い
ご
と
あ
る
の
を
承
け
て
)
寸
し
か
し
誰
し
も
あ
る
者

(
H
相
手
方
)
に
対
し
て
平
和

(
i
)
と
祝
祭
日
(
の

平
和
)
(
骨
三
足
)
を
破
る
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
は
一
つ
の
事
件
の
ゆ
え
に
二
度
、
(
す
な
わ
ち
)
世
俗
と
教
会
の
裁
判
所

(
m
q
w
F
Z
)
に

対
し
て
、
罰
金
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
ま
た
(
む
し
ろ
、
し
か
し
)
平
和
(
一
U
)

が
破
ら
れ
た
者

(
H
相
手
方
)
は
そ
れ
に
よ
っ
て
一

つ
の
贈
罪
金
以
外
(
H
以
上
)
の
も
の
を
取
得
す
る
こ
と
は
な
い
(
下
略
)
」
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
三
世
俗
の
)
平
和
」
の
み
な
ら
ず
同
時
に
寸
祝

祭
日
(
の
平
和
)
」
を
も
破
っ
た
行
為
に
対
す
る
制
裁
が
「
罰
金
L

と
「
贈
罪
金
L

の
支
払
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

「
平
和
」
を
破
り
な
が
ら
し
か
も
そ
う
し
た
(
軽
い
)
制
裁
で
す
む
行
為
と
は
い
か
な
る
行
為
か
が
問
題
と
な
り
う
る
が
、
結
論
的
に
は
(
軽
微

な
)
暴
行
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

(一

O
)
最
後
に
「
平
和
を
破
る
」
お
よ
び
「
平
和
破
壊
者
L

と
い
う
表
現
に
つ
い
て
|
。

論

一
一
〕
箇
所
、

と
い
う
定
型
的
表
現
が
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
九
〔
一

O
〕
条
項
中
の
一

O
〔一

お
よ
び
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
一
条
項
中
の
二
箇
所
、
都
合
一

O
〔
一
二
条
項
中
の
二
一
〔
一
四
〕
箇
所
に
現
わ
れ
針
。
こ

(
1
)
ま
ず
、
仏

g
〈
月
己

0
σ
2
w
oロ
(
日

σ円
o
n
y
g戸
)

の
う
ち
三
〔
四
)
箇
所
は
、
明
示
的
に
「
国
王
の
平
和
L

ま
た
は
「
約
定
さ
れ
る
平
和
」
と
関
係
し
、
既
に
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
考
察
ず

み
な
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
除
い
た
九
〔
一

O
〕
箇
所
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
具
体
的
に
い
か
な
る
行
為
が
「
平
和
を
破
る
」
行
為
と
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
る
と
、
そ
れ
を
文
言
上
特
定
で
き
る
場
合
は

す
で
に
別
な
関
連
で
前
述
し
た
(
軽
微
な
)
「
暴
行
」
と
推
定
さ
れ
る
(
二
条
項
中
の
)
三
箇
所
の
ほ
か
は
|
|
次
の
三
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
第

北法40(5-6・1.472) 1614 



一
に
、
「
彼
等

(
H
不
真
正
な
人
々
)
の
一
人
を
傷
つ
け
ま
た
は
強
奪
し
ま
た
は
殺
し
、
あ
る
い
は
不
真
正
な
婦
人
を
強
姦
し
、
し
か
し
て
彼

等
に
対
し
て
平
和
を
破
る
」
場
前
。
第
二
に
、
「
国
王
の
道
路
上
ま
た
は
村
内
の
い
ず
れ
か
で
、
彼

(
H
被
害
者
・
原
告
)
に
対
し
て
平
和
を
破

ト
、
:
:
:
(
彼
を
)
傷
チ
か
、
:
:
:
(
彼
の
財
物
を
)
蛤
奪
し
た
L

場
的
。
第
三
に
、
城
塞
を
拠
点
に
し
て
(
俊
吾
お
よ
び
)
山
昨
季
を
働
い
た
場

前
。
こ
れ
ら
三
つ
の
場
合
が
い
ず
れ
も
典
型
的
な
暴
力
犯
罪
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

い
か
に
し
て
)
制
裁
が
加

次
に
、
こ
れ
ら
三
つ
の
場
合
に
、
「
平
和
を
破
る
(
あ
る
い
は
、
破
っ
た
)
者
」
に
対
し
て
い
か
な
る
(
あ
る
い
は
、

ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

え
ら
れ
る
か
を
見
て
み
る
と
、
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
文
言
が
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
(
右
の
第
一
の
場
合
)
「
人

(
H
裁
判

官
)
は
一
平
和
の
法
に
従
っ
て
(
ロ
釦
〈
日
仏

2
2
n
y
Z
)
彼
(
H
平
和
を
破
る
者
)
に
対
し
て
裁
き
を
下
す
(
。
〈

R

g
巾
ユ

n
z
g
)
べ
き
で
あ

引
L

、
(
右
の
第
二
の
場
合
、
被
害
者
が
加
害
者
を
法
廷
で
訴
え
彼
に
決
闘
を
挑
ん
で
)
「
(
被
告
H

平
和
を
破
っ
た
者
が
)
(
決
闘
で
)
打
ち
負
か
さ
れ
る

(
山
}

(
日
有
罪
を
証
明
さ
れ
る
)
な
ら
ば
、
人
(
H
裁
判
官
)
は
彼
に
対
し
て
裁
き
を
下
す
(
。
認
可
。
ロ
『

-nzoロ
)
」
、
(
右
の
第
三
の
場
合
、
犯
人
が
他
の

裁
判
管
区
の
村
落
・
都
市
・
城
塞
へ
逃
げ
こ
み
、
し
か
も
(
他
の
裁
判
管
区
の
人
々
に
よ
っ
て
)
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ
る
と
)
「
彼
等
(
日
被
害
者
の
叫
ぴ

声
に
応
じ
て
そ
こ
ま
で
犯
人
を
追
跡
し
た
人
々
)
は
彼
を
(
自
分
た
ち
の
裁
判
管
区
へ
)
連
れ
戻
し
、
し
か
し
て
そ
れ

(
H
そ
の
平
和
破
壊
)
に
つ
い

そ
の
前
に
「
彼
等
は
、
彼
等
が
彼
に
対
し
て
適
法
に
裁
き
を
下
さ
な
い
(
巳

n
z
z
n
v
z

の
人
命
全
の
た
め
に
保
証
人
を
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
L

。

て
法
(
H
裁
判
)
を
お
こ
な
う
L

こ
と
に
な
る
が
、

。
〈
ゆ
吋
巾
ロ
巾
ユ

n
E
Zロ
)
場
合
に
(
備
え
て
)
、

そ
の
者

(
H
平
和
破
壊
者
)

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
場
合
、
他
の
条
項
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
「
平
和
を
破
る
(
あ
る
い
は
、
破
っ
た
)
者
」
に
対
し
て
科
せ
ら
れ
る
(
実
体

的
な
)
制
裁
(
な
い
し
、
刑
罰
)
を
特
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
彼
は
(
少
な
く
と
も
)
「
(
手
の
)
切
断
刑
L

あ
る
い

は
(
大
部
分
)
「
死
刑
L

に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
針
。
し
か
し
、
右
の
三
箇
所
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
も
(
実
体
的
な
)
制
裁
に
つ
い
て
の
直

接
的
な
記
述
が
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
代
り
に
、
「
誰
で
あ
れ
禁
制
日
内
に
平
和
を
破
る
者
を
、
禁
制
日
は
保
護
し
な
い
(
具
体
的
に
は
、
禁
制
日

(
悶
)

で
も
人
は
彼
を
逮
捕
で
き
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
(
少
な
く
と
も
現
行
犯
の
場
合
に
は
)
寸
彼
に
対
し
て
裁
き
を
下
す
」
こ
と
も
で
き
る
)
L

、
あ
る
い
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説

は
、
「
誰
で
あ
れ
平
和
破
壊
者
を
殺
し
ま
た
は
傷
つ
け
た
者
が
あ
り
、
彼

(
H
自
分
)
は
彼

(
H
平
和
破
壊
者
)
を
彼
の
逃
走
の
際
に
ま
た
は
彼

が
平
和
を
破
っ
た
行
為
中
に
(
す
な
わ
ち
、
現
行
犯
に
お
い
て
)
傷
つ
け
た
旨
、
自
分
と
も
七
人
で
(
証
人
に
よ
り
)
立
証
で
き
る
な
ら
ば
、
彼

(
凶
}

は
そ
れ
に
つ
い
て
償
な
し
で
す
む
」
な
ど
、
い
わ
ば
手
続
(
法
)
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
強
い
文
言
が
見
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
最
も
一

般
的
な
形
で
書
か
れ
て
い
る
「
誰
で
あ
れ
平
和
を
破
る
者
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

(
H
平
和
破
壊
)
を
人
は
本
書
の
前
の
と
こ
ろ
で
述
べ
ら
れ
て
い

(
山
)

る
よ
う
に
裁
く
べ
き
で
あ
る
」
と
い
っ
た
条
項
も
、
単
に
実
体
法
的
に
受
け
取
(
っ
て
、
実
体
刑
法
的
な
条
項
と
だ
け
照
合
す
)
る
の
で
は
な

く
、
(
少
な
く
と
も
)
そ
れ
よ
り
前
に
位
置
し
平
和
破
壊
事
件
を
裁
く
た
め
の
手
続
に
つ
い
て
定
め
た
諸
条
項
を
も
念
頭
に
置
い
て
理
解
し
な

(
山
v

く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
2
)
次
に
寸
平
和
破
壊
者
」
に
つ
い
て

110
〈
月
号
σ
B
E
Z
の
語
は
(
す
で
に
前
節
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
)
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の

{
山
)

六
〔
一

O
〕
条
項
中
の
七
〔
一
二
箇
所
に
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
具
体
的
理
解
の
最
も
困
難
な
一
箇
所
は
、
用
法
の
上
で
も
例
外
的
と

目
さ
れ
る
の
で
、
ま
ず
そ
の
箇
所
の
検
討
か
ら
は
じ
め
た
い
。

~A a岡

ラ
ン
ト
法
二
・
一
三
・
五
に
お
い
て
は
、
寸
平
和
破
壊
者
L

の
語
が
「
人
を
殺
し
ま
た
は
捕
え
ま
た
は
強
奪
し
ま
た
は
|
|
放
火
謀
殺
で
な

く

l
ー
焼
き
(
殺
し
て
あ
る
い
は
婦
人
ま
た
は
娘
を
強
姦
す
る
者
」
と
「
姦
通
中
に
捕
え
ら
れ
る
者
」
の
中
間
に
現
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
者
と

と
も
に
「
斬
首
刑
」
に
処
せ
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
平
和
破
壊
者
L

が
「
平
和
を
破
っ
た
者
」
な
い
し
「
平
和
破
壊
者
」
一
般

(
山
)

を
意
味
し
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
彼
が
い
か
な
る
行
為
に
よ
っ
て
平
和
を
破
っ
た
か
は
特
定
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
彼
が
(
本
節
・

(
九
)
ま
で
に
扱
っ
て
き
た
各
種
の
平
和
の
う
ち
)
い
か
な
る
「
平
和
し
を
破
っ
た
か
に
つ
い
て
は
推
定
で
き
な
い
わ
け
ア
は
な
い
。

こ
の
ラ
ン
ト
法
二
・
一
二
了
五
を
除
く
と
、
「
平
和
破
壊
者
L

の
語
は
す
べ
て
(
基
本
的
に
は
)
各
種
の
平
和
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
な

く
(
そ
の
意
味
で
、
一
般
的
な
形
で
)
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
文
言
上
彼
等
に
科
せ
ら
れ
る
(
実
体
的
な
)
制
裁
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
な
い
。
特
に
こ
の
(
後
の
)
点
を
、
こ
れ
ら
の
五
〔
九
〕
条
項
中
の
六
〔
一

O
〕
箇
所
に
つ
い
て
、
「
平
和
破
壊
者
」
が
平
和
を
破
っ
た
行
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為
を
特
定
で
き
る
場
合
と
特
定
で
き
な
い
場
合
に
分
け
て
見
て
い
く
と
、

「
平
和
破
壊
者
L

が
平
和
を
破
っ
た
行
為
を
特
定
で
き
る
の
は
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

四
(
五
〕
条
項
中
の
五

〔
六
〕
箇
所
に
現
わ
れ
る
五
つ
の
場
合
で

ま
ず
、

被
告
が
国
王
の
道
路
上
ま
た
は
村
内

寸
そ
の
者

(
H
原
告
)
は
、
彼
が
彼
の
平
和
破
壊
者
を
さ

g
n
y
Z
(
H
直

つ
ま
り
寸
法
に
服
さ
せ
る
べ
く
L

な
い
し
「
裁
判
に
か
け
る
べ
く
L

の
意
)
掴
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
裁
判
官
に
乞

(

印

)

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

(

印

)

わ

な

く

て

は

な

ら

な

い

」

が

、

人

は

彼

に

対

し

て

裁

き

を

下

す

L

。
第
二
に
、

あ
る
。

壁本
z項
傷、
っ、?
け、ニ

で
強、前
奪、述

らし
5 た
場
.b. 
仁1

「
平
和
破
壊
者
」
に
(
法
廷
)
決
闘
を
挑
む

第
一
に

し
た
が
っ
て

こ
の
場
合
、

の
い
ず
れ
か
で

訳
す
れ
ば
「
法
へ
と
し

寸
平
和
破
壊
者
」
が
こ
の
決
闘
で
「
打
ち
負
か
さ
れ
る
な
ら
ば
、

同
じ
く
本
項
・

(
1
)
で
前
述
し
た
城
塞
を
拠
点
に
し
て
(
傷
害
お
よ
び
)
強
奪
を
働
い
た
場
合
。

城
主
お
よ
び
城
臣
)
が
法
に
反
し
て
平
和
破
壊
者
を
匿
ま
う

ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

こ
の
場
合
は
、
寸
い
ず
れ
か
の
城
塞
に
人

(
N

(
し
か
も
、
叫
び
声
を
も
っ
て
そ
の
前
に
呼
ば
れ
た
裁
判
官
の
犯
人
引
渡
要
求
に
応
じ

は
そ
こ
に
居
る
す
べ
て
の
者

(
H
城
主
お
よ
び
城
臣
)
を
叶
か
昨
造
般
に
処
す

P
。
第
三
に
、
(
自
分
の
家
屋

敷
に
宿
泊
さ
せ
た
者
H
客
人
の
一
人
が
)
殺
人
(
ま
た
は
故
殺
)
そ
の
他
の
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
。
こ
の
場
合
は
「
(
宿
主
を
含
め
)
村
民
た
ち
全

(

山

)

、

員
が
:
:
:
平
和
破
壊
者
を
(
捕
え
て
、
裁
判
に
か
け
る
た
め
)
留
め
置
く
し
(
の
が
原
則
)
。
第
四
に
、
(
私
見
に
よ
れ
ば
)
窃
盗
ま
た
は
強
奪
の
犯

人
が
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ
た
場
合
。
こ
の
場
合
に
は
、
「
平
和
破
壊
者
が
現
行
犯
に
お
い
て
捕
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
人

(
H
裁
判
官
)
は
平
和

?
訟
に
従
っ
て
佼
U
升
レ
わ
動
ト
ト
下
わ

(
O〈
ぬ
司
。
ロ
ぬ
吋

W
E
U「
)
」
。
第
五
に
、
(
少
な
く
と
も
主
に
)
蛤
賓
の
犯
人
が
現
仔
沿
で
逮
捕
さ
れ

寸
叫
び
声
に
従
う

(
H
叫
ぴ
声
に
応
じ
て
馳
せ
参
ず
る
)
者
は
、
:
:
:
平
和
破
壊
者
を
(
捕
え
て
)

な
し当

レ」
L

、
「人

(
N
裁
判
官
)

留、た
め、場
置、合
き、(
と
解
さ

法、ち
廷、 r
E、め
叩)

れ J
テ+'-ー

す8り
L 嘉吉

。ぷ
仁1

は

い
ず
れ
も
制
裁
に
つ
い
て
の
手
続
(
法
)
的
文
言
が
表
面
に
出
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、
こ

う
し
た
傾
向
は
、
「
平
和
破
壊
者
」
が
平
和
を
破
壊
し
た
行
為
を
特
定
で
き
な
い
一
(
四
〕
条
項
中
の
一
〔
四
〕
箇
所
に
お
い
て
は
、
も
っ
と
鮮

で
前
述
し
た
「
平
和
破
壊
者
を
殺
し
ま
た
は
傷
つ
け
た
L

場
合
に
は
、

以
上
の
場
合
、

明
な
形
で
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
す
で
に
本
項
・

(
1
)
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「
彼
の
逃
走
の
際
に
ま
た
は
彼
が
平
和
を
破
っ
た
行
為
中
に
(
す
な
わ
ち
、
現
行
犯
に
お
い
て
)
彼
を
傷
つ
げ
た
旨
、
自
分
と
も
七
人
(
の
証
人
)

で
立
証
で
き
る
な
ら
ば
、
彼

(
H
正
当
防
衛
の
加
害
者
)
は
そ
れ
に
つ
い
て
償
な
し
で
す
む
L

。
第
二
に
、
(
同
じ
く
)
「
他
の
者
を
傷
つ
け
ま
た

は
殺
し
た
者
」
が
こ
の
寸
死
者
ま
た
は
負
傷
者
を
捕
え
て
法
廷
に
連
れ
出
し
、
平
和
破
壊
者
と
し
て
服
罪
さ
せ
よ
う
と
し
L

な
が
ら
、
そ
れ

に
失
敗
し
た
場
合
に
は
し
か
し
、
「
彼
自
身
、
彼
が
彼

(
H
死
者
ま
た
は
負
傷
者
)
に
加
え
た
犯
罪
(
す
な
わ
ち
、
傷
害
ま
た
は
殺
人
)
に
つ
い
て

服
罪
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
L

な
い
し
「
人

(
H
裁
判
官
)
は
平
和
の
法
に
従
っ
て
彼

(
H
自
称
寸
正
当
防
衛
」
に
よ
る
加
害
者
)
に
対
し
て

裁
き
を
下
す

2
2吋

g
巾ユ
n
y
Z
ロ
)
べ
き
で
あ
る
」
。
第
三
に
、
「
彼

(
H
平
和
破
壊
の
被
害
者
、
原
告
)
が
平
和
破
壊
者
の
名
を
知
ら
な
い
」

の
名
を
挙
げ
ず
に
訴
え
る
べ
き
で
あ
る
」
。

自命

場
合
に
は
、
「
彼

(
H
平
和
破
壊
者
)

以
上
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
傾
向
(
が
よ
り
鮮
明
に
現
わ
れ
る
こ
と
)
の
ほ
か
、
第
一
に
、
後
代
の
補
遺
に
か
か
る
部
分
の
比
重
が
大
き

い
こ
と
、
第
二
に
、
「
平
和
破
壊
者
」
の
語
が
(
特
に
後
代
の
補
遺
に
か
か
る
部
分
に
お
い
て
)
さ
ら
に
一
般
的
な
形
で
(
敢
え
て
言
え
ば
、
ほ
と

ん
ど
「
犯
人
」
(
一
般
)
、
特
に
「
現
行
犯
人
」
(
一
般
)
と
同
じ
意
味
で
)
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
が
注
目
さ
れ
る
。

(
3
)
以
上
、
本
項
・

(
1
)
と

(2)
に
お
け
る
(
平
和
破
壊
・
平
和
破
壊
者
の
)
考
察
の
過
程
で
、
わ
れ
わ
れ
は
三
度
に
わ
た
り
ロ
釦
〈
日
仏

2

5
♀
Z
(一
平
和
の
法
に
従
っ
て
)
と
い
う
表
現
に
遭
遇
し
た
。
本
項
の
最
後
に
、
念
の
た
め
こ
の
表
現
の
用
法
を
一
括
し
て
検
討
し
、
「
平
和
の

法
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

ま
ず
ラ
ン
ト
法
三
・
三
六
・
二
戸
H
H

「
平
和
破
壊
者
が
:
:
:
現
行
犯
に
お
い
て
捕
え
ら
れ
る
な
ら
ば

人
(
H
裁
判
官
)
は
平
和
の
法
に
従
っ
て
彼
に
対

し
て
裁
き
を
下
す
」
)
。
こ
の
場
合
、
「
平
和
破
壊
者
」
は
(
実
体
的
に
は
)
「
死
刑
L

ま
た
は
「
(
手
の
)
切
断
刑
」
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
手
続
(
法
)
的
文
言
が
最
も
鮮
明
で
、
し
か
も
直
接
に
現

る
、
と
推
定
で
き
る
が
、
こ
の
条
項
そ
の
も
の
は
、

行
犯
手
続
を
論
じ
た
条
項
で
あ
る
。
次
に
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
六
九
〕

(
H
「
ま
た
誰
で
あ
れ
、
あ
る
死
者
ま
た
は
負
傷
者
を
捕
え
て
法
廷
に
連
れ
出

し
、
そ
し
て
彼

(
H
死
者
ま
た
は
負
傷
者
)
を
、
決
闘
を
も
っ
て
ま
た
は
決
闘
に
よ
ら
ず
に
、
服
罪
せ
し
め
よ
う
と
す
る
者
が
あ
り
、
彼

(
H
原
告
)
が
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彼

(
H
被
告
)
を
服
罪
さ
せ
(
え
)
な
い
場
合
に
は
、
人

(
H
裁
判
官
)
は
平
和
の
法
に
従
っ
て
彼

(
H
原
告
)
に
対
し
て
裁
き
を
下
す
べ
き
で
あ
る
」
)
。
こ

ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

の
場
合
に
も
、
被
告
の
服
罪
に
失
敗
し
た
原
告
に
対
し
て
下
さ
れ
る
(
実
体
的
な
)
制
裁
は
寸
死
刑
」
ま
た
は
寸
(
手
の
)
切
断
刑
」
で
あ
る

が
、
こ
の
ケ
!
ス
は
も
と
も
と
(
生
命
と
手
に
及
ぶ
)
現
行
犯
(
に
対
す
る
「
正
当
防
衛
L
)

に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
現
行

犯
手
続
の
延
長
と
見
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
一
一

(
H
「
誰
で
あ
れ
彼
等
(
不
真
正
な
人
々
)
の
一
人
を
傷
つ
け

ま
た
は
強
奪
し
ま
た
は
殺
し
、
も
し
く
は
不
真
正
な
婦
人
を
強
姦
し
、
し
か
し
て
彼
等
に
対
し
て
平
和
を
破
る
者
が
あ
れ
ば
、
人

(
H
裁
判
官
)
は
平
和

の
法
に
従
っ
て
彼
に
対
し
て
裁
き
を
下
す
べ
き
で
あ
る
」
)
。
こ
れ
は
寸
平
和
の
法
L

に
関
す
る
〔
三
〕
条
項
の
う
ち
ご
見
)
実
体
法
的
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
の
最
も
強
い
条
項
で
あ
る
。
傷
害
・
強
奪
・
殺
人
・
強
姦
に
対
し
て
「
死
刑
L

ま
た
は
「
(
手
の
)
切
断
刑
L

の
制
裁
が
科
さ
れ
る
こ

と
は
容
易
に
確
認
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
犯
罪
そ
の
も
の
を
寸
平
和
を
破
る
L

行
為
と
見
な
す
こ
と
が
犯
人
に
寸
平
和
の
法
」
を

適
用
す
る
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
真
正
な
人
々
が
こ
の
場
合
な
ぜ
原
告
の
地
位
に
即
け
る
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
条
項
も
ま
た
(
黙
示
的
に
で
は
あ
る
が
)
現
行
犯
手
続
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
平
和
の
法
L

が
(
実
体
的
に
は
)
(
中
世
の
平
和
運
動
が
生
み
出
し
た
)
生
命
・
身
体
刑
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

そ
れ
と
並
ん
で
、
(
身
体
・
生
命
刑
を
適
用
す
る
た
め
の
)
手
続
ー
ー
と
り
わ
け

と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
寸
平
和
の
法
L

と
言
わ
れ
る
場
合
、

「
現
行
犯
手
続
L

と
の
つ
な
が
り
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
、

註(
I
)
「
凡
例
」
に
挙
げ
た
諸
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
)
「
ア
イ
ゲ
ン
L

、
は
じ
め
に
、
一

1
二
頁
、
寸
相
続
法
の
位
置
」
、

0
1二
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

お
よ
び
、

特
に
「
補
論
L

、

了
(
一
一

)
1
(
四
)
、
二

四
・
つ
己
、
六
六

1
六
七
頁
、
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(3)
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
上
掲
箇
所
、
お
よ
び
、
そ
こ
に
付
さ
れ
た
註
(
5
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
4
)
「
補
論
」
、
一
・
(
一
)
、
一
九

1
二
O
頁
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
で
は
、

-E可
R
Z
の
語
は
ラ
ン
ト
法
を
(
レ
l

ン
法
な
ど
)
他
の
法
と
対
比
す
る
場
合
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
ン
ト
法
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
(
旨
芹
ぽ
ロ

znyzに
対
応
す
る
)

B
X
E
E
Z与
件
ぬ
と
い
う
表
現
は
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
代
り
に
単
に

g
x
z
n
F
Z
と
言
わ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
「
ラ
ン
ト
法
と
レ
l
ン
法
」

(
ニ
)
に
譲
る
ほ
か
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
の
著
者
に
と
っ
て
は
、
「
ラ
ン
ト
法
L

こ
そ
が
「
法
」
で
あ
り
、
あ

る
い
は
、
「
法
」
と
言
え
ば
ま
ず
も
っ
て
コ
フ
ン
ト
法
」
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
推
定
が
生
ま
れ
る
(
「
補
論
」
、
註
(
ロ
)
を
参
照
)
。
本

文
に
、
「
(
少
な
く
と
も
ご
と
記
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

な
お
、
私
は
す
で
に
「
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
」
論
文
い
ら
い
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
が
(
た
と
え
不
法
に
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
)
所
領
の
占

有
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
「
平
和
へ
の
関
心
」
(
す
な
わ
ち
、
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
る
紛
争
を
、
実
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
法
廷
に
お
い
て

解
決
さ
せ
よ
う
と
す
る
志
向
)
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
き
た
し
(
た
と
え
ば
、
「
ゲ
ヴ
ヱ

1
レ
ヘ
三
・
(
三
)
、

一一

1
一
一
一
頁
、
四
・
(
三
)
、
特
に
二
四
頁
、
お
わ
り
に
、
四

0
1四
一
頁
、
お
よ
び
、
註
(
お
)
・
(
卯
)
、
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
三
・
(
二
・
③
、
二
六
頁
、
三
・

合
己
、
二
七

1
二
九
頁
、
三
・
(
六
)
、
三
七

1
三
八
頁
、
「
補
論
」
、
一
一
・
(
四
)
、
三
六
頁
以
下
、
お
よ
び
三
、
四
三
頁
以
下
)
、
ま
た
、
「
ア
イ
ゲ
ン
L

論
文

で
は
、
寸
(
参
審
自
由
人
の
)
犯
罪
に
つ
い
て
の
(
刑
事
)
裁
判
権
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
れ
を
支
え
推
進
し
て
き
た
の
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
平
和
へ
の
関

心
で
あ
る
こ
と
」

2
7
(
四
)
、
三
四
頁
)
、
お
よ
び
同
書
に
は
類
型
を
異
に
す
る
多
様
な
「
平
和
」
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
(
註
捌
)
、
な
ど
を
も
指

摘
し
て
お
い
た
。
本
稿
は
こ
う
し
た
脈
絡
に
お
い
て
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
!
ゲ
ル
に
お
け
る
〈
足
骨
一
の
用
語
法
を
網
羅
的
に
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
右
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
知
見
を
改
め
て
検
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
「
平
和
し
の
概
念
を
軸
に
し
て
い
わ
ば
一
つ
の
全
体
像
に
再

構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

(
5
)
本
稿
に
お
い
て
も
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
の
関
係
条
項
や
関
係
箇
所
の
数
を
か
ぞ
え
る
場
合
、
必
要
に
応
じ
て
、
通
常
ア
イ
ケ
自
身
の
手

に
成
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
括
弧
を
付
さ
ず
に
、
ま
た
、
ア
イ
ケ
以
後
に
補
遺
に
か
か
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
加
え
た
数
は
括
弧
内
に
示
す

(
な
お
、
条
文
の
引
用
中
〔
〕
内
の
部
分
も
、
ア
イ
ケ
以
後
の
補
筆
に
か
か
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
)
。
念
の
た
め
に
一
告
白
し
て
お
く
と
、
「
ラ
ン

ト
法
と
レ
l
ン
法
」
(
二
、
註
(
印
)
で
指
摘
し
て
お
い
た
ド
イ
ツ
語
第
二
版
の
問
題
は
、
〈
足
骨
の
語
に
関
し
て
は
実
質
的
に
は
存
在
し
な
い
(
具

体
的
に
は
、
後
述
す
る
「
平
和
」
に
関
係
す
る
箇
所
の
中
で
ド
イ
ツ
語
第
二
版
で
補
筆
さ
れ
た
の
は
、
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0
・
一
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
の
玄
ロ
ロ

g

問。
σロ
ロ
仏
内
出
品
問
問
。
ロ
の
用
法
に
は
|
l
改
め
て
後
述
す
る
よ
う
に
|
|
格
別
の
特
異
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
後
註
(
必
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

~A 
日間
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(6)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
三
・
四
、
一
・
六
三
・
一
、
一
・
六
三
・
四
(
一
一
箇
所
)
、
(
一
・
六
九
〕
、
二
・
四
・
一
(
一
一
箇
所
)
、
二
・
一

0
・
三
、
〔
一
了

一
0
・
四
〕
、
二
・
一
四
・
一
、
二
・
六
一
・
二
、
二
・
六
六
・
一
(
〔
一
箇
所
〕
お
よ
び
三
箇
所
)
、
二
・
六
九
、
二
・
七
一
・
一
、
二
・
七
一
・

二
、
二
・
七
一
・
四
、
三
・
二
、
コ
了
七
・
三
(
二
箇
所
)
、
二
了
八
(
二
一
箇
所
)
、
三
・
九
・
二
(
二
箇
所
お
よ
び
〔
六
箇
所
〕
)
、
三
・
二
二
、
三
・

二
0
・
三
、
三
・
三
四
・
一
、
三
・
三
六
・
一
、
三
・
三
六
・
二
、
三
・
四
五
・
一
一
(
二
箇
所
)
、
三
・
五
四
・
二
、
三
・
五
六
・
一
、
三
・
五

六
・
三
。
レ
ー
ン
法
四
・
一
、
六
九
・
一
二
(
二
箇
所
)
。

(7)
ラ
ン
ト
法
(
一
・
五

0
・
二
、
〔
一
・
六
二
・
五
〕
、
一
・
六
三
・
一
、
〔
一
・
六
九
〕
、
二
・
一
三
・
五
、
二
・
六
九
、
二
・
七
二
・
一
(
二
箇

所)、一一
J

一
・
二
、
三
・
三
六
・
二
、
〔
二
了
九
一
・
ニ
。

(
8
)
ラ
ン
ト
法
二
・
六
六
・
二
(
二
箇
所
)
。

(
9
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0
・
一
、
二
・
一

0
・
一
二
、
〔
一
了
一

0
・
四
〕
(
二
箇
所
)
、
二
・
一

0
・
五
二
箇
所
お
よ
び
〔
一
箇
所
〕
)
、
二
・
一

0
・

六
、
二
・
一
一
・
四
、
二
・
六
六
・
二
、
三
・
六
一
・
一
。
レ

l
ン
法
四
・
四
(
三
箇
所
)
、
六
五
・
二
、
六
九
・
一

O
(二
箇
所
)
、
七
二
・
一
。

(
叩
)
三
色
巾
仏
国
関
一
巾
と
(
関
巾
)σ
己
ロ
円
山
町
ロ
巾
仏
国
関
一
巾
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
改
め
て
論
ず
る
。

(
日
)
寸
は
じ
め
に
」
の
末
尾
お
よ
び
前
註
(
4
)
の
前
段
で
述
べ
た
と
こ
ろ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
ロ
)
前
註
(
4
)
の
後
段
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
以
下
の
要
点
は
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
L

、
註
(
捌
)
で
も
述
べ
て
お
い
た
。
た
だ
し
、
煩
雑
さ
を
避
け
る

た
め
に
一
々
お
断
わ
り
し
な
い
が
、
前
稿
と
本
稿
の
聞
に
相
違
が
あ
る
場
合
に
は
、
本
稿
の
叙
述
を

l
」
月
号
の
用
語
法
を
精
査
し
た
後
に
到

達
し
た
|
|
現
在
の
私
見
と
理
解
さ
れ
た
い
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
二
・
六
六
・
一

(

H

H

)

(

同
じ
条
項
に
同
じ
語
1
1
こ
の
場
合

2
E巾
l
ー
が
繰
り
返
し
現
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
語
が
テ
キ
ス
ト
に
現
わ
れ
る

順
に
従
っ
て
、

(
i
)
、
(
日
)
、
(
川
)
な
ど
と
記
す
)
。

(H)
ラ
ン
ト
法
三
・
二
、
三
・
七
・
三

(
i
)
。

(
日
)
レ

i
ン
法
四
・
一
。

(
凶
)
ラ
ン
ト
法
二
・
四
・
一

(
i
)
と
(

H

)

、
二
・
一
四
・
一
、
二
・
六
一

一
、
三
・
五
六
・
て
三
・
五
六
・
三
。

(
げ
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
三
・
四

(
i
)
と

(
H
)
。

(
凶
)
ラ
ン
ト
法
三
・
八
(
日
日
)
、
三
・
九
・
二

(
i
)
・(・日)、

ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

-
二
、
コ
一
・
二
二
、
三
・
二

0
・
三
、
コ
一
・
三
四
・
一
、

〔(…山)・

(
V
)

・
(
m
H
)

・(山川)〕。

一一一・一ニムハ・
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説

(
凹
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0
・
三
、
二
・
七
一
・
二
、
三
・
五
四
・
二
。
『
邦
訳
』
で
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
二
・
七
一
・
二
は
寸
誓
約
さ
れ
た
」
、
三
・

五
四
・
二
は
(
単
に
)
「
誓
う
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
つ
に
は
訳
語
の
一
貫
性
の
た
め
に
、
今
一
つ
に
は
「
約
定
さ
れ
る
平
和
L

と
の
対
比
(
こ

の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
)
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
「
宣
誓
す
る
(
あ
る
い
は
、
さ
れ
た
ご
と
改
め
た
い
。

(
加
)
前
註
(
8
)
と
(
9
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
幻
)
前
註
(
日

)1(川
口
)
に
挙
げ
な
か
っ
た
〈
足
骨
一
が
す
べ
て
特
定
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
(
実
質
的
に
)
た
と
え
ば
ラ
ン
ト
法
二
・
六
六
・
一

〔(
l

)

〕、

(hm)
・
(
-
W
)

が
「
古
来
の
平
和
L

を
、
三
・
七
・
一
ニ
(

H

U

)

が
「
国
王
の
平
和
」
を
、
三
・
八

(-m)

お
よ
び
一
ニ
・
九
・
二
〔
(
W
)

・

(
・
刊
)
〕
が
「
約
定
さ
れ
る
平
和
L

を
指
す
こ
と
は
容
易
に
確
か
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
念
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
箇
所
を
除
い
て
、
ま
だ
右

に
挙
げ
て
い
な
い
箇
所
を
摘
記
す
る
と
、
ラ
ン
ト
法
一
・
五
三
・
四
、
一
・
六
三
・
て
〔
一
・
六
九
〕
、
〔
二
・
一

0
・
四
〕
、
二
・
六
九
、
二
-

七
一
・
て
二
・
七
一
・
四
、
三
・
八

(
i
)
、
三
・
三
六
・
二
、
三
・
四
五
・
一
一

(
i
)
と
(
・
日
)
、
レ

1
ン
法
六
九
・
一
二

(
i
)
と

つ
u)
、
以
上
で
あ
る
。
特
徴
的
な
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
箇
所
は
す
べ
て
「
平
和
を
破
る
」
行
為
あ
る
い
は
「
平
和
破
壊
者
」
と
関
係
し
て
い
る
。

次
註
(
詑
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
泣
)
〈
足
仏
巾
σ吋
巾
}
内
巾
吋
巾
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
7
)
を
参
照
。
因
み
に
、
門
同
巾
ロ
〈
吋
巾
門
日
巾

-uzw巾
ロ
と
い
う
(
定
型
的
)
表
現
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
五
三
・

四
、
一
・
六
三
・
て
〔
二
・
一

0
・
四
〕
、
二
・
六
九
、
二
・
七
一
・
一
、
二
・
七
一
・
四
、
三
・
七
・
三

(
1
)
E
g
H
S巳ロ
m
g
ミ
広
巾
)
、
三
・

八

(
i
)
・
(
出
)
、
三
・
九
・
二
(
・
H
)

・〔
(
W
)
〕
(
仏
巾
ロ

m
o
g〈
丘
町
ロ
ミ
丘
巾
)
、
三
・
四
五
・
一
一

(
i
)
、
レ
!
ン
法
六
九
・
二
一
(

I

)

・
(
H
H
)

に
出
て
く
る
。
前
註
(
幻
)
の
後
段
に
挙
げ
た
も
の
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
箇
所
お
よ
び
前
註

(
7
)
所
引
の
箇
所
に
含
ま
れ
て
い
な
い
の
は
ラ
ン
ト

法
三
・
四
五
・
一
一
守
口
)
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
の

g巾
(
H
E
ロ
)
は
え
丘
町
σ
B
w
m
B
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
。

(
お
)
換
言
す
れ
ば
、
ラ
ン
ト
法
二
・
六
六
・
一
か
ら
三
・
三
に
い
た
る
条
項
は
、
あ
る
特
定
の
ラ
ン
ト
平
和
令
を
下
敷
に
し
た
も
の
で
、
実
質
的
に

も
す
べ
て
、
(
多
か
れ
少
か
れ
)
寸
(
ラ
ン
ト
)
平
和
L

に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
『
ゲ
ル
マ
ン
法
』
、
一
七
五

1
一

七
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
(
た
だ
し
、
同
書
に
お
け
る
二
・
六
六
・
一
の
邦
訳
二
七
五
頁
末
)
中
、
「
さ
て
、
皇
帝
が
:
:
:
L
と
あ
る
の
は
誤
り
で
、
ー
さ

て
、
皇
帝
の
権
力
が
:
:
:
L
と
補
っ
て
お
き
た
い
)
。

(M)
「
す
べ
て
の
日
々
ま
た
あ
ら
ゆ
る
時
に
」
持
つ
べ
き
平
和
と
「
恒
常
的
な
」
(
師
同
町
内
山
内
)
な
平
和
の
異
同
が
問
題
に
な
り
う
る
が
、
一
応
、
基
本
的

に
は
同
じ
こ
と
と
考
え
て
論
を
進
め
る
。
た
だ
し
、
両
者
の
(
あ
り
う
る
)
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
犯
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
「
序
文
」
(
吋
巾
三

5
官
。
-
。
巴
)
の
末
尾
。
こ
の
件
り
に
つ
い
て
は
『
邦
訳
』
の
誤
り
を
も
含
め
て
、
「
相
続
法
の
位
置
」
、
二
・
(
二
、
六

O

論
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ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

頁
、
お
よ
び
、
註
(
日
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
加
)
ラ
ン
ト
法
三
・
七
・
三
(
日
)

0

こ
の
件
り
は
、
文
言
上
、
「
国
王
の
平
和
L

に
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
す
ぐ
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
寸
国

王
の
平
和
L

は
二
・
六
六
・
一
の
「
古
来
の
平
和
」
と
同
一
の
も
の
と
解
さ
れ
る
。

(
幻
)
な
お
、
二
・
六
六
・
一
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
・
対
象
・
場
所
の
中
に
は
、
す
で
に
(
特
に
カ
l
ロ
リ
ン
グ
朝
の
)
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
「
国
王

の
(
特
別
な
)
保
護
」
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
が
少
な
く
な
い
が
、
本
稿
で
は
そ
う
し
た
事
実
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
歴
史
的
脈
絡
や
(
フ
ラ
ン

ク
時
代
と
中
世
の
「
平
和
L

の
聞
の
)
異
同
の
問
題
に
は
一
切
立
ち
入
ら
な
い
。
念
の
た
め
に
一
言
す
れ
ば
、
本
文
で
指
摘
し
た
の
も
、
「
古
来
の
平

和
L
が
事
実
ど
れ
だ
け
1

古
い

L
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
グ
ル
の
著
者
が
そ
れ
を
ど
れ
だ
け
「
古
い

L
も
の
と
考
え

て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
羽
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一
三
・
四
。
因
み
に
「
車
裂
き
」
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
見
ら
れ
る
刑
罰
の
中
で
最
も
重
い
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
の

「
強
奪
L

(

「
人
を
強
奪
し
た
者
」
)
は
(
い
ち
だ
ん
軽
い
)
「
斬
首
刑
」
に
処
せ
ら
れ
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
二
一
了
五
)
。
し
た
が
っ
て
、
鋤
や
水
車

(
場
)
、
教
会
堂
、
墓
地
(
で
)
の
強
奪
に
対
す
る
制
裁
が
「
車
裂
き
L

に
加
重
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
平
和
の
効
果
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ

〉つ。

(
却
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一
三
・
五
。
な
お
、
こ
の
条
項
中
に
、
こ
の
「
婦
人
ま
た
は
娘
を
強
姦
し
た
者
」
の
直
後
に
、
「
平
和
破
壊
者
」
が
登
場
し
て
く

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
(
本
節
の
末
尾
で
)
改
め
て
後
述
す
る
が
、
と
の
「
平
和
破
壊
者
し
が
二
・
六
六
・
一
の
「
古
来
の
平
和
を
破
っ
た
者
二

般
)
L
lー
し
た
が
っ
て
ま
た
、
「
(
各
種
の
)
平
和
を
破
っ
た
者
(
一
般
)
L
lー
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
前
註
(
却
)
を
御
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
明

ら
か
で
あ
ろ
う
(
「
鋤
な
ど
を
強
奪
し
た
者
し
は
、
斬
首
刑
で
は
な
く
、
「
車
裂
き
L

に
処
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
)
。

と
こ
ろ
で
、
す
ぐ
前
の
と
こ
ろ
(
お
よ
び
前
註
お
)
で
述
べ
た
二
・
一
三
・
四
と
比
較
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
同
じ
「
古
来
の
平
和
」
の
保
護
の
下
に
あ
る
「
鋤
(
な
ど
)
」
を
強
奪
し
た
だ
け
で
「
車
裂
き
」
に
処
せ
ら
れ
る
の
に
、
「
娘
お
よ
び
婦
人
L

に
対
す
る
強
姦
は
な
ぜ
斬
首
刑
で
す
む
の
か
、
と
。

こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
註
(
却
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
強
姦
(
一
般
ご
は
斬
首
刑
な

の
に
、
特
に
平
和
を
保
護
さ
れ
た

(
H
1
古
来
の
平
和
」
の
対
象
と
さ
れ
た
)
寸
鋤
(
な
ど
)
の
強
奪
L

は
「
車
裂
き
」
に
な
る
。
同
じ
よ
う
に
、
寸
人

こ
般
)
」
を
寸
殺
す
」
(
凹
]
田
口

H
R
F
g
m
m口、

2
R
E血肉巾
p
g
g
n
E出
m
g
lー
な
お
、
中
世
に
お
け
る
吋
ロ
宮
口
闘
に
つ
い
て
は
、
河
・
出
回
印
、
口
出
凹

ω門
司
白
骨
巾
円
宮
内
同
巾
印
円
四
巾

5
R
F
E
Z
-
3巾
E
R
E
-
N・、同冊目
-wEω
日

wω
・
目
白
・
を
参
照
さ
れ
た
い
)
と
斬
首
刑
だ
が
(
二
・
一
一
一
了
五
)
、
特
に
平
和
を
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説

保
護
さ
れ
て
い
る
「
娘
お
よ
び
婦
人
」
(
な
ら
び
に
、
後
述
す
る
聖
職
者
や
ユ
ダ
ヤ
人
)
を
殺
し
た
者
は

E
C
E巾
月
(
に
含
ま
れ
る
も
の
)
と
し
て
寸
車

裂
き
」
に
な
る
と
推
定
さ
れ
る
(
二
・
一
三
・
四
|
!
な
お
、
中
世
に
お
け
る
冨
o
E
に
つ
い
て
は
、
国
-
国
・

0
・
ω・
8
同
時
・
を
参
照
)
。
し
た
が
っ
て
、

婦
女
に
対
す
る
「
強
姦
」
が
斬
首
刑
で
す
む
の
は
、
(
婦
女
に
対
す
る
平
和
の
保
護
が
軽
視
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
)
単
に
そ
れ
が
「
(
婦
女
)
殺
害
」
よ

り
も
軽
い
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
(
な
お
、
強
姦
に
つ
い
て
は
改
め
て
後
述
す
る
機
会
が
あ
る
)
。

以
上
の
こ
と
は
、
(
こ
の
)
平
和
が
破
ら
れ
た
場
合
、
常
に
一
様
に
制
裁
(
た
と
え
ば
新
首
刑
)
が
科
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
平
和
破
壊
の
具
体

的
態
様
に
応
じ
て
そ
れ
に
対
す
る
制
裁
が
異
な
り
え
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

(
却
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
三
・
一
。
因
み
に
、
二
・
六
六
・
一
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
人
物
・
対
象
・
場
所
の
平
和
を
破
っ
た
場
合
の
こ
と
が
文
言
上
直

接
に
出
て
く
る
の
は
、
以
上
の
ほ
か
に
は
、
本
節
・
(
二
)
で
す
ぐ
に
後
述
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
寸
ユ
ダ
ヤ
人
」
に
対
し
て
殺
人
な
ど
の
犯
罪
を

犯
し
た
場
合
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
前
註
(
却
)
で
述
べ
た
婦
女
(
な
ど
)
の
殺
害
が
「
謀
殺
」
に
含
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
推
定
を

支
持
す
る
方
向
に
働
く
で
あ
ろ
う
。

(
況
)
ラ
ン
ト
法
三
・
二
。
こ
の
条
項
の
大
意
が
、
聖
職
者
や
ユ
ダ
ヤ
人
に
「
国
王
の
平
和
」
の
保
護
が
及
ぶ
の
は
、
彼
等
が
武
装
を
し
て
い
な
い
限

り
に
す
ぎ
す
、
そ
れ
は
彼
等
が
(
ほ
ん
ら
い
)
武
装
を
許
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
論
旨
を
正
確
に
把
握
す
る
に
は
、

m
m
t
5
1
巳
ロ
ロ
と

σ
2
2
8
の
語
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

ま
ず
、
ぬ
巾
岩
田
再
己
ロ
ロ
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
行
為
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
(
な
お
以
下
は
、
前
稿
「
同
一
m
g唱
者
巾
吋
巾
」
、
註
(
日
)
で
、

m
g
z
-
F
E
R
m
g
g
z
の
用
語
法
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
補
足
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
を
も
併
せ
て
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
)
。
こ
こ

で
は
、
(
武
器
を
帯
び
て
い
る
)
聖
職
者
や
ユ
ダ
ヤ
人
と
(
普
通
の
)
俗
人
と
が
同
じ
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
(
普
通
の
)
俗
人
に
対
し
て
こ
の

行
為
が
犯
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
に
対
す
る
制
裁
は

σ
2
2
2
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、

m
g
S】
門
己
ロ
ロ
と
い
う
の

は
こ
般
の
人
間
に
つ
い
て

)
σ
2
R巾
ロ
な
る
法
的
帰
結
を
伴
う
(
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
法
的
帰
結
を
し
か
伴
わ
な
い
)
行
為
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、

σ
a
m
Eロ
と
は
具
体
的
に
何
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
「
償
う
L

の
で
あ
ろ
う
か
。

σ巳
R
g
の
語
は
、
(
従
来
の
経
験
で
は
必
ず
し

も
完
全
を
期
し
難
い
が
、
と
り
あ
え
ず
)
吋
巾
江
戸

2
0
E
R
己
q
当
。
ユ
沙
門
5
8・
ω・
5ω

に
拠
れ
ば
、
(
こ
の
三
・
二
を
も
含
め
て
)
「
ラ
ン
ト
法
」

の
部
の
一
四
〔
二
二
〕
箇
所
、
「
レ

1
ン
法
」
の
部
の
一
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
厄
介
な
こ
と
に
、
そ
れ
ら
の
う
ち
(
こ
の
ラ
ン
ト
法
三
・
二
を

も
含
め
て
)
「
平
和
」
に
(
直
接
に
)
関
係
す
る
こ
〔
三
〕
箇
所
さ
て
こ
の
ほ
か
、
〔
二
了
九
・
二
〕
と
三
・
三
六
・
二
に
お
い
て
は
、

σ巾
同
巾
吋
巾
ロ
が
具

体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
、
少
な
く
と
も
関
係
条
文
の
明
示
の
文
言
か
ら
は
特
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
い
て
は
本
稿
で
そ

論
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ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1 ) 

の
つ
ど
考
察
す
る
こ
と
に
し
、
残
り
の
一
二
〔
二

O
〕
箇
所
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
。

ま
ず
、
「
償
う
」
も
の
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
、
最
も
多
い
の
は
(
相
手
方
に
与
え
た
損
害
(
額
)
に
応
じ
た
)
「
損
害
賠
償
」
(
の
支
払
)
と
解
さ

れ
る
も
の
で
六
〔
九
〕
笥
所
(
ラ
ン
ト
法
〔
二
・
一

0
・
五
〕
(
た
だ
し
、
「
債
務
L

の
支
払
を
も
含
み
う
る
)
、
〔
一
了
三
四
・
二
、
二
・
四

0
・
一
、
つ
一
・

四
0
・
四
〕
、
二
・
四
七
・
三
、
二
・
四
九
・
三
、
二
・
五
七
、
二
・
六
五
・
一
、
三
・
二
二
・
一
)
、
次
い
で
」
罰
金
」
も
し
く
は
寸
罰
金
お
よ
び
蹟
罪
金
し

の
支
払
と
解
さ
れ
る
も
の
が
五
〔
八
〕
箇
所
(
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
六
八
・
二
〕
、
二
・
二
七
・
四
、
〔
一
了
七
二
・
三
〕
、
=
了
九
・
一
、
三
・
九
・
二
、
三
・

二
0
・
一
、
〔
三
・
八
六
・
一
一
〕
、
レ
ー
ン
法
六
九
・
二
)
。
以
上
を
合
計
す
る
と
一
一
〔
一
七
〕
箇
所
に
及
び
、
こ
れ
ら
の
用
例
が
圧
倒
的
大
多
数
を

占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
念
の
た
め
さ
ら
に
、

σ
2
q
g
の
原
因
と
な
っ
た
事
案
を
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
語
が
例
外
な
く
寸
(
生
命
と
手
に

及
ぶ
)
犯
罪
」
以
外
の
事
案
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
容
易
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

残
り
の
こ
つ
こ
〕
箇
所
は
こ
の
点
で
例
外
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
〔
一
乙
箇
所
(
ラ
ン
ト
法
ニ
・
一
六
・
五
お
よ
び
(
そ
れ
へ
の
補
遺
で

あ
る
)
〔
二
・
一
六
・
七
〕
)
は
、
い
ず
れ
も
誰
か
の
身
体
の
一
部
を
不
具
に
し
て
そ
れ
を
「
償
う
」
ケ

l
ス
に
か
か
わ
り
、
身
体
の
各
部
分
に
つ
い

て
支
払
わ
れ
る
べ
き
額
が
(
口
、
鼻
、
眼
、
舌
、
耳
、
男
根
、
手
、
足
に
つ
い
て
は
)
「
人
命
金
の
半
分
し
ま
た
は
(
手
と
足
の
指
に
つ
い
て
は
)
「
そ
の

十
分
の
ご
と
さ
れ
て
い
る
。
寸
他
の
者
を
不
具
に
す
る
」
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
刑
罰
は
(
ほ
ん
ら
い
)
「
手
の
切
断
」
の
は
ず
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法

一
一
・
一
六
・
二
)
か
ら
、
こ
れ
が
傷
害
罪
に
つ
い
て
の
基
本
原
別
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
額
は
い
わ
ゆ
る
「
換
刑
賎
罪
金
」
と
解
す
る
の
が

妥
当
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
額
が
場
合
に
よ
っ
て
(
人
命
金
の
半
分
ま
た
は
十
分
の
一
と
)
異
な
る
の
は

い
さ
さ
か
気
に
な
る
。
つ
ま
り
、
(
こ
の
場
合
、
手
を
請
戻
す
た
め
の
「
換
言
煩
罪
金
L

は
、
生
命
を
請
一
戻
す
た
め
の
そ
れ
が
「
人
命
金
L

で
あ
る
の
と
同
じ

く
、
「
人
命
金
の
半
分
」
の
は
ず
|
|
た
と
え
ば
ラ
ン
ト
法
二
・
一
五
・
一
を
参
照
|
|
、
と
い
う
前
提
で
考
え
る
と
)
右
の
金
額
は
む
し
ろ
寸
(
高
め
ら
れ
た
)

購
罪
金
」
と
い
う
性
格
を
色
濃
く
も
っ
て
い
る
こ
と
(
因
み
に
、
参
審
自
由
人
(
以
上
の
身
分
)
に
つ
い
て
は
、
「
人
命
金
」
は
一
八
ポ
ン
ド
H
三
六

0
シ

リ
ン
グ
、
そ
の
半
分
は
し
た
が
っ
て
一
八

0
シ
リ
ン
グ
、
十
分
の
一
は
三
六
シ
リ
ン
グ
、
「
贈
罪
金
」
は
こ
般
に
は
)
三

0
シ
リ
ン
グ
で
あ
る
)
、
さ
ら
に
、

も
し
か
す
る
と
右
の
金
額
は
、
常
に
「
換
刑
煩
罪
金
」
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
(
特
に
「
過
失
」
の
場
合
な
ど
に
|
|
過
失
(
特
に
過
失
に
よ
っ
て
人
を

殺
し
た
場
合
)
に
つ
い
て
は
ラ
ン
ト
法
二
・
三
八
を
参
照
、
そ
こ
に
は
過
失
に
よ
っ
て
人
を
傷
つ
け
た
場
合
は
出
て
こ
な
い
)
寸
示
談
」
で
事
を
解
決
す
る
場

合
の
「
蹟
罪
金
L

と
し
て
(
も
)
機
能
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
最
後
に
残
っ
た
一
箇
所
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
二
了
一

H

「
こ
れ

(
H
世
俗
の
罰
金
、
す
な
わ

ち
六

0
シ
リ
ン
グ
を
教
会
に
与
え
る
こ
と
)
に
よ
り
、
生
命
を
も
っ
て
神
に
償
う
こ
と
を
望
ま
ぬ
者
す
べ
て
を
強
制
し
て
、
い
や
で
も
彼
等
を
財
産
を
も
っ
て

そ
う
〔
リ
神
に
服
従
〕
さ
せ
る

(
H
償
わ
せ
る
)
た
め
で
あ
る
)
で
は
、
文
言
上

σ
2
2巾
ロ
す
る
こ
と
の
内
容
は
「
生
命
(
を
も
っ
て
)
し
と
な
っ
て
い

北法40(5-6・1.483)1625 



説

る
が
、
こ
れ
は
否
定
態
の
文
章
の
中
に
出
て
く
る
に
す
ぎ
ず
、
ポ
ジ
一
ア
イ
ヴ
(
あ
る
い
は
、
ザ
ツ
ハ
リ
ヒ
)
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
も
そ
れ
は
「
罰
金
」

の
支
払
を
意
味
し
て
い
る
(
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
も
と
も
と
、
右
の
「
罰
金
」
な
い
し
「
罰
金
お
よ
び
煩
罪
金
」
の
支
払
に
加
え
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な

い
ケ

1
ス
で
あ
る
)
。

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、

σ
2
q
g
の
語
は
(
少
な
く
と
も
)
そ
の
圧
倒
的
大
多
数
が
、
「
(
生
命
と
手
に
及
ぶ
)
犯
罪
」
以
外
の
ケ

l
ス
に
お
い

て
、
「
損
害
賠
償
(
金
)
」
も
し
く
は
「
罰
金
」
(
お
よ
び
「
頬
罪
金
」
)
を
支
払
う
、
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
(
た
か
だ
か
)
例
外
的
に
、

他
人
の
身
体
の
一
部
を
不
具
に
す
る
「
傷
害
」
に
つ
い
て
、
「
換
刑
購
罪
金
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
ば
、
再
び
三
・
二
の
ケ

l
ス
に
戻
り
、
他
人
に
「
暴
力
を
加
え
て
L

、
し
か
も
右
に
緩
々
論
じ
て
き
た
よ
う
な
意
味
で
「
償
う
」
こ
と

で
足
り
る
ケ

1
ス
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
最
も
適
合
す
る
の
は
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
適
合
す
る
唯
一
の
ケ
l
ス
は
)
、
ラ
ン
ト
法
三
・
三
七

.
一
(
お
よ
び
二
・
一
六
・
八
ー
ー
な
お
、
〔
一
・
六
八
・
二
〕
を
も
参
照
)
の
「
他
の
者
を
傷
な
し
に
(
二
・
一
六
・
八
と
〔
一
・
六
八
・
二
〕
で
は
、
「
肉

(
に
達
す
る
)
傷
な
し
に
」
と
な
っ
て
い
る
)
打
ち

(
H
殴
打
し
)
ま
た
は
引
き
掴
む
」
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
犯
人
が
「
叫
び
声
を
も
っ
て
(
日

現
行
犯
に
お
い
て
)
捕
え
ら
れ
で
も
、
そ
れ
は
彼
の
首
に
も
彼
の
健
康

(
H
切
断
刑
)
に
も
及
ば
ず
」
、
「
罰
金
L

お
よ
び
「
煩
罪
金
」
(
ニ
・
一
六
・
八

は
文
言
上
単
に
「
煩
罪
金
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
蹟
罪
金
」
に
は
必
ず
「
罰
金
」
が
伴
う
|
|
一
・
五
三
・
一
を
参
照
)
を
支
払
え
ば
足
り
る
(
〔
了
六
八
・

一
一
〕
は
同
じ
こ
と
を
「
法
(
の
定
め
る
額
)
に
従
っ
て
償
う
」
と
言
う
)
、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
文
中
の
三
・
二
の
訳
文
に
お
い
て
、

「
暴
力
(
あ
る
い
は
、
暴
行
)
を
加
え
る
L

と
補
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

な
お
、
念
の
た
め
に
一
一
雷
同
す
る
と
、
こ
う
し
た
「
暴
行
」
が
特
別
な
寸
平
和
」
の
保
護
が
及
ん
で
い
る
人
物
(
一
一
了
こ
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
武
器

を
帯
び
て
い
な
い
(
ま
た
、
剃
髪
も
し
て
い
る
)
聖
職
者
や
ユ
ダ
ヤ
人
)
に
加
え
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
(
実
体
的
な
)
制
裁
(
な
い
し
、
刑
罰
)

が
加
重
さ
れ
た
か
否
か
、
に
つ
い
て
知
る
た
め
に
直
接
の

(
H
明
文
上
の
)
手
が
か
り
は
存
在
し
な
い
(
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
臼
)
と
(
似
)

で
ラ
ン
ト
法
=
了
三
六
・
一
と
三
・
三
六
・
二
に
つ
い
て
、
お
よ
び
、
後
註
(
山
)
で
ラ
ン
ト
法
一
・
五
三
・
四
と
レ

i
ン
法
六
九
・
一
二
に
つ
い
て
述
べ
る
こ

と
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
詑
)
(
聖
職
者
や
ユ
ダ
ヤ
人
と
ち
が
い
)
「
娘
お
よ
び
婦
人
」
が
自
ら
武
器
を
帯
び
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
が
、
彼
女
た
ち
の
従
者
が
武
装
し
て
い
る
こ
と

は
あ
り
う
る
し
、
そ
の
場
合
、
彼
女
た
ち
は
こ
の
平
和
の
保
護
に
与
ら
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
拙
稿
「
神
の

平
和
」
、
「
歴
史
教
育
」
二
の
八
、
一
九
五
四
年
、
二
、
七
二
頁
上
段
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
こ
の
点
で
も
、
「
娘
お
よ
び
婦
人
L

は
「
聖
職
者
お
よ
び
ユ
ダ

論
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ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

ヤ
人
」
と
同
列
に
立
っ
て
い
た
、
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

(
お
)
さ
ら
に
、
こ
の
寸
国
王
の
日
々
の
平
和
」
に
与
る
「
聖
職
者
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
人
L

は
、
本
節
・
(
二
)
で
前
述
し
た
ラ
ン
ト
法
二
・
六
六
・
一
で

は
、
(
「
娘
お
よ
び
婦
人
L

と
と
も
に
)
寸
す
べ
て
の
日
々
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
時
に
L

平
和
を
享
受
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
文
で
述

べ
た
推
定

(
H
娘
お
よ
び
婦
人
も
こ
の
寸
国
主
の
平
和
」
の
保
護
下
に
あ
る
)
を
補
強
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
反
面
、
二
・
六
六
・
一
の
寸
す

べ
て
の
日
々
ま
た
あ
ら
ゆ
る
時
に
」
享
受
す
べ
き
平
和
と
「
恒
常
的
な
」
平
和
と
が
果
た
し
て
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
か
、
と
い
う
疑
問
(
前
註

(
M
)

を
参
照
)
を
改
め
て
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
け
だ
し
、
前
者
に
与
る
の
は
す
べ
て
人
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
(
ま
さ
に
人
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
寸
す
べ
て
の
日
々
ま
た
あ
ら
ゆ
る
時
に
」
と
い
う
強
い
表
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
実
質
的
に
は
、
そ
れ
ら
の
者
が
武
器
を
帯
び
て
い
な
い
限
り
、
と
い

う
限
定
が
付
さ
れ
て
い
る
(
前
註
(
犯
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
の
に
対
し
て
、
後
者
は
す
べ
て
物
な
い
し
場
所
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ

い
て
は
(
こ
う
し
た
限
定
が
付
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
)
常
時
平
和
が
成
立
す
る
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
私
に
は
、
こ
う
し
た
文
言
上
の
相
違
を
強
調
す
る
よ
り
は
、
二
・
六
六
・
一
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
・
対
象
・
場
所
に
つ
い
て
平
和

が
破
ら
れ
た
場
合
の
制
裁
(
お
よ
び
そ
の
科
し
方
)
を
具
体
的
に
考
え
て
み
る
こ
と
の
方
が
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
も
す
で
に
、
「
車
裂
き
」
の
刑
が
第
一
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
人
物
に
対
す
る
「
殺
人
L

(

玄
o
E
H
「
謀
殺
」
に
含
ま
れ
る
)

だ
け
で
な
く
、
第
二
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
物
の
(
あ
る
い
は
、
場
所
に
お
け
る
)
「
強
奪
L

に
も
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お

い
た
(
前
註
(
お
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
、
お
よ
び
、
前
註
(
m
U
)

を
参
照
)
。
少
な
く
と
も
こ
の
限
り
で
は
、
「
古
来
の
平
和
」
は
第
二
の
グ
ル
ー

プ
に
つ
い
て
も
(
第
一
の
グ
ル
ー
プ
と
)
同
じ
加
重
効
果
を
有
し
て
お
り
、
「
古
来
の
平
和
L

H
「
国
王
の
平
和
」
と
い
う
推
定
を
補
強
し
て
く
れ
る

の
で
あ
る
。

(
担
)
ラ
ン
ト
法
三
・
七
・
三
。
因
み
に
こ
の
箇
所
の
直
後
に
、
す
で
に
前
註
(
却
)
に
対
応
す
る
本
文
で
引
用
し
た
箇
所
が
つ
づ
い
て
い
る
。
な
お
、

印
]
白
ロ
の
語
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
却
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
ラ
ン
ト
法
三
・
七
・
ニ
。
因
み
に
、
前
註
(
却
)
で
も
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
寸
人
(
一
般
)
」
を
「
殺
す
」
と
斬
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ

る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
一
一
一
了
五
)
。

(
訪
)
す
で
に
前
註
(
却
)
に
お
い
て
、
「
娘
お
よ
び
婦
人
」
を
殺
す
と
(
「
謀
殺
者
」
と
し
て
)
「
車
裂
き
」
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
推
定
を
述
べ
て

お
い
た
が
、
こ
の
条
項
に
よ
っ
て
さ
ら
に
、
同
じ
推
定
が
「
ユ
ダ
ヤ
人
L

(

さ
ら
に
、
前
述
の
ラ
ン
ト
法
三
・
二
に
よ
っ
て
、
「
聖
職
者
L

)

に
も
及
ぶ
、

と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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説

し
か
し
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
(
お
よ
び
、
聖
職
者
や
婦
女
)
に
対
し
て
「
殺
人
」
以
外
の
「
犯
罪
」
が
犯
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
制
裁
は
具

体
的
に
ど
の
よ
う
に
加
重
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
|
|
こ
の
間
に
答
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
「
犯
罪
L

(

己
ロ
官
ユ
円
yg)
と
い
う
言
葉
は
(
少
な
く
と

も
そ
れ
だ
け
で
は
)
手
が
か
り
に
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
語
は
必
ず
し
も
暴
力
を
伴
わ
な
い
(
犯
罪
)
行
為
|
|
た
と
え
ば
、
「
窃
盗
」

iー

に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
(
ラ
ン
ト
法
二
・
一
三
・
こ
、
こ
と
で
問
題
な
の
は
、
(
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
)
こ
の
コ
国
王
の
)
平
和
を
破
る
」

と
い
う
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い
(
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
言
え
ば
、
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
暴
力
を
伴
う
、
そ
の
点
で
「
殺
人
」
と
共
通
す
る
)
「
犯
罪
」
だ
け
か
も

知
れ
な
い
、
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
点
は
後
廻
し
に
し
て
、
ま
ず
。
〈
町
門
官
・
『
片
伊
丹
巾
ロ
(
本
文
で
は
、
画
一
的
に
、

「
(
誰
か
)
に
対
し
て
裁
き
を
下
す
」
と
訳
し
て
お
い
た
)
と
い
う
表
現
の
用
法
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
。

こ
の
表
現
は
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
一
六
〔
一
一
一
〕
箇
所
に
出
て
く
る
が
、
こ
の
う
ち
(
実
体
的
)
制
裁
の
具
体
的
内
容
が
(
文
言
上
直
ち
に
は
)

明
ら
か
で
な
い
五
〔
七
〕
箇
所
(
一
了
一
四
・
一

l
l
後
述
、
〔
一
了
一
八
・
一
の
二
箇
所
〕
(
た
だ
し
、
「
財
産
」
な
い
し
「
所
領
」
の
帰
属
を
め
ぐ
る
い
わ

ば
「
民
事
事
件
」
を
扱
っ
た
二
・
一
八
・
二
と
対
比
さ
れ
て
お
り
、
「
(
何
ら
か
の
)
刑
罰
を
下
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
)
、
(
こ
こ
で
問
題
に

し
て
い
る
)
三
・
七
・
二
と
コ
了
七
・
三
、
三
・
八
|
|
註
(
花
)
と

(ω)で
後
述
、
三
・
三
六
・
二

1

1
註
(
似
)
で
後
述
)
を
除
き
、
一
箇
所
(
一
子
五
五
・

一
一
)
は
寸
(
誰
か
を
)
処
刑

(
H
死
刑
を
執
行
)
す
る
L

、
七
〔
八
〕
箇
所
(
一
・
六
三
・
四
|
|
註
(
m
m
)

・
(
山
)
に
対
応
す
る
本
文
で
後
述
、
二
-
一

0
・

一
|
|
註
(
削
)
で
後
述
、
二
・
一
三
・
六
、
二
・
二
五
・
一
、
二
・
七
一
・
一
一
|
|
註
(
M
m
)

で
後
述
、
二
・
七
一
・
五
|
|
註

(m)
・
(
印
)
で
後
述
、
三
-

七
・
四
、
〔
一
一
了
九
・
二
〕
|
|
註
(
位
)
・
(
制
)
で
後
述
)
は
(
少
な
く
と
も
時
に
、
右
の
意
味
で
の
「
処
刑
す
る
」
と
い
う
含
意
を
も
ち
つ
つ
)
「
(
誰
か
に
対

し
て
)
死
刑
の
判
決
を
下
す
」
、
三
(
四
〕
箇
所
(
〔
一
・
六
九
〕
註
(
問
)
で
後
述
、
三
・
二
二
二
箇
所
)
、
す
ぐ
に
後
述
す
る
三
・
四
五
・
二
|
註

(
川
)
・
(
凶
)
・

(m)で
後
述
)
に
お
い
て
は
(
主
に
寸
死
刑
の
判
決
を
下
す
」
と
い
う
意
味
の
場
合
を
も
含
め
て
「
死
刑
あ
る
い
は
(
手
の
)
切
断
刑
の
判

決
を
下
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
以
上
二
ハ
(
二

O
〕
箇
所
は
い
ず
れ
も
死
刑
あ
る
い
は
(
少
な
く
と
も
)
(
手
の
)
切
断
刑
に
関
係
し
て
い

る
。
そ
の
点
で
例
外
を
な
し
て
い
る
の
は
、
僅
か
に
後
代
の
補
遺
に
か
か
る
〔
一
〕
箇
所
(
〔
二
・
一

0
・
五
〕
)
に
す
ぎ
な
い
。

こ
こ
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ラ
ン
ト
法
三
・
一
ニ
が
「
人
は
、
生
き
て
い
る
子
を
宿
し
て
い
る
い
か
な
る
婦
人
に
対
し
て
も
、
皮
膚
や
頭
髪

へ
(
日
皮
髪
刑
)
よ
り
も
重
く
、
裁
き
を
下
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
。

4
R
吉
・
ユ
門
町
お
ロ
と
い
う
表

現
が
寸
生
命

(
H
死
刑
)
ま
た
は
手
(
の
切
断
刑
)
」
に
か
か
わ
る
、
と
い
う
こ
と
が
き
わ
め
て
明
確
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
・
三
が
否

定
態
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
表
現
が
「
皮
髪
刑
」
に
も
か
か
わ
る
の
か
ど
う
か
(
換
言
す
れ
ば
、
「
皮
髪
刑
」
は
こ
の
表
現
に
含
ま
れ
る
刑
罰
の

下
限
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
に
含
ま
れ
な
い
刑
罰
の
上
限
な
の
か
)
、
に
つ
い
て
、
文
言
に
よ
っ
て
判
断
す
る
決
め
手
は
な
い
。

論
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と
こ
ろ
で
こ
の
点
は
、
実
質
的
に
は
、
こ
の
「
皮
髪
刑
」
の
対
象
と
な
る
行
為
(
H
「
(
軽
)
窃
盗
」
、
ラ
ン
ト
法
二
・
二
子
て
な
空
了
二
八
・
三

を
も
参
照
。
「
不
正
な
度
量
衡
と
詐
偽
的
な
売
買
」
、
二
・
一
三
・
二
)
が
「
平
和
破
壊
L

に
含
ま
れ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
く

る
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
私
は
次
の
理
由
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
「
窃
盗
」
の
「
現
行
犯
」
は
寸
平
和
破
壊
L

と
考
え
ら
れ
て
い
た
、
と
解
し

た
い
。
第
一
に
、
窃
盗
こ
般
)
は
(
「
絞
首
刑
」
で
あ
っ
て
も
)
「
死
刑
L

(

な
い
し
「
生
命
刑
」
)
が
原
則
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
軽
窃
盗
L

(

リ
村
内

で
日
中
に
三
シ
リ
ン
グ
の
価
値
以
下
の
、
ま
た
は
、
日
中
に
刈
ら
れ
た
草
や
伐
ら
れ
た
木
の
窃
盗
が
起
こ
っ
た
場
合
)
は
例
外
的
に
そ
の
日
の
う
ち
で
あ
れ

ば
パ
ウ
ア

l
マ
イ
ス
タ
ー
が
裁
い
て
も
よ
い
、
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
(
こ
の
「
そ
の
日
の
う
ち
に
L

と
い
う
表
現
は
や
や
紛
ら

わ
し
い
が
)
窃
盗
(
お
よ
び
強
盗
)
の
寸
現
行
犯
」
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
突
然
の
行
為
(
な
い
し
、
犯
行
)
を
裁
く
た
め
に
、
人
は
少
な
く
と
も
三
つ

の
村
か
ら
、
一
人
の
ゴ

l
グ
ラ

l
フ
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五
五
・
二
)
と
(
し
て
、
パ
ウ
ア

l
マ
イ
ス
タ
ー
が
裁
き
う
る
軽
窃
盗
と

区
別
)
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
寸
正
当
防
衛
L

と
解
さ
れ
る
条
項
(
ラ
ン
ト
法
一
・
六
四
)
に
(
強
奪
の
み
な
ら
ず
)
窃
盗
も
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
(
後
註
(
臼
)
を
参
照
)
。
第
四
に
、
寸
平
和
破
壊
者
」
の
中
に
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
窃
盗
の
犯
人
が
含
ま
れ
る
、
と
解
さ
れ
る
条
項
(
ラ
ン
ト
法

一
一
了
三
六
・
二
)
が
あ
る
こ
と
(
同
じ
く
後
註
(
刷
)
を
参
照
)
。

こ
こ
で
再
び
当
面
問
題
の
三
・
七
・
三
に
戻
る
と
、
以
上
の
。
〈
R
吉
・
ユ
与
斥
ロ
の
用
法
の
考
察
に
よ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
「
殺
人
」

以
外
の
「
犯
罪
L

を
犯
し
た
者
に
は
(
原
剣
と
し
て
)
寸
手
ま
た
は
生
命
に
及
ぶ
」
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
た
こ
と
は
は
っ
き
り
す
る
が
、
同
じ
表
現
が

先
行
す
る
三
・
七
・
こ
に
も
出
て
く
る
の
で
、
同
一
の
「
犯
罪
」
(
た
と
え
ば
「
傷
害
L
)

を
(
一
般
の
)
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
て
犯
し
た
者
に
科
せ

ら
れ
る
刑
罰

(
H
「
手
の
切
断
」
)
と
く
ら
べ
て
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
加
重
さ
れ
て
い
る
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
「
ユ
ダ

ヤ
人
」
(
な
ど
)
に
対
す
る
「
傷
害
」
に
よ
っ
て
寸
国
王
の
平
和
」
を
破
っ
た
者
が
(
さ
ら
に
後
述
す
る
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一
三
・
五
の
「
平
和
破
壊

者」

(
H
「
斬
首
刑
」
に
処
せ
ら
れ
る
)
に
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
(
実
体
的
)
制
裁
が
加
重
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
文
言
上
、

必
ず
し
も
そ
う
断
定
で
き
な
い
し
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
平
和
の
破
壊
」
が
必
ず
し
も
(
実
体
的
)
制
裁
の
加
重
に
つ
な
が
ら
な
い
場
合
も

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
平
和
破
壊
者
」
に
対
す
る
制
裁
の
加
重
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
単
に
実
体
法
的
側

而
だ
け
で
な
く
、
彼
等
を
裁
く
手
続
(
法
)
的
側
面
を
も
併
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
幻
)
レ

l
ン
法
四
・
一
(
前
註
(
日
)
を
参
照
)
O

寸
平
和
」
は
(
基
本
的
に
は
)
ラ
ン
ト
法
上
の
法
制
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
帝

国
の
平
和
L

を
通
じ
て
、
こ
こ
で
も
ラ
ン
ト
法
が
レ

l
ン
法
(
な
い
し
、
そ
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
召
集
さ
れ
た
帝
国
の
軍
隊
)
を
支
持
・
補
強
す
る
役

割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
ラ
ン
ト
法
と
レ
!
ン
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
ラ
ン
ト

北法40(5-6・1.487)1629 



説

法
と
レ
ー
ン
法
L

(

二
)
で
詳
論
す
る
予
定
で
あ
る
。

(

お

)

印

g
n
Z
H
ω
n
y同
伴
(
出
。
ロ
グ

ω
唱
に
∞
ロ
・

ω

g
酌

)
(
H
(
槍
な
ど
の
)
柄
、
転
じ
て
槍
そ
の
も
の
を
も
意
味
す
る

l
l
F回
以
何
回
唱
冨
正
巳
y
o
n
y
骨
三
回
n
y
g

者。円円巾司
E
n
y
u
閃
仏
戸

ω
S
S
O
R
R
Y
H
E看
守
全
体
を
、
ホ

1
マ
イ
ヤ

1

2
・
由
。
)
は
「
軍
役
(
義
務
)
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
期
間
」
、
エ
ツ

ク
ハ
ル
ト

3
2門
戸

ω・
お
∞
)
は
(
字
義
通
り
)
「
槍
の

(
H
槍
を
も
っ
て
行
な
う
)
勤
務
の
休
止
」
、
ヒ
ル
シ
ュ
は
(
巨
・
戸

ω・
5u-
〉
ロ
ヨ
・
∞
で

は
「
槍
の
勤
務
の
休
止
」
と
し
な
が
ら
、
戸

ωHCω
の
本
文
で
は
)
「
武
器
の
休
止
(
巧
丘
町
巾
R
Z
F
巾H
H

休
戦
)
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
レ
ー
ン
法

四
・
一
の
す
ぐ
後
に
つ
づ
く
箇
所
で
は
、
主
君
が
「
帝
国
勤
務
L

(

こ
の
場
合
、
「
帝
国
の
出
陣
L

の
意
)
を
命
ず
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
家
臣
を
「
レ
ー

ン
法
廷
へ
召
喚
す
る
」
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
字
義
通
り
「
槍
の
勤
務
の
休
止
」
と
解
し
た
方
が
良
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
次
註
(
却
)

お
よ
び
後
註
(
位
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
却
)
私
は
か
ね
て
、
こ
の
条
項
を
解
釈
す
る
上
で
最
大
の
問
題
は
む
し
ろ
次
の
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
ラ
ン
ト
法
三
・
六
回

-
一
に
お
い
て
も
、
(
宮
廷
へ
の
出
仕
と
並
列
し
た
上
で
)
「
帝
国
勤
務
」
に
つ
い
て
(
基
本
的
に
は
)
同
じ
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
こ
で

は
、
「
帝
国
勤
務
L

を
命
ず
る
の
は
寸
国
王
」
、
そ
れ
を
命
ぜ
ら
れ
る
の
は
「
諸
侯
」
と
特
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
レ

1
ン
法
四
・
一

で
は
、
同
じ
「
帝
国
勤
務
」
を
命
ず
る
者
は
「
(
彼
の
)
主
君
」
、
命
ぜ
ら
れ
る
者
は
「
家
臣
L

と
い
う
よ
う
に
、
一
般
的
な
形
で
書
か
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
相
違
は
(
「
ラ
ン
ト
法
」
の
方
で
は
、
国
王
が
そ
の
直
直
で
あ
る
諸
侯
に
「
帝
国
勤
務
L

を
命
ず
る
場
合
だ
け
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
に
対

し
て
)
、
「
レ

l
ン
法
」
の
方
で
は
、
そ
の
命
令
が
レ

l
ン
(
制
)
の
階
梯
を
順
に
辿
り
な
が
ら
も
っ
と
下
ま
で
降
り
て
い
く
場
合
を
(
も
含
め
て
)

考
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
一
応
は
説
明
が
つ
く
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
と
(
国
王
自
身
が
「
帝
国
勤
務
」
の
前
後
六
週
間
の
あ
い
だ

に
重
ね
て
「
帝
国
勤
務
L

を
命
ず
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
て
そ
の
条
項
の
末
尾
、
「
彼
の
主
君
ご
般
)
が
帝
国
勤
務
を
命
ず
る
」
と
い
う
件
り
の
理

解
が
困
難
に
な
る
。
さ
ら
に
も
っ
と
重
要
な
こ
と
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
・
「
レ

l
ン
法
」
の
部
に
は
、
家
臣
に
と
っ
て
(
参
廷
義
務
と
並

ん
で
)
最
も
重
要
な
義
務
で
あ
る
は
ず
の
主
君
に
対
す
る
軍
役
義
務
を
定
め
た
規
定
は
(
こ
の
条
項
を
除
い
て
)
存
在
し
な
い
(
し
、
こ
の
条
項
の
少

し
後
に
出
て
く
る
四
・
四
は
、
主
君
に
対
す
る
家
臣
の
参
廷
義
務
を
一
般
的
な
形
で
規
定
し
て
い
る
)
。
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
っ
て
い
る
い
と
ま
は

な
い
が
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
レ

l
ン
法
四
・
一
の
問
題
点
は
(
一
つ
に
は
、
こ
の
時
代
に
は
す
で
に
家
臣
の
軍
役
義
務
が
大
幅
に
そ
の
意
義
を
失
っ

て
い
た
、
と
い
う
外
的
状
況
の
反
映
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
と
並
ん
で
)
、
(
あ
る
主
君
が
直
接
に
そ
の
家
臣
に
命
ず
る
も
の
を
も
含
め
て
)
す

べ
て
の
軍
役
義
務
を
「
帝
国
勤
務
」
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
の
志
向
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い

う
こ
と
だ
け
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
こ
の
レ

1
ン
法
四
・
一
(
お
よ
び
四
・
四
て
な
ら
び
に
、
「
帝
国
勤
務
L

の
概
念
に
つ
い
て
は
、
と

~A、
同聞

北法40(5-6・ト488)1630



ザクセンシュピーゲルにおりる平和と法(1)

り
あ
え
ず
拙
稿
「
ラ
ン
ト
法
と
レ

l
ン
法
L

(

一
)
、
二
・
(
二
)
・

(
2
)
・
(
C
)
、
三
八
一
t
)
三
八
二
頁
(
お
よ
び
註
山
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
判
)
「
家
臣
L

と
な
っ
て
レ

l
ン
を
受
領
す
る
た
め
に
は
「
へ

l
ア
シ
ル
ト
L

(

H

レ
1
ン
法
上
の
能
力
)
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
ザ
ク
セ
ン

シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
「
へ

l
ア
シ
ル
卜
を
持
つ
者
」
と
「
騎
士
の
出
自
を
持
つ
者
」
と
は
等
置
さ
れ
て
い
る
(
た
と
え
ば
ラ
ン
ト
法
一
・
二

七
・
二
、
拙
稿
「
相
続
法
の
位
置
L

、
註
(
H
U
)

を
参
照
)
。

(
幻
)
も
ち
ろ
ん
、

J
帝
国
の
平
和
し
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
事
実
国
王
が
「
帝
国
の
出
陣
」
を
命
じ
た
場
合
に
限
つ
て
の
こ
と
の
こ
と
で
あ
り
、
国
王

以
外
の
主
君
が
家
臣
に
軍
役
を
命
じ
た
場
合
は
含
ま
れ
な
い
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
註
(
却
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
必
)
た
だ
し
、
細
か
く
言
え
ば
、
レ
ー
ン
法
四
・
一
に
よ
っ
て
わ
か
る
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
家
臣
は
、
「
帝
国
勤
務
」

(
H
「帝

国
の
出
陣
」
)
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
(
何
ら
か
の
落
度
の
ゆ
え
に
主
君
か
ら
問
責
さ
れ
て
)
「
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
へ
召
喚
」
さ
れ
る
場
合
で
さ
え
(
門
C

Z
ミ
R
F
Z
舟
唱
包
括

g
と
い
う
表
現
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ラ
ン
ト
法
と
レ

l
ン
法
」
(
二
、
二
・
(
二
・

(
2
)
・
(a)
・
@
、
=
一
七
一
頁
を
参

照
て
し
た
が
っ
て
、
判
決
発
見
人
・
証
人
と
し
て
そ
こ
へ
参
集
す
る
場
合
に
も
も
ち
ろ
ん
、
(
剣
だ
け
で
な
く
)
槍
を
も
携
行
し
て
い
た
、
と
推
定

さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
後
に
論
ず
る
寸
宣
誓
さ
れ
る
平
和
」
期
間
内
に
お
け
る
武
器
携
行
の
禁
止
と
関
連
す
る
の
で
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た

い
(
後
註
(
紛
)
を
参
照
)

0

(
日
)
こ
れ
に
関
連
し
て
(
軍
隊
か
ら
の
逃
亡
も
田
町
内
広
三
旦
巾
と
関
連
す
る
と
い
う
理
解
に
立
て
ば
)
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
ラ
ン
ト
法

一
・
四

O
に
よ
れ
ば
、
「
誰
で
あ
れ
不
忠
な
(
あ
る
い
は
、
忠
誠
ま
た
は
誠
実
を
欠
く
)
者

2
2毛
色
C

印
)
と
し
て
、
あ
る
い
は
帝
国
勤
務
か
ら
の
軍
隊

逃
亡
者

(
F
2
2
z
n
y巴
n
y
E
己
2

ユw
g
a
2
2巾
)
と
し
て
有
罪
と
さ
れ
た
者
か
ら
、
人
は
彼
の
名
誉
と
彼
の
レ

l
ン
法
(
上
の
能
力
)
を
剥

奪
す
る
、
ま
た
(
む
し
ろ
、
し
か
し
)
彼
の
生
命
は
(
剥
奪
)
し
な
い
し
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
可
口
当
巳

g
と
言
わ
れ
て
い
る
者
も
、
帝
国
勤
務

中
の
軍
隊
か
ら
の
逃
亡
者
も
、
ラ
ン
ト
法
二
・
一
三
・
四
(
前
註
(
お
)
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
に
「
車
裂
き
」
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
べ
き
者
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
〈
C『
門
昆
∞
お
(
H
〈

R
S
Z「
)
や
己
巾
巾
「

σc己
巾
∞
門
田
℃
さ
巾
吋
〈
巾
ロ
(
門
C
2
5巾
〈
吋
C
E
S
-
-
ド
イ
ツ
語
第
二
版
に
お
け
る
補
足
)

に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
果
た
し
て
「
帝
国
の
(
出
陣
に
従
事
す
る
)
軍
隊
」
の
紀
律
は
守
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
(
序
に
一
言
し
て

お
く
と
、
一
・
四

O
の
規
定
が
存
在
す
る
以
上
、
母

R
σ
。
己
巾
凹
円
白
℃
者
巾
「
〈

g
g
q
g巾
〈
3
5
2
を
「
代
理
人
と
し
て
自
分
の
利
益
の
た
め
に
ま
た
本
人

の
不
利
益
に
な
る
よ
う
に
行
動
す
る
者
」
と
解
し
、
そ
う
し
た
代
理
人
が
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
る
根
拠
を
月
『

2
2
R
吋円
E
σ
E
n
y
に
求
め
る
ヒ
ル
シ
ュ
の
見
解

(E-
戸
∞
-
H
8
1
1
『
邦
訳
』
一
五
二
頁
、
註
(
2
)
を
参
照
)
も
成
り
立
ち
難
い
。
こ
の
箇
所
は
む
し
ろ
、
ア
イ
ケ
自
身
は
「
彼
等
(
日
上
記
犯
人
た
ち
)
の

委
託
を
実
行
す
る
者
L

と
い
う
つ
も
り
で
書
い
た
の
に
、
ド
イ
ツ
語
第
二
版
の
筆
者
(
通
説
で
は
ア
イ
ケ
自
身
、
し
か
し
私
見
で
は
お
そ
ら
く
別
人
|
|
前
註
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説

(
5
)
を
参
照
)
は
そ
の
意
味
を
正
し
く
理
解
で
き
ず
見
当
違
い
の
補
足
を
し
て
し
ま
っ
た
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
)
。
な
お
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル

に
お
け
る
吋
2
c
m
に
つ
い
て
は
、
「
ラ
ン
ト
法
と
レ
l
ン
法
」
(
こ
、
註
(
M
m
)

で
述
べ
た
こ
と
を
も
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

(
叫
)
前
註
(
日
)
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
名
q
r巾
ロ
の
語
は

(
2
5円
r
g
(
H
「
努
め
て
手
に
入
れ
る
」
)
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
|
|
吋
巾
三
戸

ω
-
N怠
l
l
、
事
実
、
た
と
え
ば
ラ
ン
ト
法
三
・
五
六
・
三
の
よ
う
に
、
そ
う
解
し
た
方
が
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
箇
所
も
あ
る
(
後
註
(
幻
)
を
参
照
)
が
、

そ
れ
が
現
わ
れ
る
一

O
箇
所
は
す
べ
て
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
統
一
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
む
し
ろ
す
べ
て
)
老
町
wmロ
(
H
「
行
な

う
」
、
た
だ
し

E
R
Y
吋
空
間
宮
一
昨
日
ロ
印
当

q
r
m
a
N
g
)
の
意
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、

ad司
・
〈
而
吋
者
負
w
g
(
H
(何
か
を
)
(
罰
と
し

て
)
失
う
(
あ
る
い
は
、
喪
失
す
る
)
l
|
「
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
三
・
(
五
)
、
三
五
頁
お
よ
び
註
(
叩
)
を
参
照
)
と
の
対
照
を
も
念
頭
に
置
い
て
、
『
邦
訳
』
に
お

け
る
「
付
与
す
る
L

と
い
う
訳
語
を
維
持
す
る
こ
と
に
し
た
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
二
・
四
・
一

(
i
)
、
三
・
二
二
、
三
・
五
六
・
一
。

(
必
)
ラ
ン
ト
法
三
・
三
四
・
一
。
こ
の
条
項
は
、
あ
る
「
裁
判
官
」
に
よ
っ
て
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
さ
ら
に
帝
国
ア
ハ

ト
に
持
ち
こ
ま
れ
た
者
が
、
ア
ハ
ト
か
ら
自
分
を
引
戻
す
手
続
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
地
方
的
追
放
か
ら
自
分
を
引
一
戻
す
手

続
に
つ
い
て
定
め
た
二
・
四
・
一
(
そ
こ
で
は
「
裁
判
官
が
平
和
を
付
与
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
)
と
比
較
す
れ
ば
、
国
王
が
ア
ハ
ト
か
ら
自
分
を

引
戻
そ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
平
和
を
付
与
す
る
の
は
、
そ
の
「
(
最
高
の
)
裁
判
官
L

と
し
て
の
地
位
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き

り
す
る
。

(
灯
)
ラ
ン
ト
法
二
・
四
・
一
(
H
)
l
ー
同
じ
条
項
の
(

1

)

を
承
け
て
、
実
質
的
に
は
「
裁
判
官
」
を
意
味
す
る
。
ラ
ン
ト
法
三
・
五
六
・
三
l
l
こ

の
条
項
は
「
フ
ロ
l
ン
ボ
l
テ
」
の
権
限
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
関
係
箇
所
の
原
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ω4弔問
5
2
0
R

巾
m
g
M
1
p
cロ
己
巾
己
山
門
〈
吋
包
巾
。
〈
句
者
R
K
2・
門
同
月
虫
色
宮
内
町
巾
凹
門
口
一
一
口
mm
同
町
宮
σ
σ
g

こ
の
箇
所
は
、
私
の
読
み
方
(
前
註
(
川
叫
)
を
参
照
)

で
は
、
寸
ま
た
、
人

(
H
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
)
が
ア
イ
ゲ
ン
を
(
法
廷
で
)
譲
渡
し
(
人
H
フ
ロ
l
ン
ボ
l
テ
が
)
そ
の
(
ア
イ
ゲ
ン
)
に
対
し
て
平
和
を

付
与
す
る
場
合
に
は
、
彼

(
H
フ
ロ
l
ン
ボ
l
テ
)
は
そ
れ
に
つ
い
て
(
い
わ
ば
手
数
料
と
し
て
)
三
シ
リ
ン
グ
を
取
得
す
べ
き
で
あ
る
ヘ
と
な
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
読
む
と
、
条
件
文
中
の

B
巾
ロ
が
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
「
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
(
な
い
し
譲
渡
人
)
」
、
平
和
の
付
与

に
つ
い
て
は
「
フ
ロ
l
ン
ボ

1
テ
」
と
、
実
質
的
に
は
別
な
も
の
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一
つ
の

B
巾
ロ
の
語
で
実
質
的
に
は
異
な
る

も
の
を
指
す
用
法
(
上
の
混
乱
)
は
、
ほ
か
に
た
と
え
ば
ラ
ン
ト
法
一
・
八
二
に
も
見
ら
れ
る
(
「
相
続
法
の
位
置
」
、
註
(
鉛
)
を
参
照
)
。
君
。
号
巾
ロ

の
語
を

q
i岳
g
の
意
に
解
す
る
と
、
こ
う
し
た
問
題
は
生
じ
な
い
(
前
註

(
U
)
を
参
照
)
が
、
平
和
を
付
与
す
る
主
体
が
「
フ
ロ

1
ン
ボ

1
テ」

論
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ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

で
あ
る
こ
と
に
は
(
彼
が
三
シ
リ
ン
グ
を
受
領
す
る
こ
と
か
ら
見
て
)
変
わ
り
は
な
い
。
な
お
、
「
フ
ロ

1
ン
ボ

l
テ
」
に
つ
い
て
は
後
註
(
伺
)
を
、
ま

た
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
団
)
で
後
述
す
る
こ
と
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
必
)
ラ
ン
ト
法
三
・
一
三
。
な
お
、
こ
の
条
項

(
H
「
あ
る
者
が
法
廷
で
犯
罪
の
ゆ
え
に
訴
え
ら
れ
た
時
、
彼
が
そ
こ
に
居
合
わ
せ
ず
に
、
彼
に
対
し
て
あ
ら

か
じ
め
裁
判
期
日
が
定
め
ら
れ
(
て
法
廷
へ
召
喚
さ
れ
)
た
場
合
、
(
そ
の
)
裁
判
期
日
内
(
あ
る
い
は
、
以
前
)
に
原
告
が
彼
に
出
会
う
な
ら
ば
、
彼

(
H
原
告
)

は
彼
(
H
被
告
)
を
裁
判
に
か
け
る
た
め
に
(
門

OBnEz--あ
る
い
は
、
法
廷
に
出
頭
さ
せ
る
た
め
に
)
逮
捕
し

(
σ
g
Z仏
巾
問
巾
ロ
)
、
彼
(
H
被
告
)
が
(
裁
判

期
日
に
法
廷
へ
)
出
頭
す
る
こ
と
の
保
証
人
を
立
て
る
ま
で
、
彼
の
責
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
(
裏
か
ら
言
え
ば
、
保
証
人
を
立
て
た
時
に
は
彼
を
釈
放
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
て
け
だ
し
、
裁
判
官
は
こ
の
場
合
、
訴
え
る
者

(
H
原
告
)
に
対
し
て
平
和
を
付
与
す
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
居
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
召
喚

さ
れ
た
者

(
H
被
告
)
に
対
し
て
も
平
和
を
付
与
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
)
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
裏
か
ら
で
は
あ
る
が
、
こ
の
平
和
に
は
被
告

が
原
告
を
(
殺
し
た
り
傷
つ
け
た
り
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
)
「
捕
え
る
L

こ
と
の
禁
止
も
含
ま
れ
て
い
る
、
と
推
定
で
き
る
。

因
み
に
、

σ
2
8
号

m
g
の
語
は
、
こ
れ
以
外
に
も
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0
・
一
(
註
(
削
)
で
後
述
)
、
二
・
二
七
・
四
、
〔
二
・
四

0
・
四
〕
、
二
・

七
一
・
五
、
三
・
五
六
・
二
(
註

(ω)で
後
述
)
、
三
・
七
八
・
三
な
ど
に
出
て
く
る
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
箇
所
で
厳
密
な
意
味
で
(
つ
ま
り
、
い

わ
ば
そ
の
権
限
を
認
め
ら
れ
た
者
が
誰
か
を
捕
え
る
場
合
に
限
っ
て
)
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
コ
了
二
ニ
の
場
合
に
も
、
原
告
に
対
し

て
は
い
わ
ば
被
告
を
捕
え
る
寸
権
限
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
、
と
解
し
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
〈
印
ロ
の
語
は
、
た
と
え
ば
ラ
ン
ト
法
一
・
六
六

.
一
、
二
・
七
一
・
四
、
(
一
一
了
九
・
二
〕

(
i
)
、
三
・
五
四
・
四
、
一
一
了
七

0
・
ご
な
ど
で
は
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
も
っ
と
広
い
意
味
で
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
特
に
ラ
ン
ト
法
二
・
三
四
・
一
、
〔
一
一
了
九
・
二
〕
(

U

H

)

、
三
・
コ
二
・
三
、
三
・
四
一
・

三
、
三
・
六

0
・
三
(
・
H
)

に
お
い
て
は
、
明
確
に
「
(
不
法
に
)
捕
え
る
L

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
誰
か
を
(
不
法
に
)
捕
え
た
(
〈
白
ロ
)

者
は
斬
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
一
三
・
五
を
参
照
|
|
た
だ
し
、
二
・
二
一
四
・
一
に
は
、
他
人
の
下
僕
を
寸
打
ち
ま
た
は
捕
え
ま
た
は
強
奪

し
た
」
者
は
煩
罪
金
の
支
払
で
す
む
、
と
い
う
趣
旨
の
規
定
が
あ
る
。
ま
た
、
三
・
四
一
・
三
の
「
捕
え
る
L

に
つ
い
て
は
次
節
で
後
述
す
る
)
。

(
必
)
一
フ
ン
ト
法
三
・
一
二
六
・
一
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
臼
)
で
詳
述
す
る
。

(
叩
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一
四
・
一
。
ラ
ン
ト
法
一
・
六
四
お
よ
び
〔
一
・
六
九
〕
に
よ
れ
ば
、
正
当
防
衛
に
よ
っ
て
相
手
方

(
H
後
述
す
る
平
和
破
嬢
者
)

を
死
に
致
ら
し
め
た
者
は
、
ほ
ん
ら
い
死
者
を
捕
え
て
法
廷
に
連
れ
出
し
彼
を
服
罪
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
そ
の
場
合
、
死
者
の

親
族
の
一
人
が
決
闘
を
も
っ
て
死
者
を
代
表
・
擁
護
し
よ
う
と
申
出
る
と
、
(
正
当
防
衛
に
よ
る
)
加
害
者
は
決
闘
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
、
(
決
闘
に
よ
る
と
よ
る
ま
い
と
)
加
害
者
が
死
者
を
服
罪
さ
せ
る
の
に
失
敗
す
る
と
、
逆
に
自
分
の
方
が
(
後
述
す
る
)
寸
平
和
の
法
」
に
従
つ
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説

て
「
裁
き
を
下
さ
れ
る
」
(
こ
の
場
合
、
具
体
的
に
は
「
殺
人
」
の
か
ど
で
斬
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る

l
l
前
註
(
お
)
、
お
よ
び
、
後
註
(
凶
)
・
(
問
)
に
対

応
す
る
本
文
を
参
照
)
。
こ
の
二
・
一
四
・
一
に
、
「
彼
(
川
正
当
防
衛
に
よ
る
加
害
者
)
が
、
彼
(
リ
自
分
)
の
生
命
を
危
倶
し
て
、
彼
(
リ
死
者
)
を

法
廷
に
連
れ
出
し
彼
に
裁
き
を
下
す
べ
く
彼
の
そ
ば
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
敢
え
て
せ
ず
:
:
:
」
と
あ
る
の
は
、
以
上
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
よ
く
理

解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
二
・
四
・
一

(
i
)
と
つ
u)
。

(
臼
)
ラ
ン
ト
法
三
・
三
四
・
一
(
前
註
(
必
)
を
参
照
)
。

(
臼
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
六
・
一
。
な
お
、
後
註
(
削
)
を
参
照
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
二
・
六
一
・
二
。
こ
の
条
項
に
お
い
て
は
、
(
「
ザ
ク
セ
ン
〔
の
地
)
内
に
は
三
つ
の
場
所
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
玄

r
g宙
開
mmσ
自
ロ
巾
(
国
王

の
罰
令
権
の
下
に
、
あ
る
い
は
、
に
よ
っ
て
て
熊
・
狼
・
狐
を
除
く
野
獣
に
対
し
て
平
和
が
付
与
さ
れ
る
」
と
あ
っ
て
)
こ
の
野
獣
に
付
与
さ
れ
る
平
和
の

根
拠
が
「
国
王
罰
令
権
」
に
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
禁
令
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
制
裁
も
、
(
「
誰
で
あ
れ
こ
の
(
罰
令
林
の
)

内
で
野
獣
を
捕
え
る
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
は
色
町
出

}
S
Eロ
m
g
g口
、
す
な
わ
ち
六

0
シ
リ
ン
グ
、
罰
金
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
」
と
あ
っ
て
)
国
王
罰
令

権
の
下
に
裁
判
集
会
を
お
こ
な
う
裁
判
官
(
主
に
グ
ラ
i
フ
、
他
に
官
中
伯
、
ラ
ン
ト
グ
ラ

1
フ
、
一
部
の
フ
ォ
ー
ク
ト
)
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
の
と

同
額
の
罰
金
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
の
四
、
六
、
九
を
参
照
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
項
の
「
国
王
罰
令
権
の
下
で
(
あ
る
い
は
、
に
よ
っ
て
)

平
和
を
付
与
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
「
国
王
罰
令
権
の
下
で
(
あ
る
い
は
、
に
よ
っ
て
)
保
護
さ
れ
て
い
る
」
と
同
義
で

あ
り
、
そ
の
点
で
他
の
「
平
和
(
の
破
壊
)
」
と
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
(
も
っ
と
言
え
ば
、
国
王
罰
令
権
に
よ
っ
て
平
和
を
付

与
す
る
こ
の
事
例
が
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
で
は
ま
っ
た
く
孤
立
し
た
例
外
に
な
っ
て
い
る
点
に
、
(
カ
l
ロ
リ
ン
グ
朝
)
フ
ラ
ン
ク
時
代
と
中
世
に
お
け
る

平
和
の
本
質
的
な
相
違
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
っ
て
い
る
ゆ
と
り
は
な
い
)
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
三
・
二

0
・
三
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
侃
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
同
)
ラ
ン
ト
法
二
了
五
六
・
三
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
前
註

(
U
て
な
ら
び
に
、
ー
ア
イ
ゲ
ン
」
、
三
・
(
二
・

(
b
)
・
②
、
二
六
頁
を
も
参
照

さ
れ
た
い
。
「
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
註
(
胤
)
で
も
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
あ
る
後
代
の
史
料

(
H
F
E
2
5
n
y
g
E
E『
R
Z
)
は
、
こ
の
(
法
廷
)
譲

渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
対
し
て
付
与
さ
れ
る
平
和
を

m
2
2
骨
丘
町
ロ
ロ
仏

B
aロ
g
Y
2
5・己
2
r
o
E
m
g
-
守
色
巾
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
が

(
ほ
ん
ら
い
の
)
「
神
の
平
和
」
や
(
本
節
・
(
一
二
)
で
前
述
し
た
)
「
国
王
の
平
和
」
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
あ
る
ま

=-A a冊

北法40(5-6・I・492)1634



ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

(
訂
)
前
註
(
日
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ア
イ
グ
ン

(
回
)
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
寸
補
論
」
、
二
・
(
四
)
・

(
3
)
の
末
尾
(
四
二
頁
以
下
)
に
お
い
て
(
特
に
「
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
所
領
L

に
つ
い
て

で
あ
る
が
)
強
調
し
て
お
い
た
。

(
印
)
念
の
た
め
に
一
言
す
る
と
、
地
方
的
追
放
や
(
し
た
が
っ
て
)
ま
た
帝
国
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
る
の
も
、
「
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
犯
罪
」
を
犯
し

た
者
だ
け
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
六
八
・
一
参
照
)
。

(ω)
因
み
に
、

2
0ロゲ
C
R
と
は
の
巾
ユ
ロ
宮
島
c
Z
(
い
わ
ば
寸
執
達
史
」
)
の
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
等
は
プ
ブ
レ
ー
ク
ハ
フ
ト
(
な
い
し
ビ

l
ア
ゲ
ル
デ
)

の
階
層
の
中
か
ら
選
ば
れ
(
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
三
、
三
・
四
五
・
五
を
参
照
)
、
特
に
(
動
産
の
)
差
押
(
宮

E
E
-
-
ラ
ン
ト
法
一
・
五
三
・
二
一
を
参
照
)
・

逮
捕

82aag--前
註
(
日
明
)
を
参
照
)
・
土
地
差
押
(
〈

g
Zロ
|
ラ
ン
ト
法
二
・
四
一
・
一
を
参
照
)
(
以
上
、
ラ
ン
ト
法
一
子
五
六
・
二
を
参
照
)

や
参
審
自
由
人
の
処
刑
(
一
フ
ン
ト
法
三
・
五
五
・
二
、
前
註
(
お
)
を
参
照
)
な
ど
、
裁
判
官
の
下
し
た
命
令
や
判
決
の
執
行
に
当
た
る
が
、
そ
の
際
に

(
も
)
彼
等
は
剣
そ
の
他
い
か
な
る
武
器
も
帯
び
て
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。
判
決
の
執
行
に
逆
ら
う
者
が
あ
っ
た
場
合
彼
等
が
な
し
う
る
の
は
、

寸
叫
び
声
を
あ
げ
て
門
訂
こ
回
三

(
H
ラ
ン
ト
民
、
具
体
的
に
は
当
該
裁
判
管
区
民
)
を
召
集
す
る
」
こ
と
だ
け
で
あ
り
(
以
上
、
ラ
ン
ト
法
二
了
五
六
・

三
参
照
)
、
彼
等
に
よ
る
判
決
の
執
行
が
危
険
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
定
で
き
る
。

(
臼
)
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
で
も
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
当
時
裁
判
に
よ
る
紛
争
の
解
決
そ
の
も
の
が
「
平
和
L

を
確
立
・
維
持
す
る
た
め
の
最

も
有
力
な
手
段
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
当
時
の
裁
判
(
「
法
」
と
言
っ
て
も
よ
い
)
が
「
平
和
」
へ
の
関
心
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
注
目
に
価
し
よ
う
。

(
臼
)
前
註
(
日
)
を
参
照
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
(
罰
令
林
に
住
む
野
獣
に
対
し
て
付
与
さ
れ
る
)
平
和
も
、
そ
の
違
反
に
対
す
る

制
裁
も
、
他
の
平
和
(
の
場
合
)
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
り
、
以
下
に
お
い
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
平
和
(
破
壊
)
を
一
般
的
に

考
察
す
る
場
合
に
は
除
外
し
て
さ
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
一
二
・
三
六
・
一
。
率
直
に
言
っ
て
、
こ
の
条
項
の
論
旨
を
正
確
に
把
握
す
る
の
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は

σ
2
m足
ロ
の
語
で
あ
る
。
前
註
(
担
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
語
は
(
具
体
的
に
明
ら
か
な
限
り
)
、
「
(
生
命
と
手
に
及
ぶ
)

犯
罪
」
以
外
の
事
案
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
、
せ
い
ぜ
い
罰
金
と
蹟
罪
金
の
支
払
を
意
味
す
る
。
こ
の
条
項
で
も
、
そ
の
直
後
に
つ
づ
く
三
・
二
一
六

・
二
の
。
〈
巾
門

g
m
(
H己
B
2
a
§
z
r
R巾)円
-
n
y
gロ
(
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
次
註
(
臼
)
で
詳
述
す
る
)
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
ま
ず
そ
の
よ
う

に
想
定
し
て
論
を
進
め
て
も
良
か
ろ
う
(
な
お
、

E
Z
n
y芯
と
い
う
表
現
は
、
大
部
分
の
箇
所
に
お
い
て
寸
法
の
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
」
を
意
味
す
る

北法40(5-6・1.493)1635 



説

が
、
た
と
え
ば
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
六
八
・
二
〕
(
前
註
(
訂
)
を
参
照
)
と
二
・
三
四
・
一
に
お
い
て
は
寸
法
の
定
め
る
(
贈
罪
金
の
)
額
に
従
っ
て
」
を
意
味

し
て
お
り
、
こ
の
条
項
で
も
そ
う
解
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
本
文
で
は
こ
の
私
見
に
と
っ
て
よ
り
有
利
な
訳
は
採
ら
な
か
っ
た
)
。
そ
う
だ
と
す

る
と
、
こ
こ
で
も
「
(
生
命
と
手
に
及
ぶ
)
犯
罪
L

以
外
で
「
平
和
を
破
る
L

暴
力
行
為
が
あ
り
う
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
そ
う
し
た
行
為
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
た
す
で
に
前
註
(
況
)
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
寸
他
人
を
(
肉
)
傷
な
し
に
打
ち
ま
た
は
引
き
燭

む
L

行
為
(
ラ
ン
ト
法
三
・
三
七
・
一
、
ニ
・
一
六
・
八
、
〔
一
・
六
八
・
二
〕
を
参
照
)
が
あ
る
。
「
(
法
廷
)
決
闘
な
し
に
L

と
い
う
表
現
も
こ
う
し

た
解
釈
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
三
・
(
三
)
、
三
一
頁
(
お
よ
び
註
郎
)
で
も
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
(
法
廷
)
決
闘
に

及
ぶ
の
は
(
後
代
の
補
遺
一
箇
所
を
除
い
て
)
す
べ
て
「
(
生
命
を
手
に
及
ぶ
)
犯
罪
」
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
注
目
を
要
す
る
の
は
、
同

}
]
R
q
a
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
二
了
三
六
・
一
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
第
一
に
そ
れ
を
償
っ

た
(
H
罰
金
と
煩
罪
金
を
支
払
い
そ
れ
に
始
末
を
つ
け
た
)
上
で
、
(
延
期
さ
れ
た
)
も
と
の
訴
に
こ
ん
ど
は
(
法
廷
)
決
闘
で
黒
白
を
つ
け
る
、
と
い
う
段

取
り
が
予
定
さ
れ
て
い
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
(
も
し
そ
う
で
は
な
く
、
事
案
は
こ
れ
で
落
着
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
被

告
が
も
と
も
と
(
「
生
命
と
手
に
及
ぶ
犯
罪
」
を
犯
し
た
と
し
て
)
決
闘
を
挑
ま
れ
て
い
る
の
に
、
裁
判
が
延
期
さ
れ
て
い
る
聞
に
原
告

(
H
被
害
者
)
に
付
与

さ
れ
た
平
和
を
破
れ
ば
罰
金
と
賎
罪
金
の
支
払
で
足
り
る
、
と
い
う
背
理
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
三
・
三
六
・
一
は
、
逆
に
原
告
が
被
告
(
も
と
も
と
決

闘
に
勝
て
ば
、
照
罪
金
を
得
て
自
由
の
身
と
な
る
|
ラ
ン
ト
法
一
・
六
三
・
四
を
参
照
)
に
付
与
さ
れ
た
平
和
を
破
っ
た
場
合
の
こ
と
だ
け
を
念
頭
に
置
い
て

い
る
、
つ
ま
り
そ
の
場
合
に
は
原
告
は
(
決
闘
で
敗
け
た
の
と
同
じ
こ
と
に
な
り
)
被
告
に
臆
罪
金
(
さ
ら
に
裁
判
官
に
は
罰
金
)
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら

ぬ
と
い
う
こ
と
だ
け
を
言
お
う
と
し
て
い
る
、
と
解
釈
で
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
は
「
彼
等
双
方
に
平
和
が
付
与
さ
れ
る
」
と
い
う

明
示
の
文
言
が
邪
魔
に
な
る
で
あ
ろ
う
)
。
と
こ
ろ
で
そ
う
し
た
段
取
り
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
次
回
(
以
降
)
の
裁
判
集
会
に
お
い
て
原
告
・
被
告

の
両
者
が
(
法
廷
)
決
闘
を
戦
い
う
る
こ
と
(
つ
ま
り
、
殺
さ
れ
た
り
、
ひ
ど
い
傷
を
負
わ
さ
れ
た
り
、
ど
こ
か
に
監
禁
さ
れ
た
り
し
て
い
な
い
こ
と
)
を

前
提
に
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
包
]
巾
司

2
2
と
い
う
表
現
も
、
右
の
よ
う
な
解
釈
を
支
持
す
る
方
向
に

働
く
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
直
後
に
つ
づ
く
三
・
三
六
・
二
と
の
関
連
も
問
題
に
な
る
の
で
、
是
非
次
註
(
制
)
を
も
参
照

さ
れ
た
い
。

(
臼
)
ラ
ン
ト
法
三
・
三
六
・
一
の
直
後
に
つ
づ
く
三
・
三
六
・
二
は
、
「
(
こ
の
)
平
和
破
壊
者
が
し
か
し
現
行
犯
に
お
い
て
捕
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
人

(
リ
裁
判
官
)
は
平
和
の
法
に
従
っ
て
(
「
平
和
の
法
L

に
つ
い
て
は
本
節
の
末
尾
で
さ
ら
に
後
述
す
る
)
彼
に
対
し
て
裁
き
を
下
す
(
。
〈

q
g巾

ユ
岳
広
口
)
」
、
と
い
う
。
こ
の
条
項
の
理
解
も
決
し
て
容
易
で
は
な
く
、
具
体
的
に
は
、
そ
の
号
三
旦
巾

σZ}内
向
。
が
直
前
の
三
・
三
六
・
一
を
承

目

白岡
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け
て
「
裁
判
官
が
付
与
す
る
平
和
」
を
破
っ
た
原
告
な
い
し
被
告
(
だ
け
)
を
指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
「
平
和
破
壊
者
二
一
般
(
あ
る
い
は
、
す
ぐ

に
後
述
す
る
よ
う
に
、
三
・
三
五
・
一
の
「
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
」
窃
盗
ま
た
は
強
盗
の
犯
人
)
を
指
す
の
か
、
と
い
う
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
直
前
の
三
・
三
六
・
一
に
は
「
そ
れ
(
H
平
和
)
が
破
ら
れ
る
な
ら
ば
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
か
ら
、
寸
(
こ
の
)
平
和
破
壊
者
」
は
そ

れ
を
承
け
た
も
の
と
解
す
る
の
が
素
直
な
読
み
方
と
言
え
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
グ
ル
に
は
、
(
後
述
す
る
よ
う
に
)
こ
の
条

項
を
除
い
て
、
「
平
和
破
壊
者
」
の
語
が
こ
こ
で
考
察
し
て
い
る
各
種
の
平
和
を
破
壊
し
た
者
(
だ
け
)
を
指
す
用
例
は
な
い
し
、
ま
た
、
「
平
和

破
壊
者
L

(

一
般
)
が
現
行
犯
人
で
逮
捕
さ
れ
た
場
合
の
規
定
も
見
当
た
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
も
う
少
し
遡
っ
て
三
・
三
五
・
一
か
ら
見
て
く
る
と
、

「
(
こ
の
)
平
和
破
壊
者
」
が
「
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ
た
窃
盗
ま
た
は
強
盗
の
犯
人
」
を
指
す
可
能
性
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。

ま
ず
三
・
三
五
・
一
で
は
、
寸
誰
で
あ
れ
窃
盗
品
ま
た
は
強
盗
品
と
と
も
に
(
『
邦
訳
』
二
六
八
頁
、
訳
註

(
1
)
の
よ
う
に
改
め
た
い
、
ラ
ン
ト
法

二
・
六
四
・
二
を
も
参
照
)
現
行
犯
に
お
い
て
捕
え
ら
れ
る
者
が
あ
れ
ば
、
彼
は
そ
れ

(
H
盗
品
)
に
つ
き
い
か
な
る
追
奪
担
保
人
を
も
引
合
い
に
出

す
こ
と
を
え
な
い
」
、
と
さ
れ
る
。
つ
づ
く
三
・
三
五
・
二
は
、
寸
あ
る
者

(
H
被
害
者
)
が
彼
か
ら
強
奪
さ
れ
ま
た
は
盗
ま
れ
た
彼
の
財
物
を
(
他

の
)
あ
る
者
の
手
も
と
に
見
出
し
(
な
が
ら
)
、
そ
の
(
他
の
)
者
に
現
行
犯
の
責
を
問
う
こ
と
を
え
な
い
場
合
L

(

因
み
に
こ
れ
は
ラ
ン
ト
法
二
・
三
六

.
一
の
場
合
で
あ
る
)
は
、
こ
れ
と
ち
が
っ
て
寸
そ
の
(
他
の
)
者
は
彼
の
追
奪
担
保
人
を
引
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
人
(
H
被
害
者
)
が
そ
の
ゆ
え

に
た
だ
ち
に
彼
に
決
闘
を
求
め
る
な
ら
ば
(
あ
る
い
は
、
求
め
て
も
)
」
、
と
す
る
(
な
お
こ
の
場
合
「
た
だ
ち
に
」
と
あ
る
か
ら
、
被
害
者
が
決
闘
を
挑
む

の
は
「
盗
品
L

所
持
者
の
住
居
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
)
。

前
註
(
臼
)
で
述
べ
た
三
・
三
六
・
一
は
、
実
は
こ
の
直
後
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
あ
る
者
が
誰
か
に
法
廷
で
(
彼
を
捉
え
て
)
決
闘
を

桃
み
、
そ
し
て
そ
の
訴
が
判
決
を
も
っ
て
延
期
さ
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
原
告
が
(
た
と
え
ば
後
註
(
山
)
・
(
問
)
お
よ
び
そ
れ
ら
に
対
応
す

る
本
文
で
述
べ
る
ラ
ン
ト
法
一
・
六
三
・
一
の
ケ
1
ス
、
つ
ま
り
(
国
王
の
道
路
上
ま
た
は
村
内
に
お
け
る
)
傷
害
を
伴
う
強
奪
の
場
合
な
ど
に
)
法
廷
で
決

闘
の
手
続
に
取
り
か
か
り
、
し
か
も
そ
れ
が
延
期
さ
れ
た
場
合
(
ラ
ン
ト
法
二
・
三
・
ニ
お
よ
び
一
・
六
五
・
一
を
参
照
の
こ
と
)
を
念
頭
に
置
い
て
い

る
可
能
性
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
脈
絡
に
お
い
て
み
る
と
、
三
・
三
六
・
ニ
は
、
再
び
三
・
三
五
・
一
に
戻
っ
て
、
「
(
こ
の
)
平

和
破
壊
者
」
(
つ
ま
り
、
窃
盗
や
強
奪
の
犯
人
)
が
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ
た
場
合
に
は
「
し
か
し
」
(
一
一
了
三
五
・
二
や
三
・
三
六
・
一
の
よ
う
な
手
続
に

及
ぶ
ま
で
も
な
く
|
こ
の
両
条
項
が
い
ず
れ
も
現
行
犯
と
し
て
責
を
問
い
え
な
い
場
合
で
あ
る
こ
と
に
注
意
)
、
「
平
和
の
法
に
従
っ
て
処
断
さ
れ
る
」
と

言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
て
く
る
。

こ
う
し
た
解
釈
に
関
連
し
て
、
念
の
た
め
さ
ら
に
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、

ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

(
現
行
犯
に
対
す
る
)
「
正
当
防
衛
」
に
か
か
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説

わ
る
と
解
さ
れ
る
条
項
に
は
(
「
強
奪
」
の
み
な
ら
ず
)
「
窃
盗
L

も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
(
ラ
ン
ト
法
一
・
六
四

H
「
同
様
に
人

(
H
平
和
破
嬢
の
被
害

者
)
は
死
者
を
服
罪
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
、
人
(
向
上
)
が
彼

(
H
死
者
、
平
和
破
壊
の
加
害
者
)
を
窃
盗
中
に
ま
た
は
強
奪
中
に
ま
た
は
そ
の
種
の
事
件
中

に
殺
し
た
場
合
に
は
」
|
な
お
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
卜
法
二
・
六
九
、
〔
一
・
六
九
〕
、
お
よ
び
、
前
註
(
切
)
で
「
正
当
防
衛
」
に
つ
い
て
述
べ
た
こ

と
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
第
二
に
、
ラ
ン
ト
法
三
・
三
六
・
二
の
直
後
に
つ
づ
く
一
二
・
三
七
・
一
は
、
(
「
他
の
者
を
(
肉
)
傷
な
し
に
打
ち
ま
た
は
引
き
掴

む
」
)
「
(
軽
微
な
)
暴
行
」
を
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
(
す
で
に
前
註
(
況
)
で
も
述
べ
た
よ
う
に
)
犯
人
が
「
叫
び
声
を
も
っ
て

(
H
現
行
犯
に
お

い
て
)
捕
え
ら
れ
で
も
、
そ
れ
は
彼
の
首
に
も
ま
た
彼
の
健
康
(
川
手
)
に
も
及
ば
な
い
L

、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
こ
れ
は
、
三
・
三
六
・
二

に
お
い
て
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
「
平
和
破
壊
者
」
(
一
般
)
が
平
和
の
法
に
従
っ
て
処
断
さ
れ
る
と
し
た
の
で
、
念
の
た
め
に
、
三
・
三
五
・
二
の
「
(
軽
微

な
)
暴
行
」
で
「
平
和
を
破
っ
た
」
者
は
た
と
え
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
で
も
そ
う
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
、
と
も
解
し
う
る
)
。

な
お
、
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
三
・
三
六
・
一
の
「
平
和
を
破
っ
た
」
者
に
対
す
る
制
裁
は
(
少
な
く
と
も
実
体
的
に
は
)
何
も
加
重
さ
れ

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
山
)
お
よ
び
本
節
の
末
尾
で
「
平
和
破
壊
者
」
を
処
断

す
る
手
続
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
ラ
ン
卜
法
三
・
ニ

0
・
一
。
因
み
に
、
こ
の
条
項
に
も

σ
2
2
3
の
語
が
登
場
す
る
(
前
註
(
況
)
を
参
照
)
。
な
お
、
次
註
(
伺
)
を
も
参
照
さ
れ
た

(
付
加
)
ラ
ン
卜
法
三
・
二

0
・
三
。
他
人
の
土
地
の
不
法
耕
作
に
つ
い
て
は
、
(
こ
れ
に
先
行
す
る
諸
条
項
を
も
含
め
)
「
補
論
L

、
二
・
(
四
)
・

(
3
)
、
三

九
頁
以
下
で
、
ま
た
〈
句
号

-g
の
用
語
法
に
つ
い
て
は
同
論
文
、
註
(
叩
)
で
、
さ
ら
に
こ
の
条
項
の
ー
そ
の
土
地
を
法
廷
で
(
判
決
を
も
っ
て
)

ア
イ
グ
ン

剥
奪
さ
れ
た
L

と
い
う
の
は
(
主
と
し
て
)
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
る
(
民
事
)
訴
訟
に
召
喚
さ
れ
て
出
頭
し
な
か
っ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、

ア
イ
ゲ
ン

(
明
文
の
規
定
は
な
い
が
)
同
じ
く
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
る
(
民
事
)
訴
訟
に
お
い
て
占
有
者
(
川
被
告
)
が
(
最
後
ま
で
)
出
頭
し
て
い
て
敗
れ
た
場
合

に
も
係
争
の
対
象
で
あ
る
土
地
に
平
和
が
付
与
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
論
文
、
註
(
別
)
で
す
で
に
論
じ
て
お
い
た
。

な
お
、
こ
の
不
法
耕
作
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
(
裁
判
官
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
)
平
和
が
そ
の
破
壊
に
対
す
る
(
実
体
的
な
)
制
裁
を
加
重
す
る

根
拠
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
(
そ
れ
が
「
生
命
L

に
及
ぶ
限
り
で
は
)
三
・
ニ

0
・
三
の
ケ

l
ス
は
ラ
ン
ト
法
二
・
一
一
一
了
五
の
「
平
和
破
壊

ア
イ
グ
ぷ

者
L

に
含
ま
れ
う
る
こ
と
(
前
註
(
m
m
)

を
参
照
)
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、
土
地
の
占
有
者
(
な
い
し
不
法
耕
作
者
)
が
裁
判
所
に
よ
っ

て
占
有
権
を
否
認
さ
れ
た
土
地
の
耕
作
を
つ
づ
け
る
こ
と
は
、
(
あ
る
意
味
で
)
常
時
「
現
行
犯
」
の
状
態
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
お

き
た
い
。

論
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ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

(
町
)
前
註
(
口
)
を
参
照
。

(
回
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
三
・
四

(
i
)
。

(ω)
ホ
l
マ
イ
ヤ
ー
は
こ
れ
を
、
寸
裁
判
集
会
の
解
散

(
E
5
2
2
m
)、
し
か
も
|
『
(
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
)
註
解
』
(
後
註
記
)
を
参
照
)
に
従
え

ば
|
(
参
会
者
が
)
時
な
ら
ず
立
ち
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
と
解
し
て
い
る

(ZO---ω
・
2
0
)
O

(
叩
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
九
・
二
。

(
九
)
前
註
(
U
A
)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(η)
な
お
、
こ
の
平
和
を
破
っ
た
者
は
、
「
(
斬
)
首
刑
L

に
処
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
ラ
ン
ト
法
二
・
二
一
一
・
五
の
「
平
和
破
壊
者
」
(
前
註
(
却
)
を
参
照
)

に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
(
厳
密
に
言
え
ば
)
(
裁
判
集
会
が
行
な
わ
れ
る
)
寸
法
廷
」
と
(
決
闘
が
行
な
わ
れ
る
)
「
決
闘
場
L

と
の
関
係
(
具

体
的
に
は
、
そ
れ
が
実
質
的
に
は
同
じ
も
の
か
ど
う
か
)
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
仏
巾
(
吋
)
者
阻
止

(
C
己
・
巧
国
司
℃
)
は
も
と

も
と
「
回
転
、
方
向
転
換
」
の
意
、
転
じ
て
「
円
形
を
し
た
(
法
廷
)
決
闘
場
」
を
指
す
、
と
思
わ
れ
る
が
(
戸
田
何
回
-
∞
己
・
戸

ω・
3
印
)
、
ホ

1
マ
イ

ャ
ー
は
こ
れ
を
、
寸
(
U

巾ユ

nF丹田
匂

E
H
N
(
H
裁
判
集
会
場
)
、
特
に
決
闘
場
、
ま
た
そ
こ
に
集
ま
っ
て
い
る
多
数
の
人
々
」
と
解
し
て
い
る

(Eo---ω-

h
F
甲
山
由

)
0

(
刀
)
前
註
(
問
)
を
参
照
。

(
日
)
前
註
(
幻
)
を
参
照
。

(
百
)
ラ
ン
ト
法
三
・
九
・
二
。

(
苅
)
ラ
ン
ト
法
三
・
八
(
H
「
人
は
言
う
、
城
塞
お
よ
び
諸
侯
は
、
城
塞
が
持
つ
防
禦
(
設
備
)
の
ゆ
え
に
、
ま
た
、
諸
侯
が
率
い
て
い
る
は
ず
の
防
禦
(
な
い

し
、
戦
闘
)
能
力
の
あ
る
人
々
(
H
戦
士
た
ち
)
の
ゆ
え
に
、
人
が
そ
れ
ら
に
対
し
て
破
り
う
る
よ
う
な
平
和

(
i
)
を
有
す
る
は
ず
が
な
い
、
と
。
け
れ
ど
も
そ

う
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
諸
侯
に
対
し
て
平
和
(

E

H

)

を
約
定
し
信
義
に
か
け
て
(
そ
れ
を
守
る
)
義
務
を
負
う

(
2
5
5
:
z
n
E
n
y
u
lこ
れ
に
つ
い

て
は
後
註
(
伺
)
で
さ
ら
に
述
べ
る
)
者
は
誰
し
も
、
彼
が
彼
等
(
H
諸
侯
)
に
対
し
て
平
和

(-m)
を
破
る
な
ら
ば
、
人
(
H
裁
判
官
)
は
彼
に
対
し
て
裁
き
を
下
す

べ
き
で
あ
る
L

)

。
こ
の
条
項
の
つ
n)
お
よ
び
(
出
)
は
、
文
言
上
、
直
接
に
は
諸
侯
に
対
し
て
平
和
を
約
定
す
る
場
合
だ
け
に
か
か
わ
る
が
、

(
i
)
と
の
関
連
で
は
城
塞
に
つ
い
て
平
和
を
約
定
す
る
場
合
を
も
含
む
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
(
因
み
に
、
三
・
九
・
二
の
末
尾
|
後
代
に
補

足
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
が
に
は
、
後
註
(
似
)
で
も
引
用
す
る
よ
う
に
、
「
約
定
さ
れ
た
平
和
(
の
期
間
)
内
に
(
川
)
城
塞
を
奪
う
」
ケ
l
ス
が
出
て
く
る
)
。

(η)
ラ
ン
ト
法
三
・
九
・
二
〔
(
品
川
)
〕
。
な
お
、
前
註
(
幻
)
で
も
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
同
条
〔
(
-
W
)
、
(
日
刊
)
〕
の
玄
ロ
ロ

g
骨
一
日
巾
〈
足
骨
一
も

北法40(5-6・I・497)1639



説

(
実
質
的
に
は
)
こ
れ
と
同
義
で
あ
る
。
因
み
に
、
(
後
述
す
る
)
「
禁
制
日
」
に
つ
い
て
も
立
ロ
ロ

g(mgσ
己ロ己

g
g
己
印
肉
巾
コ
と
い
う
表
現
が
出

て
く
る
が
、
こ
の
「
禁
制
日
」
は
常
時
(
あ
る
い
は
、
恒
久
的
に
)
存
在
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
保
護
は
(
現
行
犯
、
平
和
破
壊
者
、
地
方
的
追
放
・
帝

国
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
者
な
ど
を
除
き
)
万
人
に
及
ぶ
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
市
)
ラ
ン
ト
法
三
・
九
・
ニ
〔
(
-
W
)
〕
。
因
み
に
、
後
述
す
る
「
禁
制
日
」
に
は
、
犯
罪
以
外
の
こ
と
な
ら
(
訴
え
る
こ
と
が
で
き
)
裁
判
官
は
そ
れ
を

裁
く
こ
と
が
で
き
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0
・
五
|
後
註
(
防
)
に
引
用
)
。

(
河
)
前
註
(
打
)
・
(
花
)
で
述
べ
た
「
平
和
日
L

・
「
禁
制
日
」
と
の
相
違
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
「
私
的
」
と
言
っ
た
の
は
、
あ
く

ま
で
も
こ
の
平
和
が
成
立
な
い
し
存
在
す
る
契
機

(
H
約
定
)
お
よ
び
人
的
範
囲

(
H
当
事
者
間
)
に
限
っ
て
で
あ
り
、
す
ぐ
に
後
述
す
る
よ
う

に
、
一
た
び
こ
の
平
和
が
破
ら
れ
る
と
、
「
公
的
な
」
裁
判
に
よ
っ
て
寸
公
的
な
」
制
裁
が
科
せ
ら
れ
る
。

(
剖
)
ラ
ン
ト
法
三
・
八
(
前
註
(
苅
)
に
引
用
)
。
。
4
R
Y・
ュ
n
y
Rロ
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
註
(
お
)
で
述
べ
て
お
い
た
が
、
こ
の
場
合
そ

れ
を
(
実
体
的
に
は
)
「
死
刑
」
と
解
す
べ
き
だ
と
考
え
る
の
は
、
後
註
(
但
)
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
つ
づ
く
(
保
証
人
の
責
任
を
論
じ
た
こ
ニ
・

九
・
一
に
は
「
訴
が
(
彼
H
被
告
本
人
の
)
生
命
に
及
ぶ
場
合
」
に
つ
い
て
言
及
し
、
さ
ら
に
三
・
八
を
継
承
す
る
三
・
九
・
二
で
も
、
す
ぐ
後
の
本

文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
「
あ
る
者

(
H
本
人
)
が
、
彼
が
自
分
の
た
め
に
自
ら
約
定
し
た
平
和
を
破
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
の
首
に
及
ぶ
L

と
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
を
前
提
に
す
れ
ば
、
こ
の
寸
約
定
さ
れ
た
平
和
」
を
破
っ
た
者
も
、
ラ
ン
ト
法
二
・
一
三
・
五
の
「
平
和
破
壊

者
」
(
前
註
(
却
)
を
参
照
)
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
(
特
に
最
後
の
文
章
中
の

g
同
日
者
自
立

wz-nFU
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
)
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
ヒ
ル
シ
ュ
は

こ
の
条
項
の
末
尾
を
、
「
け
だ
し
、
諸
侯
に
対
し
て
平
和
を
約
定
し
、
ま
た
、
彼
等
に
対
し
忠
誠
の
義
務
を
負
う
者
が
:
:
:
」
と
訳
し

(
E
-
F
ω
-

ns、
ラ
ン
ト
法
一
・
四

O
の
参
照
を
求
め
て
い
る
(
白
目
白
。
・
〉
ロ
ヨ
-
H
)

。
わ
れ
わ
れ
の
『
邦
訳
』
も
こ
れ
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た

解
釈
は
『
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
註
解
』

(rnZ日
立
晶
巳
間
-
S
R
|
最
初
一
四
世
紀
前
半
、
お
お
む
ね
二
二
三
五
年
前
後
に
守

E
5
4
0ロ
回
口
与

の
手
に
成
る
)
に
ま
で
遡
る
(
「
こ
こ
に
は
色
巾
ロ
ロ
含
「
由
主
自
(
字
義
通
り
に
は
寸
下
臣
L

、
実
質
的
に
は
寸
家
臣
L

)

も
含
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の

者
は
彼
等
の
主
君
に
対
し
て
、
単
に
騒
動
を
断
念
す
る
義
務
を
負
う
だ
け
で
な
く
、
彼
等
は
さ
ら
に
、
彼
等
の
名
誉
に
か
け
て
、
あ
ら
ゆ
る
窮
境
に
お
い
て
彼

を
助
け
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
(
〔
ラ
ン
ト
法
〕
一
・
四
O
)
」
|
因
。
・

2
5
0
し
か
し
こ
う
し
た
解
釈
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ラ
ン
ト
法
一
・
四

O

と
矛
盾
す
る
。
す
で
に
前
註
(
日
)
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
「
不
忠
な

(HE毛
色
。
凹
)
者
:
:
:
か
ら
、
人
は
彼
の
名
誉
と
彼
の
レ

l
ン
法

を
剥
奪
す
る
、
ま
た
(
む
し
ろ
、
し
か
し
)
彼
の
生
命
は
(
剥
奪
)
し
な
い
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
三
・
八
で
は
♂
ロ
可
口
当

g
(の
)
義
務

~ a冊
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ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

を
負
っ
て
い
る
者
」
に
対
し
て
は
(
前
述
の
よ
う
に
)
「
死
刑
」
の
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
項
の

g一

可
5
5ロ
は
、
(
「
彼
等

(
H
諸
侯
)
に
対
し
て
忠
誠
の
義
務
を
負
う
者

(
H
家
臣
)
が
寸
諸
侯
に
対
し
て
約
定
す
る
者
」
と
並
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て

「
諸
侯
に
対
し
て
平
和
を
約
定
し
(
そ
れ
に
よ
っ
て
)
(
彼
の
)
信
義
に
か
け
て
(
平
和
の
)
義
務
を
負
う
者
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
機
会
に

『
邦
訳
』
も
そ
の
よ
う
に
改
め
て
お
き
た
い
(
〈
m
F
E
c
-
-
w
ω
・
&ω
・
そ
こ
で
ホ
l
マ
イ
ヤ
1
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ラ
ン
ト
法
三
・
四
一
の
こ
と

三
に
は
、
巾
己

E
当

g
g〈
g
あ
る
い
は
宮
可

5
5口
問
色
。
〈
巾
ロ
と
形
は
少
し
ず
つ
違
つ
て
は
い
る
が
、
同
じ
用
法
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
白
・
由
。

ω

ω
C
吋
唱
〉
ロ
ヨ
・
品
に
よ
る
と
、
こ
の
箇
所
を
町
三

E
当

g・
5
可
5
2
と
す
る
異
本
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
)
。

(
別
)
ラ
ン
ト
法
三
・
九
・
二
。

(
回
)
ラ
ン
ト
法
二
了
九
・
ご
は
、
ア
イ
ケ
自
身
の
子
に
成
る
テ
キ
ス
ト
で
は

(
H
後
代
の
補
遺
を
除
く
と
)
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
「
同
じ
よ
う
に

人
(
虫
色
は
、
あ
る
者

(ggロ)
(

1

)

が
他
の
者
の
た
め
に
(
あ
る
い
は
、
他
の
者
に
代
っ
て

l
S
E
E
R
S
)
約
定
し
た
平
和
(

1

)

を

償
う

(σ35)
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
者

(
g
g
g
)
(
H
)
が
、
彼
が
自
分
の
た
め
に
自
ら
(
あ
る
い
は
、
自
分
自
身
の
た
め
に
|
〈
2

8
r
お
ぞ
巾
)
約
定
し
た
平
和
(
日
日
)
を
破
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
の
首
に
及
ぶ
」
。
こ
の
条
項
で
真
先
に
問
題
に
な
る
の
は
、
寸
あ
る
者
が
他
の
者
の
た

め
に
約
定
し
た
平
和
L

と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
条
項
の
冒
頭
「
同
じ
よ
う
に
」
と
い
う
一
句
は
、
先
行
す
る
ラ
ン
ト
法
三
・
九
・
一
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
三
・
九
・
一
は
(
こ

れ
ま
た
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
テ
キ
ス
ト
に
限
る
と
)
、
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。
誰
か

(
H
被
告
本
人
)
を
法
廷
に
出
頭
さ
せ
る
こ
と
の

保
証
人
と
な
っ
た
者
は
、
そ
れ
を
履
行
で
き
な
か
っ
た
場
合
(
本
人
は
敗
訴
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
)
、
本
人
が
訴
え
ら
れ
た
こ
と
(
H
犯
罪
)
に
従
っ

て
(
蹟
罪
金
を
)
償
う

S
2句
宮
)
が
、
訴
が
本
人
の
生
命
に
及
ぶ
場
合
に
は
人
命
金
を
支
払
う
。
そ
れ
(
文
言
上
は
「
人
命
金
」
、
実
質
的
に
は
「
煩

罪
金
」
を
含
む
)
は
原
告
の
も
の
に
な
る
が
、
裁
判
官
は
(
そ
れ
と
は
別
に
)
罰
金
を
受
領
す
る
。

こ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
三
・
九
・
二
に
つ
い
て
、
次
の
ご
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
第
一
に
、
「
償
う
L

と
い
う
の
は
罰
金
お
よ
び
煩
罪

金
(
人
命
金
を
含
む
)
の
支
払
を
意
味
す
る
こ
と
(
前
註
(
況
)
を
参
照
)
。
第
二
に
、
「
あ
る
者

(
i
)
が
他
の
者
の
た
め
に
平
和
を
約
定
す
る
」
と
い

う
の
は
、
寸
他
の
者
L
(
H
本
人
、
後
段
の
「
あ
る
者
L

(

・H)
)

が
「
自
分
の
た
め
に
自
ら
約
定
し
た
平
和
」
を
補
強
す
る
た
め
に
、
い
わ
ば
保
証
人

と
し
て
平
和
を
(
具
体
的
に
は
、
「
必
ず
本
人
に
平
和
を
守
ら
せ
ま
す
し
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
)
約
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
(
ほ
か
に

後
見
人
の
場
合
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
に
ラ
ン
ト
法
二
・
六
五
・
一
に
、
実
質
的
に
は
三
・
九
・
二
の
ケ
l
ス
を
も
カ
ヴ
ァ

l
し
う
る
規

定
が
あ
る
)
。
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説

以
上
の
よ
う
な
理
解
を
念
の
た
め
に
符
号
で
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
基
本
的
に
は
、

A
(相
手
方
、
三
・
九
・
二
の
右
に
引
し
た
箇
所
に
は
出

て
こ
な
い
)
と

B
(本
人
、
「
あ
る
者
」
(

E

H

)

)

と
の
間
で
平
和
が
約
定
さ
れ
、

C
(保
証
人
、
「
人
」
お
よ
び
「
あ
る
者
L

(

i

)

)

が
そ
れ
を
B
(
H
「他

の
者
」
)
の
た
め
に
保
証
す
る
。
こ
の
平
和
を

B
が
破
る
。
保
証
人
で
あ
る
C
に
は
蹟
罪
金
と
罰
金
を
支
払
う
義
務
が
発
生
す
る
。
し
か
し
、
平
和

を
破
壊
し
た
本
人
で
あ
る

B
が
捕
ま
る
と
、

B
は
斬
首
刑
に
な
る
。
!
因
み
に
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
な
ぜ
前
段
(
が
「
あ
る
者
が
他

の
者
の
た
め
に
約
定
し
た
平
和
を
償
う
べ
き
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
)
に
は
「
平
和
を
破
る
し
と
い
う
表
現
が
現
わ
れ
ず
、
後
段
に
の
み
「
平

和
を
破
る
L

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
つ
い
て
も
納
得
が
い
く
(
平
和
を
破
る
の
は
B
で
あ
っ
て
C
で
は
な
い
)
。

序
に
言
っ
て
お
く
と
、
こ
の
条
項
へ
の
後
代
の
補
遺
の
冒
頭
に
、
「
平
和
(
山
山
)
は
、
そ
れ
が
約
定
さ
れ
た
裁
判
管
区
に
お
い
て
(
『
邦
訳
』
で
は

「
裁
判
所
に
お
い
て
」
と
な
っ
て
い
た
の
を
、
右
の
よ
う
に
改
め
た
い
。
こ
の
「
約
定
さ
れ
る
平
和
」
の
「
私
的
な
」
性
格
か
ら
見
て
、
そ
れ
は
法
廷
で
約
定
さ

れ
る
と
は
限
ら
な
い
、
と
考
え
た
方
が
良
さ
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
問

q
w
Z巾
の
用
語
法
は
「
ラ
ン
ト
法
と
レ

l
ン
法
L

(

二
)
で
検
討
す
る
が
、
こ

の
箇
所
を
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
玄
ロ
ロ
巾
口
内
凶
巾
日
巾
問
巾
江
円
F
H
巾
と
い
う
表
現
は
例
外
な
く
「
裁
判
管
区
に
お
い
て
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な

る
。
な
お
、
次
節
で
後
述
す
る
「
復
讐
断
念
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
八
・
三
)
を
参
照
)
(
雪
寛
な
い
し
否
認
宣
誓
を
も
っ
て
)
否
認
す
る
か
あ
る
い
は
償
う

(ゲ

2
2
2
)
」
と
あ
る
の
も
、
保
証
人

(
C
V
が
寸
他
人

(
B
)
の
た
め
に
約
定
し
た
平
和
L

に
つ
い
て
の
補
足
で
あ
り
、
「
人
」
(

n

U

)

は
C
、
「
平
和
L

は
C
が
B
の
た
め
に
約
定
し
た
そ
れ
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
(
し
た
が
っ
て
、
「
人
」

(
-
H
)

が
宣
誓
を
も
っ
て
否
認
し
う
る
の
は
、

(
B
が
平
和
を
破
っ

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
)
自
分
が
C
の
た
め
に
平
和
を
約
定
し
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
あ
る
。
因
み
に
B
本
人
は
、
平
和
破
壊
を
雪
完
で
き
な
か
っ
た
場
合

に
は
、
「
斬
首
刑
」
に
な
る
は
ず
で
あ
る
)
。
な
お
、
後
註
(
邸
)
・
(
制
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
回
)
前
註
(
但
)
を
参
照
。
な
お
、
念
の
た
め
に
一
一
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
前
註
(
訂
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
参
審
自
由
人
(
以
上
の
身
分
の
者
)

に
支
払
わ
れ
る
贈
罪
金
は
三

0
シ
リ
ン
グ
、
人
命
金
は
一
八
ポ
ン
ド
H
三
六

0
シ
リ
ン
グ
で
あ
り
、
「
他
人
の
た
め
に
(
保
証
人
と
し
て
)
平
和
を
約

定
し
た
者
」
は
(
本
人
が
平
和
を
破
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
死
刑
に
相
当
す
る
な
ら
ば
)
一
八
ポ
ン
ド
の
人
命
金
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
方
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
は
、
死
刑
(
や
切
断
刑
)
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
も
そ
れ
を
請
戻
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
(
ラ
ン

ト
法
一
・
六
五
・
二
、
一
・
三
八
・
て
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
三
・
(
四
)
、
三
二
頁
以
下
を
参
照
)
。
こ
の
場
合
(
裁
判
官
に
)
支
払
う
べ
き
「
換
刑
煩
罪
金
」

は
(
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
の
)
人
命
金
相
当
額
と
推
定
さ
れ
る
(
た
と
え
ば
、
ラ
ン
ト
法
二
・
五
・
一
、
二
・
一

0
・
二
、
三
-
一
一
了
こ
な
ど
を
参

照
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
だ
け
を
考
え
る
と
、
「
他
人
の
た
め
に
平
和
を
約
定
し
た
者
」
と
「
自
分
の
た
め
に
平
和
を
約
定
し
た
者
」
に
対
す
る

制
裁
は
実
質
的
に
は
大
差
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
抱
か
れ
る
向
き
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
見
落
し
て
な
ら
な
い
の

三A
日間
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ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

は
、
後
者

(
U
本
人
)
に
つ
い
て
は
た
と
え
死
刑
を
請
戻
し
て
も
(
各
人
生
得
の
)
寸
法
」
を
喪
失
す
る

(
H
「
法
喪
失
者
し
に
な
る
|
ラ
ン
ト
法
了

六
五
・
二
、
一
・
三
八
・
二
、
「
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
上
掲
箇
所
を
参
照
)
の
に
対
し
て
、
前
者

(
H
保
証
人
)
に
は
こ
の
「
法
喪
失
」
と
い
う
制
裁
は
及
ば
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
六
五
二
ニ
を
参
照
)
(
こ
れ
は
寸
保
証
人
L

・
「
後
見
人
」
一
般
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
だ
が
)
こ
の
点
で
両
者
に

対
す
る
制
裁
は
や
は
り
決
定
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

(
制
)
ラ
ン
ト
法
三
・
九
・
二
へ
の
補
遺
は
、
前
註
(
但
)
の
末
尾
に
引
用
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
つ
づ
い
て
い
る
。
「
ま
た
な
ん
ぴ
と
も
(
こ
の
)

平
和
(
の
期
間
)
内
に

(
-
W
)
、
平
和
(
V
)

が
約
定
さ
れ
て
い
る
者

(
H
相
手
方
)
を
(
相
手
ど
っ
て
)
訴
え
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
者
(

H

m

)

(
前
註
(
m
M
)

の
末
尾
で
用
い
た
符
号
で
言
え
ば
、

B
)
が
約
定
さ
れ
た
平
和
(
・

3
を
破
る
な
ら
ば
、
人
(
…
m
)
(
A
)
は
決
闘
に
よ
ろ
う
と
決
闘
に
よ

る
ま
い
と
そ
の
者

(A)
が
望
む
仕
方
で
、
彼

(
B
)
を
(
相
手
ど
っ
て
)
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
人

(
-
W
)
(
H
叫
び
声
を
も
っ
て
呼
び
集
め
ら
れ
た
裁

判
管
区
民
)
が
彼

(
B
)
を
現
行
犯
に
お
い
て
捕
え
る
な
ら
ば
、
人
(
V
)
(
H
裁
判
官
)
は
彼

(
B
)
に
対
し
て
(
こ
の
)
平
和
(
の
期
間
)
内
に
(
で
も
)
(
日
間
)

裁
き
を
下
す
ぎ
〈
巾
『
巾
口
市
ユ
与
仲
間
口
)
0

ま
た
、
人

(
V
)
(
B
)
が
約
定
さ
れ
た
平
和
(
の
期
間
)
内
に
(
川
)
城
塞
を
奪
い
、
あ
る
い
は
人
(
・
5
(
B
)

が
(
A
の
)
従
属
民
を
捕
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
な
し
た
者

(B)
は
彼
の
保
証
人

(
C
)
を
彼
の
宣
誓
を
も
っ
て
そ
れ
(
H
そ
の
責
)
か
ら
免
れ
さ
せ
る
こ

と
を
え
な
い
」
。

こ
の
件
り
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
プ
自
分
の
た
め
に
自
ら
平
和
を
約
定
し
た
者
」

(B)
が
そ
の
平
和
を
破
っ
た
場
合
に
か
か
わ
る
(
し
た

が
っ
て
、

B
が
こ
の
平
和
を
破
れ
ば
「
斬
首
刑
」
に
な
る
|
前
註
(
飽
)
を
参
照
)
が
、
そ
の
う
ち
最
後
の
文
章
(
「
平
和
」
(
川
)
)
は
、
次
の
二
つ
の
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
。
第
一
に
、
そ
こ
に
「
彼
の
保
証
人
し
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
註
(
回
)
に
お
け
る
「
他
人
の
た

め
に
平
和
を
約
定
す
る
L

の
解
釈

(
C
H
B
の
保
証
人
)
が
さ
ら
の
支
持
さ
れ
る
こ
と
(
な
お
、
三
・
九
・
一
お
よ
び
〔
コ
了
九
・
四
〕
に
は
、
他
の
者

を
法
廷
に
連
れ
出
す
こ
と
の
保
証
人
に
つ
い
て
、
も
し
本
人
が
(
保
証
人
を
伴
わ
ず
に
)
法
廷
に
出
頭
し
て
自
分
を
裁
判
に
か
け
て
く
れ
る
よ
う

(
S
B
n
Z巾)

申
出
る
な
ら
ば
、
保
証
人
を
免
責
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
趣
旨
の
補
遺
が
加
え
ら
れ
て
い
る
)
。
第
二
に
、
(
そ
れ
ら
の
補
遺
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
)
「
城
塞
を
奪
い
、
あ
る
い
は
(
相
手
方
の
)
従
属
民
を
捕
え
る
し
行
為
が
特
に
重
い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
(
因
み
に
、
こ
れ
ら
の
行
為

は
い
わ
ば
本
格
的
な
フ
ェ

l
デ
に
及
ん
だ
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
再
開
し
た
)
場
合
を
示
唆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
)
。

(
部
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0
・
三
。
(
中
世
法
に
お
け
る
)
「
宣
誓
し
の
問
題
に
つ
い
て
は
立
ち
入
っ
た
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
白
河
の
・

戸
田
門
同
二
〉
円
円
・
巴
門
戸

ω
-
E
N
R
を
参
照
。
「
替
市
制
日
L

に
(
「
平
和
L

以
外
の
)
「
宣
誓
」
が
禁
じ
ら
れ
た
の
は
、
「
宣
誓
」
が
証
人
と
し
て
神
を

呼
び
出
す
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
条
項
に
は
、
例
外
と
し
て
も
う
一
つ
、
「
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
者
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説

を
相
手
ど
っ
て
」
宣
誓
す
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
。

(
M
m
)

ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
・
二
。
な
お
、
本
文
引
用
中
の
後
半
は
、
『
邦
訳
』
に
「
こ
れ
に
た
が
っ
て
武
器
を
帯
び
る
者
は
す
べ
て
裁
判
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
、
け
だ
し
、
彼
等
が
そ
れ
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
帝
国
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
」
と
あ
っ
た
の
を
改
め
た
も
の

で
あ
る
。
改
訳
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
の
考
証

2
2門
戸

ω
H
8・
〉
ロ
ヨ
・
印
吋
)
に
拠
れ
ば
、
こ
の
条
項
の
下
敷
に
な
っ
た
の
は
、
二
三
二
年
九
月
一
日
の
い
わ
ゆ
る

「
ザ
ク
セ
ン
・
ラ
ン
ト
平
和
令
」
の
次
の
条
項
で
あ
る

o
n・
5
一ω巾
2
-
B
R
凹ム
E
Z
ユn
2
2
R
B白
含
一
円
巾
ロ
デ
買

g
q
e江
田

C
E
2
回一

2
仲

間

)

吋

0
・

回
門
司
目
立
円
宮
内
出
円
即
ぴ

g片
足
-
巴
回
目

g
g
g
E門出
np
田
口
広
告
即
日
仏

8
5
7
2仏
国
民

R
W
E
5
5・
sco仏
ロ
ロ
ロ
訪
問
ヨ
町
内
庁

E
n
a
m
Z仲
間
ロ
仲
良

胃
2
q
D
E
E
m
-白
色
町
包
円
三
回
}
ご
巾
円
〈
ぽ

E
B
(
H
寸
鎧
と
武
器
を
(
身
に
)
帯
び
る
従
者
た
ち
(
あ
る
い
は
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
l
レ
ン
|
以
下
同
様
)
は

(
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
)
追
放
さ
れ
て
い
る
(
者
な
)
の
で
あ
っ
て
、
被
追
放
者
と
同
じ
よ
う
に
裁
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
彼
等
が
、
捕
え
ら
れ
る
以
前
に

(
自
ら
出
頭
し
て
)
、
裁
判
官
の
前
で
、
爾
今
他
の
従
者
た
ち
と
同
じ
く
剣
以
外
の
い
か
な
る
武
器
を
も
用
い
な
い
旨
、
宣
誓
す
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
」
)
。
こ
の

規
定
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
二
つ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

第
一
に
、
こ
の
ラ
ン
ト
平
和
令
の
規
定
は
お

2
-
2
5聞
に
限
っ
て
剣
以
外
の
武
器
の
携
行
を
禁
止
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ

ピ
l
ゲ
ル
は
そ
の
禁
止
を
一
般
化
(
特
に
騎
士
身
分
の
者
に
も
拡
大
)
し
て
い
る
(
こ
う
し
た
志
向
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
改
め
て
論
ず
る
が
、
ク
レ
ツ
シ
ェ

ル
『
ゲ
ル
マ
ン
法
』
、
前
註
(
卯
)
に
所
掲
の
箇
所
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
。
第
二
に
、
こ
の
禁
止
に
違
反
し
た
者
は
(
た
だ
ち
に
)
被
追
放
者
と
見
な
さ

れ
、
被
追
放
者
と
同
じ
よ
う
に
裁
か
れ
た
こ
と
。
因
み
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
!
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
追
放
は
犯
罪
に
つ
い
て
訴
え
ら
れ
て
(
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
法
廷
に
出
頭
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
逃
亡
し
て
)
い
る
者
を
法
廷
に
出
頭
さ
せ
る
た
め
の
強
制
手
段
と
考
え
ら
れ
て
お
り
(
「
ア
イ
ゲ

ン
ヘ
三
・
(
四
)
、
三
二

1
三
三
頁
を
参
照
)
、
被
追
放
者
は
い
つ
で
も
そ
れ
か
ら
自
分
を
引
戻
し
て
法
廷
に
出
頭
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
(
ラ
ン
ト

法
三
・
一
七
・
一
を
参
照
。
な
お
そ
の
際
、
被
追
放
者
に
対
し
て
寸
平
和
」
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
節
・
(
五
)
で
論
じ
た
ラ
ン
ト
法
二
・
四
・

一
お
よ
び
三
・
三
四
・
一
(
前
註
(
日
)
お
よ
び
(
閉
山
)
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
が
、
も
し
彼
が
追
放
中
に
捕
ま
る
と
寸
そ
れ
は
彼
の
生
命
に
及
ぶ
」
と
さ
れ

て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
六
八
・
五
〕
)
。
し
た
が
っ
て
、
追
放
に
関
し
て
は
、
ザ
ク
セ
ン
・
ラ
ン
ト
平
和
令
と
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
は
基
本

的
に
同
じ
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
(
な
お
、
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
前
掲
箇
所
に
次
の
こ
と
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
ま
ず

地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
そ
の
上
で
帝
国
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
る
ケ
l
ス
の
み
を
論
じ
た
が
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
は
、
国
王
が
い
き
な
り
ア
ハ
ト
に
処

す
る
ケ
l
ス
も
出
て
く
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六

0
・
三
)
。
こ
の
こ
・
七
一
・
二
は
後
者
の
一
ケ
l
ス
で
あ
る
)
。

論
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ザクセンシュピーゲノレにおける平和と法(1)

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
邦
訳
』
の
ま
ま
で
は
、
第
一
に
、
違
反
者
が
捕
え
ら
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
「
帝
国
ア
ハ
ト
し
に
処
せ
ら
れ
る

よ
う
に
読
め
る
こ
と
、
第
二
に
、
「
帝
国
ア
ハ
ト
」
が
(
違
反
者
を
処
断
す
る
根
拠
で
は
な
く
)
彼
等
に
対
す
る
刑
罰
と
読
め
る
こ
と
、
以
上
二
点
が

特
に
問
題
で
あ
る
こ
と
を
御
理
解
い
だ
だ
け
よ
う
。

な
お
、
。
〈
R
y
-
-
n
y
gロ
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
註
(
却
)
で
論
じ
て
お
い
た
が
、
こ
の
場
合
は
前
述
の
よ
う
に
「
生
命
に
及

ぶ
」
こ
と
に
な
る
か
ら
、
剣
以
外
の
武
器
携
行
の
禁
止
を
破
っ
た
者
も
、
ラ
ン
ト
法
二
・
二
一
一
・
五
の
「
平
和
破
壊
者
」
(
前
註
(
却
)
を
参
照
)
に
含

ま
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。

(
肝
)
た
と
え
ば
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
(
者
開
〉
「
回
目

R
Z
F
Uぽ
の
巾

J
5
5
丘
団
の

E
ロ
岳
山

m
g
己
巾
印
巳

Z
Zロ門田
2
g
n
y
g
ω
田口町内ロ吋巾

n
v
F
E
N∞・

ω・

冨
)
は
、
こ
の
両
者
を
一
括
し
て
|
特
定
の
人
物
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
「
特
別
な
平
和
」
の
一
つ
で
あ
る

1
5ユ
E
m
m
E
Zな
(
H
契

約
に
も
と
づ
く
)
平
和
に
数
え
て
い
る
し
、
ヒ
ル
シ
ユ
(
呂
田
戸
ω
ω
N
H
)

に
い
た
っ
て
は
、
「
約
定
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
宣
誓
さ
れ
る
平
和
」
を

一
括
し
た
上
、
両
者
の
史
料
的
典
拠
(
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0
・
二
一
、
二
・
七
一
・
二
、
三
-
八
、
三
・
九
・
二
、
三
・
五
四
・
二
)
を
互
い
に
区
別
す
る

こ
と
な
く
羅
列
し
て
い
る
。

(
肪
)
こ
う
し
た
禁
止
が
寸
公
的
な
」
権
力
に
よ
ら
な
け
れ
ば
不
可
能
な
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
因
み
に
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る

地
域
の
う
ち
「
村
(
落
)
」
だ
り
は
、
前
項
・
つ
二
(
前
註

(
M
)
に
対
応
す
る
本
文
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
寸
古
来
の
平
和
」
(
な
い
し
「
国
王
の
平
和
L
)

の
保
護
下
に
あ
る
(
「
都
市
」
や
「
城
塞
」
に
同
じ
保
護
が
及
ば
な
い
の
は
、
そ
の
自
衛
能
力
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
反
面
こ
の
条
項
が
、
「
都
市
L

と

「
城
塞
」
の
両
者
は
そ
の
内
部
に
つ
い
て
は
「
特
別
平
和
領
域
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
点
に
注
意
さ
れ
た
い
。
な
お
、
「
城
塞
L

に
つ
い
て
「
約
定
さ
れ
る
平
和
L

が
存
在
し
う
る
こ
と
は
、
前
項
・
(
七
)
で
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
点
、
「
都
市
」
に
つ
い
て
は
明
文
の
条
項
が
な

い
)
。
ま
た
、
こ
の
後
段
か
ら
し
て
、
こ
の
条
項
の
前
段
に
お
け
る
槍
の
携
行
の
禁
止
は
、
こ
れ
ら
の
城
塞
・
都
市
・
村
(
落
)
な
ど
こ
般
に
)
人

の
居
住
す
る
地
域
以
外
の
と
こ
ろ
に
か
か
わ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
念
の
た
め
に
、
(
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
の
描
く
)
当
時
の
人
々
の
武
装
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
(
と
り
あ
え
ず
吋
巾
江
戸
色
。

a
R
仏
句

者
。
ユ
同
2
5
8
に
拠
り
)
印
者
巾
え
と
さ
曲
目
】
巾
ロ
の
用
語
法
を
も
と
に
概
観
し
て
み
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
剣
を
も
含
め
て
一
切
の
武
器
を
帯
び
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
場
合
。
@
こ
の
ラ
ン
ト
法
ニ
・
七
一
・
二
の
後
段
。
⑥
国
王
の
罰
令

権
の
下
で
裁
判
集
会
が
お
こ
な
わ
れ
る
際
の
裁
判
官
と
参
審
員
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
九
・
二
。
@
フ
ロ

i
ン
ボ

l
テ
が
判
決
の
執
行
に
当
た
る
と
き

(
ラ
ン
ト
法
=
了
五
六
・
二
、
前
註
(
的
)
を
参
照
1
1
因
み
に
、
こ
れ
を
前
出
@
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ロ

l
ン
ボ
l
テ
が
剣
さ
え
帯
び
な
い
の
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は
、
(
必
ず
し
も
彼
等
が
騎
士
の
出
自
を
持
た
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
)
彼
等
に
よ
る
判
決
の
執
行
が
裁
判
(
集
会
)
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
理
解
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
、
と
見
当
が
つ
く
)
。
@
主
君
に
よ
っ
て
所
領
を
剥
奪
さ
れ
た
家
臣
が
、
そ
の
所
領
を
引
戻
す
た
め
に
レ

1
ン
法
廷
に
出
頭
す
る
と
き

(レ

l
ン
法
六
七
・
一
、
「
ラ
ン
ト
法
と
レ

l
ン
法
」
(
二
、
註
(
日
)
で

g
S
(軽
蔑
な
い
し
卑
下
)
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
参
照

a
|
因
み
に
、
「
補

論
」
、
註
(
初
)
で
耳
丘
町

-g
の
用
語
法
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
家
臣
は
「
服
務
紀
律
違
反
」
ま
た
は
「
不
服
従
」
の
か
ど
で
有
責
と
さ
れ
た
者

と
推
定
さ
れ
る
)
。
第
二
に
、
剣
の
み
の
携
行
が
許
さ
れ
て
い
る
場
合
。
@
こ
の
ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
・
二
の
前
段
。
⑥
犯
罪
の
ゆ
え
に
訴
え
ら
れ

て
い
る
者
が
法
廷
に
出
頭
す
る
と
き
(
三

O
名
に
か
ぎ
っ
て
同
行
を
認
め
ら
れ
る
が
て
被
告
お
よ
び
同
行
者
全
員
(
ラ
ン
ト
法
二
・
六
七
1

因
み
に
、

こ
れ
と
前
出
・
第
一
の
④
(
レ

l
ン
法
六
七
・
二
と
の
差
は
、
後
者
に
お
い
て
は
家
臣
が
す
で
に
「
有
責
L

と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ラ
ン
ト
法
二
・
六

七
で
は
、
ま
だ
(
犯
罪
の
ゆ
え
に
訴
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
)
「
有
罪
」
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
(
法
廷
)
決
闘
L

に
及
ぶ
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
も
と
づ
く
の
で
は
な
い
か
、
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
ラ
ン
ト
法
二
・
六
七
も
「
ラ
ン
ト
平
和
(
令
)
群
」
に
属
し
て
い
る
)
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
第
一
に
、
こ
こ
に
挙
げ
た
以
外
の
場
合
に
は
、
(
主
君
に
問
責
さ
れ
て
レ

l
ン
法
廷
に
召
喚
さ
れ
る
場
合
も
含
め
て
)

(
少
な
く
と
も
)
騎
士
の
出
自
を
持
つ
者
は
自
由
に
槍
を
携
行
で
き
た
こ
と
(
前
註
(
必
)
を
参
照
)
、
第
二
に
、
ラ
ン
ト
法
ニ
・
七
一
・
二
の
武
器
の
携

行
の
禁
止
は
(
前
段
の
槍
の
携
行
の
禁
止
に
限
っ
て
も
)
き
わ
め
て
き
び
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

(
的
)
前
註
(
筋
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
卯
)
閉
山
田
♂
白
・
白
・

0
回
日
寸
巾
一
一
・

5
8噂

ω・
ロ
?
お
よ
び
、
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
『
ゲ
ル
マ
ン
法
』
、
一
七
六

1
一
七
七
頁
を
参
照
。
因
み
に
ク
レ
ツ

シ
ェ
ル
は
、
「
ア
イ
ケ
は
、
彼
が
底
本
と
し
た
も
の

(
H
一
三
世
紀
前
半
の
あ
る
ラ
ン
ト
平
和
令
)
の
中
で
、
平
和
(
令
)
が
特
定
の
期
間
の
み
に
限
っ

て
誓
約
さ
れ
て
い
る

(
F
g
n
F宅

2
2
1
本
稿
で
用
い
て
い
る
訳
語
で
言
え
ば
、
「
宣
誓
さ
れ
て
い
る
」
)
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
箇
所
を
す
べ
て
取

り
除
く
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
・
こ
に
は
、
、
こ
う
し
た
ア
イ
ケ
の
基
本
的
作
業
態
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

底
本
(
H
当
時
の
ラ
ン
ト
平
和
令
)
に
お
け
る
「
平
和
」
の
時
限
的
性
格
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
引
)
司
コ
巾
門
庁
ロ
印
巾
互
に
つ
い
て
は
、
』
・
の
阿
国
ZZCE何
回
咽
。
一
命
戸
田
口
門
同
町
ユ
巾
弘
司
ロ
叩
σ巾
名
目
関
口
口
m
-ロ
ロ
巾
E
R
E白口弘

σ
g
N
C
B
E包ロ
N巾
吋
河
内
山
n
r
m
gロ己・

E
a
g
〈
。
ロ
ロ
ω
日
・
呂
町
N

・
σ
2・
ω

H

C
品
町
内
・
・
お
よ
び
、
(
そ
れ
を
批
判
的
に
紹
介
し
た
)
拙
稿
「
ド
イ
ツ
中
世
の
平
和
運
動
に
お
け
る
「
公
共
性
の

理
念
」
」
(
二
)
(
「
歴
史
学
研
究
」
一
七
三
、
一
九
五
四
年
、
一
六
頁
以
下
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
但
)
前
註
(
剖
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
回
)
ラ
ン
卜
法
三
・
五
四
・
二
。
こ
の
条
項
に
お
い
て
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、

説
三ム
日岡

ほ
か
な
ら
ぬ
平
和
に
関
し
て
「
約
定
」
と
「
宣
誓
」
が
峻
別
さ
れ

北法40(5-6・ト504)1646



ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
因
み
に
、
国
王
が
即
位
後
宣
誓
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
宣
誓
が
自
己
呪
唄
を
も
意
味
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
出
問
。
(
前
註

(
お
)
に
所
引
の
箇
所
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
な
お
こ
の
条
項
は
、
国
王
の

(
H
国
王
が
国
主
と
し
て
行
な
う
)
宣
誓
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
、
国
王

が
(
「
宣
誓
L

の
代
り
に
)
行
な
う
平
和
の
「
約
定
」
を
、
国
王
が
い
わ
ば
寸
私
人
」
と
し
て
誰
か
と
平
和
を
約
定
す
る
場
合
を
想
定
し
た
も
の
、
と

理
解
す
る
余
地
は
な
い
。

(
倒
)
前
註

(8)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
何
)
『
邦
訳
』
で
は
、
関
係
箇
所
は
「
そ
れ
に
加
う
る
に
(
己
貸
吉
)
各
週
四
日
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
機
会
に
「
そ
れ
に
は
各
週
四
日
(
が
属

し
て
い
る
ご
と
改
め
て
お
き
た
い
。
こ
の
場
合
、
「
そ
れ
」
は
文
言
上
「
平
和
日
L

と
取
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
私
と
し
て
は
本
項
で
後
述
す
る

理
由
で
(
少
な
く
と
も
実
質
的
に
は
)
「
控
訴
制
日
」
を
指
す
と
解
し
た
い
。

(
伺
)
こ
の
箇
所
、
『
邦
訳
』
で
は
「
裁
判
所
に
お
い
て
L

と
な
っ
て
い
る
が
、
本
文
の
よ
う
に
改
め
て
お
き
た
い
。
前
註
(
位
)
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

m
巾
円
一
円
宮
門
巾
の
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
「
ラ
ン
ト
法
と
レ

l
ン
法
」
(
二
)
で
検
討
す
る
が
、
円
ロ
門
田
巾
ヨ
巾
(
。
門
日
巾

5
5巾
)
官
三
n
y
Z
と
い
う
表
現
も

例
外
な
く
「
裁
判
管
区
に
お
い
て
L

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
肝
)
『
邦
訳
ヘ
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0
・
一
へ
の
訳
註
(

1

)

(

一
一
二
八
頁
)
で
も
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
「
禁
制
日
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
日
を
指
す

か
に
つ
い
て
学
者
の
見
解
は
岐
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
ラ
ン
ト
法
二
・
六
六
・
二
に
関
す
る
限
り
(
そ
の
い
ず
れ
と

も
異
な
り
)
、
「
禁
制
臼
」
を
、
「
神
聖
日
L
H
(
具
体
的
に
は
、
ど
こ
ま
で
を
含
む
か
は
別
に
し
て
)
キ
リ
ス
ト
教
の
祝
祭
日
(
お
よ
び
そ
の
前
後
の
期
間
)

と
は
区
別
さ
れ
た
「
平
和
日
」
、
す
な
わ
ち
「
各
週
四
日
(
の
週
日
)
」
、
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
「
禁
制
日
」
を
(
「
平
和
臼
」

よ
り
も
)
狭
義
に
用
い
る
用
法
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
レ

1
ン
法
四
・
四
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
伺
)
「
神
の
休
戦
」
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
拙
稿
「
神
の
平
和
」
(
前
註
辺
)
、
七
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
的
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0
・
一
(
念
の
た
め
に
一
言
す
る
と
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
語
第
二
版
の
お
い
て
補
足
さ
れ
た
条
項
で
あ
る

l
前
註
(
5
)
を
参
照
)
。
な

ぉ
、
帝
国
ア
ハ
ト
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
仰
)
を
、
。
〈
巾
叫
す
・
ュ
n
y
gロ
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
お
)
お
よ
び
次
註
(
間
)
を
参
照
さ
れ
た

(
瑚
)
同
じ
く
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0
・
一
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
者
は
(
た
だ
、
身
体
・
生
命
刑
の
判
決
を
下
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
)

た
だ
ち
に
処
刑
さ
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
。
そ
う
考
え
る
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
。

現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
者
に
は
、
(
一
般
に
)
(
法
廷
で
訴
え
ら
れ
た
者
が
自
分
の
無
実
を
証
明
す
る
た
め
に
用
い
る
)
防
禦
(
な
い
し
雪
完
)
手
段
を
一

北法40(5-6・1.505) 1647 



説

切
認
め
ら
れ
な
い
、
と
解
さ
れ
る
が
(
た
と
え
は
、
回
目
N
C
円
回
門

Y
〉
『
円
・
出
血
邑
町
民
同
巾
、
門
白
グ
∞

-
S
S
R
-
を
参
照
)
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
は

そ
う
し
た
趣
旨
の
こ
と
を
正
面
か
ら
規
定
し
た
条
項
は
な
い
。
し
か
し
、
後
代
の
補
遣
に
か
か
る
条
項
で
は
あ
る
が
、
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
者

の
「
据
罪
」
に
つ
い
て
定
め
た
ラ
ン
ト
法

2
7
八
八
・
四
〕
は
|
地
方
的
追
放
中
に
捕
え
ら
れ
た
者
の
「
据
罪
」
に
つ
い
て
定
め
た
〔
三
・
八

八
・
一
一
〕
・
〔
=
了
八
八
・
三
〕
と
比
較
す
る
と
ー
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ラ
ン
ト
法
二
・
九

・
一
一
一
は
現
在
の
私
の
読
み
方
で
は
|
も
っ
と
明
確
に
そ
の
こ
と
を
示
唆
(
な
い
し
、
前
提
)
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
ラ
ン
卜
法
二
・
九
・

一一一

H
あ
る
捕
え
ら
れ
た
者
を
め
ぐ
る
(
『
邦
訳
』
の
「
の
た
め
に
」
を
そ
う
改
め
た
い
)
訴
が
判
決
を
も
っ
て
次
の
期
日
ま
で
延
期
さ
れ
る
場
合
に
は
、
人
(
H
裁
判

官
)
は
彼
を
担
保
と
し
て
(
彼
を
捕
え
て
法
廷
に
連
れ
出
し
た
者
に
)
交
付
す
(
円
。

σミ
唱
岳
ロ
)
べ
き
で
あ
る
し
|
『
邦
訳
』
で
は
(
目
・
戸

ω
H吋
N

に
従

い
)
、
円
。

σ。
門
間
巾
己
己
ロ
を
「
保
釈
を
受
け
る
」
と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
は
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
他
の
二
箇
所
(
ラ
ン
ト
法
一
・
七

0
・

二
、
三
・
四
三
・
二
)
で
は
、
い
ず
れ
も
「
担
保
と
し
て
交
付
す
る
」
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
ラ
ン
ト
法
二
・
八
か
ら
は
「
犯
罪
」
を
め
ぐ
る
訴
に
つ
い

て
の
記
述
が
始
ま
る
が
、
二
・
九
・
一
ま
で
の
条
項
は
法
廷
で
の
(
換
言
す
れ
ば
、
「
捕
え
ら
れ
て
い
な
い
者
」
に
対
す
る
)
訴
に
つ
い
て
述
べ
、
二
・
九
・
三

は
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
「
捕
え
ら
れ
た
者
」
を
め
ぐ
る
訴
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
「
(
保
証
人
を
立
て
て
)
保
釈
を
受
け
る
」
と
い
う
の

で
は
、
(
実
質
的
に
)
二
・
九
・
二

(
H
原
告
・
被
告
の
双
方
が
法
廷
に
出
頭
す
る
た
め
の
保
証
人
を
立
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
)
と
の
差
が
な
く
な
る
。
さ
ら

に
二
・
九
・
三
に
は
、
後
に
右
の
引
用
の
あ
と
(
ド
イ
ツ
語
第
二
版
で
)
「
彼
が
現
行
犯
に
お
い
て
捕
え
ら
れ
た
の
で
な
い
か
ぎ
り
」
と
い
う
補
足
が
加
え
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
訴
を
延
期
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
ち
に
裁
き
を
下
(
し
て
処
刑
)
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う

意
味
の
留
保
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
)
。
な
お
、
。
〈

q
y・
ユ
門
町
広
口
に
「
(
誰
か
を
)
処
刑
す
る
し
と
い
う
用
法
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
註

(
お
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
削
)
ラ
ン
ト
法
〔
二
・
一

0
・
四
〕
(
後
註
(
凶
)
に
対
応
す
る
本
文
に
引
用
)
。
現
行
犯
と
平
和
破
壊
の
関
係
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
が
、
と
り

あ
え
ず
前
註
(
お
て
(
臼
)
・
(
剛
)
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叩
)
ラ
ン
卜
法
二
・
一

0
・
三
。
前
註
(
出
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
問
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一
一
・
四
。
ほ
か
に
ラ
ン
ト
法
〔
二
・
一

0
・
五
〕
、
三
・
六
一
・
一
を
も
参
照
。
な
お
、
同
じ
趣
旨
の
規
定
は
レ

1
ン
法
上
の

裁
判
集
会
に
つ
い
て
も
存
在
す
る
(
す
ぐ
に
詳
述
す
る
レ

l
ン
法
四
・
四
の
ほ
か
、
レ
ー
ン
法
六
五
・
二
、
六
九
・
一

O
、
七
二
・
一
を
も
参
照
)
。

な
お
、
「
禁
制
日
L

に
は
裁
判
集
会
を
開
催
し
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
現
行
犯
を
裁
く
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
抱
か
れ
る
方
の
た

め
に
一
言
し
て
お
く
と
、
現
行
犯
に
対
す
る
裁
判
は
(
も
と
も
と
は
)
そ
の
都
度
ゴ

l
グ
ラ

1
ブ
を
選
ん
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
(
ラ
ン
ト

論

北法40(5-6・I・506)1648



ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

法
一
・
五
五
・
二
、
一
・
五
六
を
参
照
)
、
こ
れ
は
(
あ
ら
か
じ
め
裁
判
期
日
を
定
め
て
お
こ
な
わ
れ
る
)
「
裁
判
集
会
」
(
そ
の
最
も
重
要
な
も
の
に
つ
い
て

は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
二
を
参
照
)
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
次
註
(
則
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
山
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0
・
五
(
H
寸
人
が
禁
制
日
内
に
犯
罪
の
ほ
か
他
の
い
か
な
る
こ
と
を
訴
え
て
も
、
裁
判
官
は
そ
れ
を
裁
く
こ
と
が
で
き
る
L

)

。
こ
の

条
項
に
つ
い
て
も
、
寸
禁
制
日
し
に
は
裁
判
集
会
を
開
催
し
な
い
の
に
、
な
ぜ
裁
判
官
が
(
犯
罪
以
外
の
)
訴
を
裁
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い

う
疑
問
を
抱
か
れ
る
向
き
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
寸
裁
判
官
は
(
も
と
も
と
)
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
訴
を
:
:
:
、
彼
の
裁
判
管
区
内
で
(
あ
れ

ば
)
ど
こ
で
あ
れ
彼
の
居
る
と
こ
ろ
で
、
裁
く
こ
と
が
で
き
る
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五
九
・
二
の
で
あ
っ
て
、
特
に
犯
罪
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
両
当
事
者
が
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
次
の
「
裁
判
集
会
」
(
前
註
(
問
)
を
参
照
)
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
(
い
つ
)
ど
こ
で
で

も
そ
の
場
で
即
決
で
き
た
、
と
考
え
ら
れ
る
(
後
代
、
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0
・
五
の
前
記
引
用
の
箇
所
に
、
〔
そ
こ
に

(
H
そ
の
場
に
)
居
合
わ
せ
て
い
る

者
に
対
し
て
〕
と
補
っ
て
い
る
の
に
注
意
さ
れ
た
と
。
因
み
に
、
レ

l
ン
法
に
関
し
て
も
、
家
臣
二
人
が
一
つ
の
所
領
を
訴
求
す
る
ケ

1
ス
に
つ
い
て

は
、
主
君
は
(
い
わ
ば
正
式
の
)
裁
判
集
会
以
外
の
形
で
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
条
項
が
あ
る
(
レ

l
ン
法
六
六
・
五

あ

ぷ

み

、

U

「
い
ず
れ
の
日
で
あ
れ
、
家
臣
が
彼
の
主
君
の
た
め
に
鐙
を
抑
え
、
ま
た
は
(
裁
判
集
会
で
)
判
決
を
発
見
し
、
ま
た
は
贈
物
を
も
っ
て
ま
た
は
他
の
事
物
を

も
っ
て
彼
(
日
主
君
)
に
勤
務
(
な
い
し
、
奉
仕
)
す
る
日
に
は
、
彼

(
H
家
臣
)
は
彼
の
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
に
出
頭
す
る
義
務
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

主
君
は
、
彼
の
家
臣
二
人
の
一
つ
の
所
領
に
対
す
る
訴
求
を
、
彼
等
の
う
ち
一
人
ま
た
は
彼
等
が
二
人
と
も
彼
(
日
主
君
)
へ
の
勤
務
(
な
い
し
、
奉
仕
)
中
で
あ
っ

て
も
、
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
L

|

|

「
ラ
ン
ト
法
と
レ

i
ン
法
」
(
二
、
註
(
認
)
を
参
照
)
。

(
附
)
も
ち
ろ
ん
、
「
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
者
」
は
(
犯
罪
の
態
様
に
よ
っ
て
は
)
た
だ
ち
に
処
刑
さ
れ
た
場
合
も
あ
り
う
る
し
(
前
註
(
川
)
を
参
照
)
、

ま
た
、
(
地
方
的
追
放
に
処
せ
ら
れ
る
の
は
も
と
も
と
「
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
」
犯
罪
の
ケ

1
ス
に
限
ら
れ
る
が

l
ラ
ン
ト
法
一
・
六
八
・
一
参
照
)
「
地

方
的
追
放
中
に
捕
え
ら
れ
た
者
」
が
追
放
の
原
因
と
な
っ
た
犯
罪
(
の
種
類
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
)
に
つ
い
て
有
罪
と
さ
れ
れ
ば
「
そ
れ
は

彼
の
生
命
に
及
ぶ
」
(
前
註
(
お
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
き
び
し
い
(
実
体
的
な
)
制
裁
は
「
現
行
犯
L

な
い
し
「
地
方
的
追
放
L

(
お
よ
び
「
帝
国
ア
ハ
ト
」
)
の
効
果
で
あ
っ
て
寸
禁
制
日
」
そ
の
も
の
の
効
果
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
禁
制
日
以
外
の
日
に
逮
捕
さ
れ
て
も
、
「
現
行

犯
」
や
「
地
方
的
追
放
(
な
い
し
、
帝
国
ア
ハ
ト
)
中
の
者
」
に
は
同
じ
制
裁
が
科
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
替
市
制
日
」
は
そ
う
し
た
(
き
び
し
い
)

制
裁
が
適
用
さ
れ
る
(
時
間
的
な
)
枠
を
拡
げ
た
り
、
そ
の
た
め
の
手
続
を
容
易
に
し
た
り
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

(
胤
)
前
註
(
肝
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
町
)
レ

1
ン
法
四
・
四
。
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説

(
削
)
前
註
(
肝
)
を
参
照
。
因
み
に
レ

l
ン
法
四
・
四
は
、
本
文
に
引
用
し
た
あ
と
、
寸
し
か
し
な
が
ら
、
午
前
お
よ
び
禁
制
日
(
広
義
)
外
に
判
決
を

も
っ
て
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

(
H
訴
)
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
人
は
午
後
お
よ
び
に
禁
制
日
(
狭
義
)
に
(
か
か
っ
て
も
)
|
(
た
だ
し
)
祝
祭
日
に

で
は
な
く

1
l
了
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
つ
づ
い
て
い
る
。

(
問
)
前
註
(
問
)
の
前
段
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
川
)
レ
1

ン
法
六
九
・
一
二
。

(
山
)
レ

l
ン
法
六
九
・
一
一
。

(山

)
σ
2巾
「
巾
ロ
の
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
訂
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
山
)
前
註
(
引
)
を
参
照
。

(
山
)
同
じ
く
前
註
(
訂
)
お
よ
び
前
註
(
臼
)
で
「
(
軽
微
な
)
暴
行
」
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
因
み
に
ホ

1
マ
イ
ヤ

1
は
、
こ
の

レ
1
ン
法
六
九
・
二
一
へ
の
註
解

E
。
ロ
ゲ
ω
N∞ω)
の
中
で
、
守
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
絵
解
本
』
(
白
血
。
・

ω目
】

N吋
咽
全
王
室
照
)
の
こ
の

件
り
の
絵
を
、

J
一
足
を
破
る
者
は
根
棒
を
も
ち
も
う
一
人
の
者
を
し
っ
か
り
掴
ま
え
て
い
る
」
と
描
写
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
条
項

に
つ
い
て
の
『
絵
解
本
』
作
者
の
理
解
は
私
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
推
定
で
き
よ
う
(
た
だ
し
念
の
た
め
に
二
百
し
て
お
く
と
、
「
し
っ
か
り
燭

ま
え
て
い
る
」
と
い
う
の
は
ラ
ン
卜
法
三
・
三
七
・
一
の
「
引
き
掴
む
」
の
意
味
で
あ
っ
て
、
ラ
ン
ト
法
二
・
一
二
了
五
の
「
(
い
わ
ば
本
格
的
に
)
捕
え
る
」

(
今
日
的
に
言
え
ば
、
「
(
不
法
)
逮
捕
・
監
禁
」
)
に
は
当
た
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
る
)

0

序
に
言
っ
て
お
く
と
、
こ
れ
に
関
連
す
る
ラ
ン
ト
法
一
・
五
三
・
四
H

「
な
ん
ぴ
と
も
一
つ
の
事
件
の
ゆ
え
に
二
度
罰
金
を
支
払
う
こ
と
は
な

い
、
彼
が
一
つ
の
行
為
に
よ
っ
て
平
和
を
破
り
か
つ
破
門
の

(
H
破
門
に
相
当
す
る
)
罪
を
犯
す
の
で
な
い
か
ぎ
り
。
こ
う
し
た
者
は
、
教
会
の
裁

判
所
を
世
俗
の
(
そ
れ
と
双
方
)
に
対
し
て
(
ぢ
間
色

a
z
z
g巾
B
n
y
g
E母

Z
Z『}去
E
E
T
-
-
『
邦
訳
』
に
は
、
「
宗
教
的
な
法
お
よ
び
世
俗
的

な
そ
れ
に
従
っ
て
」
と
あ
る
の
を
、
前
出
・
レ

1
ン
法
六
九
・
一
二
と
の
比
較
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
改
め
た
)
罰
金
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た

彼
が
傷
つ
け
た
(
間
巾
抱
月
二
H
2
2
)
者
に
対
し
て
は
賄
罪
金
を
(
一
つ
)
支
払
う
」
も
、
「
(
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
)
平
和
を
破
り
か
つ
破
門
の
罪
を

犯
す
」
行
為
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
行
為
か
を
め
ぐ
っ
て
、
理
解
の
容
易
で
な
い
条
項
で
あ
る
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
(
真
先
に
)

「
教
会
堂
や
墓
地
で
強
奪
す
る
」
行
為
な
ど
を
考
え
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
が
(
た
と
え
ば
、
ラ
ン
ト
法
〔
一
了
一

0
・
四
〕
を
参
照
)
、
こ
う
し
た
行
為

は
(
前
註
(
お
)
に
対
応
す
る
本
文
で
)
前
述
し
た
よ
う
に
「
車
裂
き
し
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
罰
金
と
煩
罪
金
の
支
払
し

で
足
り
る
こ
の
条
項
の
ご
つ
の
行
為
」
は
、
前
述
の
レ

1
ン
法
六
九
・
一
二
と
同
じ
く
「
(
軽
微
な
)
暴
行
ヘ
さ
ら
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に

壬A
日間
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ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

「
破
門
の
罪
を
犯
す
」
と
い
う
の
は
「
祝
祭
日
(
の
平
和
)
」
を
破
る
こ
と
、

念
頭
に
置
い
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
、
(
『
邦
訳
』
で
は
「
害
す
る
L

と
し
て
い
る
)
印

q
g
の
語
は
〈
巾
吋
印
巾
}
弓

g(Ec--司
∞
・
ミ
叶
)
H
〈
句
者
己
ロ
色
町
ロ
(
白
・
印
。
ロ
∞
門
町
二

ω・芯)、

〈巾ユ

2
2ロ
(
寸
四
三
戸

ω
日

ω由ロ
-E-
士山・

50)
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
を
文
字
通
り
に
寸
他
の
者
を
(
不
具
に
し
ま
た
は
)
傷
つ
け
る
し
と
解

す
る
と
、
そ
う
し
た
行
為
は
(
原
則
と
し
て
)
寸
(
手
の
)
切
断
刑
し
を
も
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
(
ラ
ン
ト
法
二
・
一
六
・
二
)
、
(
同
じ

く
「
傷
つ
げ
る
L

と
い
っ
て
も
)
「
他
の
者
を
棒
を
も
っ
て
打
撃

(
H
打
っ
た
跡
)
が
腫
れ
る
ほ
ど
打
ち
、
ま
た
は
、
他
の
者
を
肉
(
に
達
す
る
)
傷
な

し
に
出
血
さ
せ
る
L

(

ラ
ン
ト
法
〔
一
・
六
八
・
二
〕
参
照
)
程
度
の
寸
被
害
を
与
え
る
」
こ
と
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
う
し
た
寸
(
軽
微
な
)
暴
行
L

と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
「
平
和
を
破
る
」
行
為
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
(
前
述
の
よ
う
に
平
和
を
破
っ
た
者

に
は
寸
禁
制
日
」
の
保
護
は
及
ば
な
い
か
ら
)
彼
が
「
禁
制
日
」
に
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ
た
り
(
現
行
犯
手
続
で
)
裁
か
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
え

た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
前
註
(
M
M
)

お
よ
び
(
臼
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
場
合
で
も
、
こ
の
(
軽
微
な
)
暴
行
犯
人
に
対
す
る
(
実

体
的
な
)
制
裁
は
罰
金
お
よ
び
蹟
罪
金
の
支
払
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
(
実
体
的
に
)
加
重
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

(
旧
)
前
註
(
泣
)
を
参
照
。

(
旧
)
ラ
ン
ト
法
三
・
七
・
三
(

1

)

(

前
註

(M)
に
対
応
す
る
本
文
)
、
三
・
八
(
出
)
(
前
註
(
初
)
に
対
応
す
る
本
文
)
、
三
・
九
・
二
(
・
H
)
(
前
註
(
出
)

に
対
応
す
る
本
文
)
、
同
〔
(
羽
)
〕
(
前
註
(
似
)
を
参
照
)
。

(
山
)
ラ
ン
卜
法
一
・
五
三
・
四
、
レ
ー
ン
法
六
九
・
一
二
(

1

)

と
つ
H

)

(

前
註
(
旧
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
。

(
旧
)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
一
一

(
H
「
不
真
正
な
人
々

2
5
n
y
z
-
E巾
l
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
九
参
照
)
は
、
人
命
金
な
し
で
あ
る

(
H
人
命
金
を
持

た
な
い
)
。
し
か
し
誰
で
あ
れ
、
彼
等
の
一
人
を
傷
つ
け
ま
た
は
強
奪
し
ま
た
は
殺
し
、
も
し
く
は
不
真
正
な
婦
人
を
強
姦
し
、
し
か
し
て
(
ロ
ロ
色
町
)
彼
等
に
対

し
て
平
和
(

1

)

を
破
る
者
が
あ
れ
ば
、
人

(
H
裁
判
官
)
は
平
和
の
法
に
従
っ
て

(
H
)

彼
に
対
し
て
裁
き
を
下
す
べ
き
で
あ
る
L

)

0

す
で
に
「
ア
イ
ゲ

ン
L

、
三
・
(
四
)
、
三
四
頁
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
傷
害
」
・
「
強
奪
」
・
「
殺
人
」
・
「
強
姦
L

な
ど
が
そ
れ
自
体
と
し
て
「
平

和
を
破
る
L

行
為
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
い
わ
ば
犯
人
を
(
後
述
す
る
)
寸
平
和
の
法
」
に
従
っ
て
処
断
す
る
論
拠
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
(
念
の
た
め
に
一
雷
同
し
て
お
く
と
、
(
婦
人
を
除
い
て
)
「
不
真
正
な
人
々
L

(

一
般
)
は
(
た
と
え
ば
前
述
の
「
国
王
の
平
和
」

な
ど
)
特
定
の
平
和
の
保
護
は
受
け
て
い
な
い
)
。
な
お
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
後
註
(
削
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
旧
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
三
・
一
(
前
註
(
初
)
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
。
な
お
、
本
文
で
「
傷
つ
け
:
:
:
」
と
訳
し
て
お
い
た
箇
所
は
、

つ
ま
り
全
体
と
し
て
、
祝
祭
日
に
「
(
軽
微
な
)
暴
行
」
を
働
く
行
為
を

厳
密
に
は
、
「
そ
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れ
か
ら
彼
(
川
原
告
)
は
彼

(
H
被
告
・
平
和
破
嬢
者
)
に
(
次
の
よ
う
に
)
責
を
問
う
べ
き
で
あ
る
、
彼

(
H
被
告
)
は
彼

(
H
自
分
・
原
告
)
を
傷

つ
け
、
ま
た
彼
に
暴
力
(
仏
巾

E
C
を
加
え
た
、
そ
れ
(
リ
暴
力
)
を
彼

(
H
自
分
)
は
挙
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
と
)
。
そ
れ
か
ら
彼
は
そ
の

傷
、
ま
た
は
、
そ
れ
が
治
癒
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
傷
跡
を
示
す
べ
き
で
あ
る
」
、
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
傷
害
が
ど
の
程
度
の
も
の
か
は
こ
れ

以
上
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
条
項
(
に
始
ま
る
一
連
の
条
項
)
は
被
害
者
が
「
平
和
破
壊
者
L

に
(
法
廷
)
決
闘
を
挑
む
手
続
を
詳
細
か
つ
具
体
的
に

述
べ
た
件
り
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
原
告
自
身
が
決
闘
を
戦
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
(
こ
の
条
項
の
「
平
和
破
壊
」
に
「
殺
人
」
が
含
ま
れ
な

い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
)
、
こ
の
「
傷
害
」
は
前
註
(
訂
)
で
前
述
し
た
よ
う
な
軽
微
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
し
か
し
、
こ
(
れ
ら
)
の
条
項

を
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
こ
の
「
傷
害
L

の
程
度
は
さ
し
て
重
要
な
問
題
で
は
な
い
(
H
そ
の
軽
重
に
よ
っ
て
法
的
帰
結
に
差
を
生
じ
な
い
)
の
で
、
こ

こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
ず
、
単
に
「
傷
害
L

と
解
し
て
お
く
。

こ
の
条
項
の
解
釈
を
難
し
く
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
そ
の
末
尾
に
、
「
こ
れ
ら
三
つ
の
犯
罪

(
H
国
王
の
道
路
上
ま
た
は
村
内
に
お
げ
る
平
和
破

媛
、
傷
害
、
強
奪
)
を
彼

(
U
原
告
)
は
一
度
に
訴
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ
を
彼
が
黙
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
は
彼
の
決
闘

を
失
っ
た

(
H
決
闘
に
負
け
た
)
こ
と
に
な
る
」
、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
字
義
通
り
に
と
る
と
、
「
傷
害
」
や
「
強

奪
」
が
(
特
に
独
立
し
て
)
「
国
王
の
道
路
上
ま
た
は
村
内
の
い
ず
れ
か
」
以
外
の
場
所
で
起
き
た
場
合
に
は
ど
う
な
る
の
か
、
特
に
そ
の
場
合
被
害

者
は
(
加
害
者
を
現
行
犯
で
捕
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
)
も
は
や
加
害
者
を
「
平
和
破
壊
者
」
と
し
て
訴
え
た
り
、
あ
る
い
は
少
な
く
と

も
(
彼
を
法
廷
で
訴
え
た
と
き
加
害
者
が
否
認
す
れ
ば
)
彼
に
(
法
廷
)
決
闘
を
挑
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
、
な
ど
の
疑
問
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
疑
問
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
に
よ
っ
て
さ
ら
に
増
幅
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
節
・
(
ニ
)
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う

に
、
「
国
王
の
道
路
」
と
「
村
(
落
)
L

は
「
古
来
の
(
あ
る
い
は
国
王
の
)
平
和
」
の
保
護
下
に
あ
る
が
、
そ
う
し
た
場
所
で
「
傷
害
」
や
寸
強
奪
」

を
犯
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
(
実
体
的
な
)
制
裁
は
加
重
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
そ
れ
で
あ
る
(
「
強
奪
」
は
も
と
も
と
「
斬
首

刑
」
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
二
ニ
・
五
)
が
、
「
傷
害
一
口
」
は
単
独
で
は
「
(
手
の
)
切
断
刑
」
に
処
せ
ら
れ
る
(
一
一
二
六
・
二
、
た
だ
し
前
註
(
但
)
や
(
臼
)
で
扱
っ

た
場
合
は
除
く
)
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
決
闘
を
も
っ
て
服
罪
さ
せ
ら
れ
る
場
合
」
に
は
、
こ
と
は
被
告
の
寸
生
命
に
及
ぶ
」
(
二
・
一
六
・
二
へ
の
補
遺
を
参

照
)
。
と
こ
ろ
が
、
一
・
六
二
了
一
の
「
平
和
破
壊
者
L

の
場
合
、
彼
が
寸
(
決
闘
で
)
打
ち
負
か
さ
れ
る

(
H
有
罪
と
さ
れ
る
)
な
ら
ば
、
人
は
彼
に
対
し
て

裁
き
を
下
す
」

(
O〈

q
g
コ
♀

g
l文
言
上
は
前
註
詰
)
で
述
べ
た
よ
う
に
「
死
刑
L

ま
た
は
「
(
手
の
)
切
断
刑
」
、
こ
の
場
合
は
右
に
述
べ
た
こ
と
か
ら

当
然
「
死
刑
」
|
|
)
、
と
あ
る
だ
け
で
、
必
ず
し
も
制
裁
が
加
重
さ
れ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
)
。

こ
う
し
た
疑
問
に
最
終
的
に
答
え
る
た
め
に
は
、
法
の
規
範
構
造
に
お
け
る
平
和
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

説論

そ
れ
に
つ
い
て
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ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

は
次
節
で
改
め
て
検
討
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
一
・
六
三
・
一
は
現
行
犯
で
捕
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
平
和
破
壊
者
を
法
廷

で
訴
え
彼
に
決
闘
を
挑
む
最
も
典
型
的
な
事
例
を
述
べ
た
も
の
、
と
解
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

(m)
ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
・
因
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
見
落
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
第
一
に
、
そ
れ
が
「
ラ
ン
ト
平
和
(
令
)
群
」
の
中
に
登
場
し
て
く

る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
れ
が
(
「
人
が
叫
ぴ
声
に
従
う

(
H
に
応
じ
て
現
行
犯
人
の
逮
捕
・
追
跡
の
た
め
に
馳
せ
参
ず
る
)
と
き
は
、
人
は
武
器
を
帯
び
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
す
る
)
ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
二
二
(
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
前
註
(
鉛
)
で
詳
述
し
た
二
・
七
一
・
二
に
対
す
る
例
外
と
し
て
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
)
の
直
後
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
条
項
に
始
ま
る
一
連
の
条
項
は
、
(
あ
る
特
定
の
ラ
ン
ト
平
和
令
を
念
頭
に
置
き

つ
つ
)
主
と
し
て
、
「
叫
び
声
」
と
と
も
に
始
ま
る
現
行
犯
手
続
に
よ
っ
て
城
塞
を
拠
点
に
し
て
平
和
を
破
壊
す
る
者
を
逮
捕
し
裁
判
に
か
け
る
場

合
の
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
二
・
七
一
・
四
は
、
ま
ず
「
叫
び
声
」
に
応
じ
て
馳
せ
参
じ
た
者
が
犯
人
を
寸
城
塞
の
前
ま
で
追
跡
す
る
」
、
つ
ま
り
、
彼
等
が

現
行
犯
人
を
追
跡
し
て
行
っ
て
(
犯
人
の
逃
げ
こ
ん
だ
)
城
塞
の
前
ま
で
到
達
し
た
場
合
の
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
場
合
、
コ
追
跡
が
)
そ
の
(
リ

当
該
)
裁
判
管
区
内
(
だ
け
)
で
(
お
こ
な
わ
れ
る
と
き
)
は
、
叫
び
声
を
挙
げ
た
者
が
(
犯
人
の
後
を
追
い
、
彼
等
の
)
先
頭
に
立
っ
て
(
徒
歩
で
)

行
き
ま
た
は
騎
行
し
て
い
る
限
り
、
彼
等
は
三
日
間
、
食
料
は
自
分
持
ち
で
、
そ
こ
に

(
H
城
塞
の
前
に
)
留
ま
る
べ
き
」
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の

条
項
は
ひ
き
つ
づ
き
、
「
そ
の
者

(
H
叫
び
声
を
挙
げ
た
被
害
者
)
が
傷
つ
け
ら
れ
て
お
り

(
H
傷
を
負
い
)
、
そ
の
た
め
彼
が
追
跡
し
え
な
い
L

場
合

に
つ
い
て
、
「
人
々
は
、
彼
等
に
平
和
を
破
っ
た
者
(
の
姿
)
が
見
え
る
か
ぎ
り
、
義
務
と
し
て
追
跡
す
べ
き
」
旨
を
説
い
て
い
る
。
本
文
で
寸
平

和
を
破
る
」
態
様
と
し
て
「
傷
害
し
を
も
挙
げ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
(
)
を
付
し
た
の
は
、
被
害
者
が
先
頭
に
立
っ
て
追
跡

す
る
の
が
原
則
(
一
一
畏
か
ら
言
え
ば
、
彼
は
常
に
負
傷
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
)
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
城
塞
を
拠
点
と
す

る
平
和
破
壊
は
む
し
ろ
「
強
奪
L

を
中
心
に
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
・
七
一
・
四
は
、
右
に
引
用
し
た
あ
と
、
「
彼

(
H
平
和
を
破
っ
た
者
)
が
た
だ
ち
に
他
の
裁
判
管
区
へ
逃
げ
こ
む
」
場
合
に
つ
い
て
、
「
彼
等

(
H
追
跡
し
て
い
る
者
た
ち
)
は
野
の
上
で
(
あ
れ
ば
)
(
後
続
の
二
・
七
一
・
五
に
よ
っ
て
、
村
落
・
都
市
・
城
塞
、
つ
ま
り
人
が
住
居
を
有
し
て
い
る
と
こ

ろ

l
ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
-
一
一
(
前
註
(
紛
)
を
参
照
)
|
は
別
に
し
て
、
そ
れ
以
外
の
人
が
住
ん
で
い
な
い
場
所
で
な
ら
、
の
意
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き

る
)
そ
こ
(
U
他
の
裁
判
管
区
)
で
彼
を
捕
え
:
:
:
、
(
そ
こ
へ
)
そ
の
ラ
ン
卜

(
H
他
の
裁
判
管
区
)
民
が
来
合
わ
せ
な
い
な
ら
ば
、
彼
を
(
自
分
た
ち

の
裁
判
管
区
へ
)
連
れ
戻
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
。
次
の
二
・
七
一
・
五
は
、
こ
れ
を
承
け
て
、
「
彼

(
H
平
和
を
破
っ
た
者
)
が
他
の
裁
判
管

区
に
(
あ
る
)
村
落
ま
た
は
都
市
ま
た
は
城
塞
へ
と
逃
げ
こ
む
」
場
合
に
つ
い
て
、
彼
等
(
H
追
跡
し
、
て
き
た
者
た
ち
)
が
い
か
に
し
て
そ
の
他
の
人
々
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説

を
呼
び
集
め
犯
人
の
引
渡
を
求
め
る
か
、
そ
の
手
続
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
や
が
て
本
文
お
よ
び
後
註
(
印
)
で
さ
ら
に
述
べ

る)。次
に
二
・
七
二
・
一
は
、
「
い
か
な
る
城
塞
に
で
あ
れ
人

(
H
城
主
や
城
臣
)
が
法
に
反
し
て
平
和
破
壊
者
を
留
め
置
く

(
H
匿
ま
う
)
場
合
に
つ

い
て
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
先
行
す
る
こ
・
七
一
の
四
と
五
の
双
方
を
承
け
た
も
の
と
受
け
取
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
そ
の
す
ぐ
あ

と
に
「
裁
判
官
が
叫
び
声
を
も
っ
て
そ
の
(
城
塞
の
)
前
に
呼
ば
れ
る
な
ら
ば
L

と
つ
づ
い
て
い
る
か
ら
、
こ
の
条
項
は
実
質
的
に
は
む
し
ろ
(
あ

る
い
は
、
少
な
く
と
も
直
接
に
は
)
二
・
七
一
・
四
の
冒
頭
(
H
「
彼
等
が
城
塞
の
前
ま
で
追
跡
す
る
」
場
合
)
に
戻
り
、
平
和
破
壊
者
を
追
跡
し
て
き
た

と
こ
ろ
(
彼
等
自
身
は
彼
を
捕
え
る
こ
と
が
で
き
ず
)
彼
が
(
当
該
裁
判
管
区
の
)
城
塞
の
中
に
逃
げ
こ
ん
で
し
ま
っ
た
場
合
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
・
七
二
・
一
で
は

g同
(
強
奪
品
)
の
こ
と
が
問
題
に
な
り
、
ま
た
、
犯
罪
の
か
ど
で
城
塞
(
そ
の
も
の
)
の
寅
が

問
わ
れ
る
場
合
の
手
続
に
つ
い
て
述
べ
た
後
続
の
二
・
七
一
・
二
、
〔
四
〕
、
〔
五
〕
に
も
、

g同
(
強
奪
ま
た
は
強
奪
品
)
、

5
4
2巾
(
強
奪
す
る
)
、

3
2
5
(強
奪
犯
人
)
が
登
場
し
て
く
る
(
さ
ら
に
、
犯
罪
の
(
拠
点
、
と
な
っ
た
)
か
ど
で
有
罪
と
さ
れ
た
城
塞
を
破
壊
す
る
手
続
を
述
べ
た
三
・
六
八
・
一

に
も
、

3
2岳
町
(
強
奪
に
よ
っ
て
)
持
ち
こ
ま
れ
た
も
の
は
そ
こ
か
ら
持
ち
出
す
、
と
い
う
趣
旨
の
規
定
が
あ
る
)
。
城
塞
を
拠
点
と
す
る
平
和
破
壊
が
「
強

奪
」
を
中
心
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
本
文
で
こ
の
場
合
の
平
和
破
壊
の
(
主
た
る
)
態
様
と
し
て
「
強
奪
L

を
挙
げ
た
ゆ

え
ん
で
あ
る
(
な
お
、
二
・
七
二
・
一
に
つ
い
て
も
註
(
問
)
で
さ
ら
に
後
述
す
る
)
。

(
凹
)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
一
一

(

H

)

(

前
註
(
川
)
に
引
用
|
な
お
、

2
q
ヨ
・
江
口

Z
g
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
お
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

因
み
に
、
こ
の
条
項
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
犯
罪
の
う
ち
、
「
傷
害
L

だ
け
は
「
(
手
の
)
切
断
刑
」
で
す
む
が
(
ラ
ン
ト
法
二
・
一
六
・
一
一
)
、
他
の
寸
強

奪
三
「
殺
人
」
・
「
強
姦
」
は
「
斬
首
刑
」
に
処
せ
ら
れ
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
三
了
五
|
な
お
「
強
姦
L

に
つ
い
て
は
、
三
・
四
五
・
二
の
直
後
に
、

い
わ
ば
そ
れ
を
補
足
す
る
形
で
、
「
娼
婦
や
自
分
の
情
婦
に
対
し
て
男
が
強
姦
を
お
こ
な
っ
て
彼
の
生
命
を
(
罰
と
し
て
)
失
う
こ
と
が
あ
る
、
彼
が
彼
女
(
た
ち
)

の
同
意
な
し
に
(
H
意
に
反
し
て
)
彼
女
(
た
ち
)
を
犯
す
な
ら
ば
」
(
三
・
四
六
・
二
、
と
い
う
条
項
が
あ
る
。
な
お
、
「
強
姦
」
の
問
題
(
そ
れ
を
裁
く
手
続
の

特
異
性
)
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
)
。

(
凹
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
三
・
四
(
末
尾
)
。
な
お
、
こ
の
条
項
は
平
和
破
壊
者
に
対
し
て
(
法
廷
で
)
決
闘
を
挑
む
手
続
に
つ
い
て
述
べ
た
一
連
の
条
項

に
属
し
て
お
り
、
そ
こ
で
「
人
が
訴
え
て
い
る
相
手
方
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
前
註
(
旧
)
で
論
じ
た
一
・
六
三
・
一
の
「
平
和
を
破
っ
た

者
」
(
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
平
和
破
壊
者
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
)
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
も
す
で
に
前
註
(
凹
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
寸
平
和

破
壊
者
」
が
決
闘
で
敗
れ
る
と
「
死
刑
」
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三a、
日間
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ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

(
出
)
ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
・
五
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
前
註
(
凶
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
前
註
(
山
)
・
(
凹
)
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
強
奪
L

に
下
さ
れ
る
制
裁

(
H
刑
罰
)
は
「
斬
首
刑
し
で
あ
る
が
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
、
な
ぜ
寸
一
平
和
を
破
っ
た
者
」
を
(
他
の
裁
判
管

区
ま
で
)
追
跡
し
て
き
た
人
々
が
犯
人
の
引
渡
を
受
け
る
に
先
立
っ
て
「
そ
の
者

(
H
犯
人
)
の
人
命
金
の
た
め
の
保
証
人
を
立
て
る
L

必
要
が
あ

る
の
か
(
ま
た
、
そ
れ
と
の
関
連
で
、
「
彼
等
が
彼
に
対
し
適
法
に
裁
き
を
下
さ
な
い
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
場
合
か
)
に
つ
い
て
疑
問
を
抱
か
れ
る
向
き

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
以
下
そ
の
点
に
つ
い
て
簡
単
に
コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
た
い
。

問
題
を
「
刑
事
訴
訟
L
(
H
「
犯
罪
L
を
め
ぐ
る
訴
)
に
限
る
と
、
誰
か
が
犯
罪
の
か
ど
で
訴
え
ら
れ
た
場
合
、
彼

(
H
被
告
)
が
当
該
裁
判
管
区
内
に

「
彼
の
人
命
金
を
上
廻
る
だ
け
の
ア
イ
ゲ
ン
L

を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
保
証
人
を
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
(
ラ
ン
ト
法
二
・
五
・
一
を

参
照
。
因
み
に
こ
の
場
合
、
保
証
の
限
度
額
は
「
人
命
金
」
の
額
と
さ
れ
て
い
る
が
ー
ほ
か
に
、
二
-
一

0
・
二
と
三
・
一
一
了
二
を
参
照
|
、
犯
罪
を
犯

し
た
者
に
対
す
る
最
高
の
刑
罰
は
寸
死
刑
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
限
度
額
は
死
刑
の
宣
告
を
受
付
た
者
が
自
分
の
生
命
を
請
戻
す
た
め
の
「
換
刑
煩
罪
金
L

に

相
当
す
る
)
。
し
か
し
、
「
刑
事
訴
訟
L

の
場
合
に
は
、
原
告
の
方
も
(
お
そ
ら
く
訴
訟
完
還
の
た
め
の
)
保
証
人
を
立
て
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
(
ラ
ン
ト
法
一
・
六
一
・
一
を
参
照
。
た
だ
し
こ
の
条
項
で
は
、
保
証
人
を
立
て
る
の
は
、
ー
訴
訟
の
期
日
が
定
め
ら
れ
た
L

と
き
と
さ
れ
、

ま
た
原
告
が
「
そ
こ

(
H
ザ
ク
セ
ン
の
ラ
ン
ト
内
、
一
・
六
一
・
四
を
参
照

l
l
ま
た
は
当
該
裁
判
管
区
内
、
前
出
二
・
五
・
一
を
参
照
)
に
相
続
財
産

(
H
ア

イ
ゲ
ン
の
意
、
「
ア
イ
ゲ
ン
L

、
二
・
(
二
、
七
頁
を
参
照
)
を
持
た
な
い
L

場
合
に
限
ら
れ
る
、
と
推
定
で
き
る
が
、
寸
相
続
財
産

(
H
ア
イ
ゲ
ン
)
の
規
模
(
な

い
し
価
値
)
や
保
証
限
度
額
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
)
。
因
み
に
、
自
分
の
起
こ
し
た
訴
訟
を
完
遂
し
な
い
場
合
、
お
よ
び
、
決
闘
を
挑
み
な
が
ら
相

手
方
を
服
罪
さ
せ
な
か
っ
た

(
H
決
闘
に
敗
れ
た
)
場
合
に
は
、
原
告
は
(
相
手
方
に
対
し
て
は
)
蹟
罪
金
と
(
裁
判
官
に
対
し
て
は
)
罰
金
を
支
払
わ

な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
で
足
り
た
|

l
ラ
ン
ト
法
一
・
五
三
・
一
、
一
・
六
二
・
て
一
・
五
一
・
五
、
一
・
六
三
・
四
(
末
尾
)
を

参
照
)
。
以
上
の
所
見
を
念
頭
に
置
い
て
今
一
度
ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
・
五
を
見
て
み
る
と
、
第
一
に
、
犯
人
を
追
跡
し
て
き
た
人
々
が
保
証
人
を
立
て

る
の
は
、
(
基
本
的
に
は
)
「
刑
事
訴
訟
」
に
お
い
て
(
当
該
裁
判
管
区
に
一
定
規
模
の
ア
イ
ゲ
ン
を
持
た
な
い
)
原
告
が
(
訴
訟
完
遂
の
た
め
の
)
保
証
人

を
立
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
準
則
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
「
そ
の
者
の
人
命
金
の
た
め
に
」
と
い
う
の
は
「
そ
の
者
の

人
命
金
に
相
当
す
る
金
額
の
た
め
に
し
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
寸
彼
等
が
彼
に
対
し
て
適
法
に
裁
き
を
下
さ
な
い
場
合
」
と
い
う
の

は
、
平
和
破
壊
者
に
対
す
る
裁
判
を
(
そ
も
そ
も
お
こ
な
わ
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
)
完
遂
せ
ず
、
あ
る
い
は
、
彼
の
有
罪
を
立
証
し
て
服
罪
さ
せ
る
の

に
失
敗
す
る
場
合
で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
、
「
そ
の
者
の
人
命
金
L

相
当
と
い
う
保
証
額
は
、
当
該
裁
判
管
区
内
で
右
の
よ
う
な
(
「
適
法
に
裁
き
を

北法40(5-6・1.513) 1655 



説

下
さ
な
い
」
)
ケ

1
ス
が
生
じ
た
場
合
に
く
ら
べ
る
と
お
そ
ら
く
加
重
さ
れ
て
(
お
り
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
裁
判
管
区
が
あ
る
程
度
相
互
に
独
立
性
(
な
い

し
領
域
的
性
格
)
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
)
い
る
こ
と
、
な
ど
を
推
定
で
き
よ
う
。

(
山
)
前
註
(
凹
)
・
(
山
)
・
(
凹
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
悶
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
了
一

0
・
四
〕
。
そ
の
具
体
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
本
節
・
(
九
)
・

(
2
)
で
前
述
し
た
と
こ
ろ
を
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

(
悶
)
ラ
ン
ト
法
二
・
六
九
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
第
一
に
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
ラ
ン
ト
平
和
(
令
)
群
L

の
中
に
位
置

し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
れ
が
(
前
註
(
問
)
で
述
べ
た
)
ラ
ン
ト
法
ニ
・
七
一
・
四
に
始
ま
る
城
塞
を
拠
点
に
し
て
平
和
を
破
る
(
特
に
強
奪
を

働
く
)
者
を
追
跡
(
な
い
し
追
及
)
す
る
手
続
の
た
め
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
と
次

の
通
り
で
あ
る
。

「
現
行
犯
」
(
一
般
)
に
つ
い
て
の
定
義
的
条
項
に
よ
れ
ば
、
「
現
行
犯
が
存
在
す
る
の
は
、
人

(
H
叫
び
声
に
応
じ
て
追
跡
し
た
人
々
)
が
あ
る
者
を

犯
行
と
と
も
に

(
H
犯
行
と
同
時
に
)
ま
た
は
犯
行
か
ら
の
逃
走
中
に
捕
え
、
あ
る
い
は
、
(
あ
る
者
が
)
窃
盗
品
ま
た
は
強
盗
品
を
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

l

レ
(
H
家
・
屋
敷
)
の
中
に
も
ち
、
彼
自
身
そ
の
鍵
を
携
帯
す
る
場
合
で
あ
る
」
(
ラ
ン
ト
法
二
・
三
五
)
。
こ
の
条
件
文
の
前
段
を
本
文
に
引
用
し
た

こ
・
六
九
の
「
(
平
和
を
破
っ
た
行
為

(
H
犯
行
)
か
ら
の
)
逃
走
の
際
に
ま
た
は
平
和
を
破
っ
た
行
為

(
H
犯
行
)
中
に
」
と
い
う
件
り
と
比
較
し
て

み
る
と
、
二
・
六
九
は
平
和
破
壊
の
現
行
犯
を
(
正
当
防
衛
で
、
ま
た
は
)
追
跡
中
に
(
同
じ
く
正
当
防
衛
で
)
殺
し
た
り
傷
つ
け
た
り
し
た
場
合
の

こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
見
落
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
二
つ
の
条
項
の
「
現
行
犯
L

追
跡
手
続
に
(
し
た
が
っ

て
ま
た
「
現
行
犯
」
概
念
そ
の
も
の
に
も
)
実
質
的
に
相
違
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
要
点
を
述
べ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
(
一
般
の
)
窃
盗
ま
た
は
強
奪
に
関
し
て
は
、
(
右
に
引
用
し
た
こ
・
=
一
五
に
ひ
き
つ
づ
き
)
「
誰
で
あ
れ
翌
日
以
降
に
(
。
〈
負
己

2
8母
足
ロ

E
n
y

後
述
す
る
と
こ
ろ
を
参
照
)
彼
の
窃
盗
(
さ
れ
た
)
品
ま
た
は
強
奪
(
さ
れ
た
)
品
を
あ
る
者
の
も
と
に
見
出
す
場
合
、
そ
の
(
あ
る
)
者
が

そ
れ
を
公
然
と
買
得
し
、
し
か
も
隠
さ
ず
に
持
っ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
き
証
人
を
有
す
る
な
ら
ば
、
人

(
H
窃
盗
ま
た
は
強
奪
の
被
害
者
)
は

そ
の
者
に
対
し
現
行
犯
の
責
を
問
う
こ
と
を
え
な
い
」
(
二
・
三
六
・
こ
と
い
う
条
項
が
あ
り
、
現
行
犯
手
続
は
(
せ
い
ぜ
い
)
翌
日
で
終
わ
る
こ

と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
(
「
誰
で
あ
れ
犯
罪
の
ゆ
え
に
、
そ
れ

(
H
犯
罪
)
が
一
夜
を
越
え
た
も
の

(
0
2
5
R
Y江
間
)
と
な
る
以
前
に
、
法
廷
で
叫
ぴ
声
を
も
っ

て
訴
え
ら
れ
、
原
告
が
そ
の
犯
罪
を
自
分
と
も
七
人
(
の
証
人
)
で
証
明
で
き
る
な
ら
ば
、
人

(
H
裁
判
官
)
は
そ
れ

(
H
そ
の
犯
罪
)
を
な
し
た
者
を
た
だ

ち
に
地
方
的
追
放
に
処
す
る
こ
一
・
七

0
・
三
)
と
い
う
条
項
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
、
追
跡
は
そ
の

(
H
犯
行
の
)
日
の
う
ち
に
終
っ
た
ー
し
た
が
っ

て
、
右
の

2
R
己
巾
ロ
自
己

q
g
E
n
y
と
い
う
表
現
は
翌
日
を
も
含
む
|
可
能
性
が
大
き
い
)
。

論
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ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

こ
れ
に
対
し
て
、
二
・
六
九
の
寸
平
和
破
壊
者
」
に
対
す
る
現
行
犯
追
跡
手
続
は
、
前
註
(
即
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
(
少
な
く
と
も
)
平
和
破
壊

者
が
城
塞
に
逃
げ
こ
ん
だ
場
合
三
日
間
つ
づ
く
こ
と
(
二
・
七
一
・
四
)
、
ま
た
、
彼
が
他
の
裁
判
管
区
に
あ
る
村
落
・
都
市
・
城
塞
等
に
逃
げ
こ
み

そ
こ
で
(
そ
の
裁
判
管
区
の
人
々
に
よ
っ
て
)
逮
捕
さ
れ
た
場
合
に
も
現
行
犯
手
続
が
依
然
と
し
て
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
二
・
七
一
・
五
お
よ
び

前
註
(
問
)
を
参
照
)
、
に
注
意
さ
れ
た
い
。

こ
の
よ
う
な
差
異
は
、
前
者
が
「
窃
盗
」
・
寸
強
奪
」
(
一
般
)
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
特
に
(
ラ
ン
ト
平
和
の
確
立
に
と
っ

て
障
害
と
な
る
)
平
和
破
壊
者
(
い
わ
ゆ
る

S
E
R
E
E
n
Z
F
E
Z
)
の
犯
行
、
と
り
わ
け
城
塞
を
拠
点
と
す
る
(
い
わ
ゆ
る
「
強
盗
騎
士
(
団
)
」

に
よ
る
)
吋
強
奪
」
を
念
頭
に
置
い
た
結
果
で
あ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
。

(
町
)
ラ
ン
卜
法
二
・
七
一
・
一
。
こ
の
条
項
も
ま
た
、
「
ラ
ン
ト
平
和
(
令
)
群
」
に
属
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
実
質
的
に
は
、
犯
人
を
(
そ
れ
ま

で
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
)
「
平
和
の
法
」
に
従
っ
て
処
断
す
る
根
拠
を
「
平
和
(
の
)
破
壊
」
に
求
め
て
い
る
、
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
(
前
註
(
川
)
を
参

昭…)。

(
問
)
具
体
的
に
言
え
ば
、
た
と
え
ば
ラ
ン
ト
法
ニ
・
二
一
了
一
、
二
・
一
三
・
四
、
二
・
'
一
三
・
五
、
二
・
一
六
・
二
な
ど
の
(
実
体
法
的
な
)
条
項

だ
け
で
な
く
、
二
・
一

O
の
一
、
三
、
〔
四
〕
な
ど
の
(
特
に
現
行
犯
に
関
す
る
)
手
続
(
法
)
的
条
項
を
も
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
悶
)
前
註

(
7
)
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
。

(
印
)
こ
の
こ
と
は
す
で
に
前
註
(
却
)
で
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
と
り
わ
け
前
註
(
臼
)
で
扱
っ
た
ラ
ン
ト
法
三
・
三
六
・
一
、
お
よ
び
、
前
註
(
山
)
で

扱
っ
た
ラ
ン
ト
法
一
・
五
三
・
四
と
レ

1
ン
法
六
九
・
一
二
に
お
い
て
、
ぴ

m
g
sロ
(
H
た
か
だ
か
罰
金
と
顛
罪
金
の
支
払
|
前
註
(
訂
)
を
参
照
)
と

い
う
法
的
帰
結
を
し
か
伴
わ
ぬ
(
し
た
が
っ
て
、
「
(
軽
微
な
)
暴
行
」
し
L

推
定
さ
れ
る
)
行
為
に
つ
い
て
も
、
「
平
和
を
破
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て

い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
な
お
、
同
じ
理
由
で
、
二
・
一
三
・
五
の
「
平
和
破
壊
者
」
を
(
そ
れ
よ
り
前
に
あ
る
)
殺
人
・
(
不
法
)
逮
捕
な
い

し
監
禁
・
強
奪
・
放
火
(
殺
人
)
・
強
姦
な
ど
の
罪
を
犯
し
た
者
と
等
置
す
る

(
H
構
文
上
そ
れ
と
同
格
と
見
る
)
こ
と
も
で
き
な
い
。

(
印
)
す
で
に
前
註
(
侃
)
・

(η)
・
(
剖
)
・
(
伺
)
で
そ
の
つ
ど
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
「
裁
判
官
が
(
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
土
地
に
)
付
与
す

る
平
和
」
(
ラ
ン
ト
法
二
了
二

0
・一二)、

1

裁
判
官
が
命
ず
る
平
和
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
六
三
・
四
)
、
「
約
定
さ
れ
る
平
和
」
(
ラ
ン
ト
法
三
・
九
・
二
)
、

J
旦
誓
さ
れ
る
平
和
」
(
ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
・
二
)
を
破
っ
た
者
は
、
文
言
上
、
二
・
一
三
・
五
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
殺
人
・
強
奪
等
の
犯
罪
(
構
成

要
件
)
と
は
関
係
な
し
に
、
す
な
わ
ち
「
平
和
破
壊
し
の
か
ど
で
(
あ
る
い
は
、
「
平
和
破
壊
者
」
と
し
て
)
寸
斬
首
刑
L

に
処
せ
ら
れ
た
。
し
た
が
っ

北法40(5-6・1.515)1657 



説

て
、
そ
れ
ら
の
者
は
二
・
一
三
・
五
の
「
平
和
破
壊
者
L

に
含
ま
れ
う
る
、
と
推
定
で
き
る
。

(
印
)
た
だ
し
こ
れ
は
、
ラ
ン
ト
法
三
・
三
六
・
二
の
「
平
和
破
壊
者
」
を
、
前
註
(
削
)
で
述
べ
た
よ
う
に
理
解
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。

(
印
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
三
・
一
(
前
註
(
川
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
前
註
(
山
)
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

「
国
王
の
道
路
」
お
よ
び
「
村
(
落
)
」
は
「
古
来
の
(
ま
た
は
国
玉
の
)
平
和
L

の
保
護
下
に
あ
る
。

(
印
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
三
・
四
(
末
尾
)
(
前
註
(
印
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
。

(
印
)
ラ
ン
ト
法
二
・
七
二
・
一

(
i
)
と
(
日
)
(
前
註
(
即
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
。

(
問
)
前
註
(
印
)
を
参
照
。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
二
・
七
二
・
一
は
ひ
き
つ
づ
き
、
「
し
か
し
、
人
(
H
城
主
お
よ
び
城
臣
)
が
裁
判
官
の
使
者
六
人
と
原
告

を
、
そ
れ
ら
の
者
が
平
和
破
壊
者
と
強
奪
回
聞
を
探
す
(
た
め
て
そ
こ

(
H
城
塞
)
に
立
ち
入
ら
せ
る
な
ら
ば
、
人

(
H
裁
判
官
)
は
彼
等

(
U
城
主

と
城
臣
)
を
地
方
的
追
放
に
処
す
べ
き
で
な
い
へ
と
い
う
。
そ
の
結
果
、
も
し
平
和
破
壊
者
が
(
強
奪
品
と
と
も
に
)
発
見
さ
れ
れ
ば
、
彼
は
(
強

奪
を
働
い
た
の
だ
か
ら
)
「
斬
首
刑
」
に
処
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
二
一
了
五
)
。

(
印
)
ラ
ン
ト
法
〔
三
・
九
一
・
二
。
こ
の
条
項
は
、
(
自
分
の
家
屋
敷
に
)
宿
泊
さ
せ
た
者

(
H
客
人
)
の
一
人
が
そ
の
家
屋
敷
の
内
S
E
Sロ
巴
ロ

g

間

2
R
S
|
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
二
・
(
二
、
四
頁
お
よ
び
註
(
叩
)
を
参
埋
ま
た
は
外
で
、
他
の
者
を
殺
し
(
雪
印

-
s
lあ
る
い
は
、
故
殺

し
て
ま
た
は
そ
の
他
の
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
を
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
宿
主
は
、
彼
自
身
に
責
任
な
い
し
落
度
が
な
け
れ
ば
損
害
(
あ
る
い

は
、
償
)
な
し
で
す
み
、
ま
た
、
村
民
た
ち
が
こ
の
「
平
和
破
壊
者
を
(
捕
え
て
)
留
め
置
く

(OE巾
Z
E
E
-
後
註

(m)を
参
照
)
こ
と
が
で
き

な
」
く
て
も
、
彼
等
が
そ
の
こ
と
を
聖
遺
物
に
か
け
て
宣
誓
す
れ
ば
同
様
(
に
損
害
な
し
で
す
む
)
、
と
し
て
い
る
。
な
お
、
後
註
(
凶
)
を
も
参
照
さ

れ
た
い
。

(
印
)
ラ
ン
ト
法
三
・
三
六
・
二
(
前
註
(
似
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
即
)
ラ
ン
ト
法
三
・
一
-
一
一

(
H
「
叫
び
声
に
従
う
(
川
叫
び
声
に
応
じ
て
現
行
犯
人
の
逮
捕
・
追
跡
の
た
め
に
馳
せ
参
ず
る

l
ラ
ン
ト
法
二
・
六
四
・
五

を
参
照
)
者
は
、
彼
等
が
(
原
告
と
|
た
だ
し
写
本
に
よ
っ
て
は
欠
如
)
平
和
破
壊
者
を
(
捕
え
て
)
留
め
置
き

(OZ包
含
)
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

彼

(
H
平
和
破
壊
者
)
が
服
罪
さ
せ
ら
れ
な
い
場
合
(
で
も
)
、
彼
等
は
全
員
そ
の
ゆ
え
に
い
か
な
る
不
利
益
を
も
蒙
る
べ
き
で
な
い
、
彼
等
が
彼
を
法
廷
に
連

れ
出
す
か
ぎ
り
」
|
|
な
お
。
七
(
問
巾

)
E
5
2
の
語
は
、
ほ
か
に
も
ラ
ン
ト
法
二
・
二
八
・
二
、
〔
二
・
四

0
・
四
〕
、
宝
了
九
一
・
一
〕
(
前
註
(
印
)
を
参
照
)

な
ど
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
常
に
「
逮
捕
す
る
」
と
い
う
明
確
な
意
味
は
も
た
ず
、
(
一
般
に
は
)
「
留
め
置
く
」
(
な
い
し
、
抑
留
す
る
)
と
い

う
意
味
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
『
邦
訳
』
を
右
の
よ
う
に
改
め
て
お
き
た
い
。
写
本
に
よ
っ
て
1

原
告
と
L

が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
解
釈
を
支
持
す

論
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ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

る
で
あ
ろ
う
)
。
こ
の
条
項
を
「
(
少
な
く
と
も
主
に
)
強
姦
の
犯
人
が
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
場
合
し
に
か
か
わ
る
と
考
え
る
の
は
、
そ
の
直
前
に

位
置
す
る
三
・
一
・
一
が
(
屋
内
に
お
け
る
)
強
姦
を
(
少
な
く
と
も
犯
人
が
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
を
も
含
め
て
)
扱
っ
て
い
る
、
と
解

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
ま
ず
(
そ
れ
自
体
必
ず
し
も
理
解
の
容
易
で
な
い
)
三
・
一
・
一
の
言
わ
ん
と
す
る
と

こ
ろ
を
厳
密
に
確
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
(
さ
ら
に
遡
っ
て
)
ラ
ン
ト
法
二
・
七
二
・
二
は
、
強
奪
の
拠
点
と
な
っ
た
城
塞
そ
の
も
の
の
責
を
問
う
手
続
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
(
た

だ
し
、
『
邦
訳
』
の
最
後
の
件
り
は
、
「
そ
の
城
主
ま
た
は
域
医
は
そ
れ
(
H
決
闘
に
よ
る
服
罪
)
を
(
原
告
が
)
彼
の
同
身
分
者
仲
間
(
で
あ
れ
ば
彼
)
を
相
手
ど
っ

て
(
決
闘
す
る
こ
と
に
よ
り
)
否
認

(5可
ag)
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
も
な
け
れ
ば
人
(
H
裁
判
官
)
は
そ
れ

(
H
城
塞
)
を
地
方
的
追
放
に
処
し
そ
れ
(
H

城
塞
)
に
つ
い
て
(
有
罪
、
し
た
が
っ
て
破
壊
の
)
裁
き
を
下
す
(
宏
司
O
〈
句
ユ
ロ

Z
Sご
と
改
め
た
い
)

0

一
一
一
・
一
・
一
は
、
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
テ
キ
ス
ト
で
は
こ
の
直
後
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
の
二
・
七
二
・
二
を
承
け
て
、
ま
ず
己
ミ
℃
σロ
者

(
村
(
内
)
の
建
物
)
の
破
壊
か
ら
始
ま
る
。
寸
い
か
な
る
犯
罪
の
ゆ
え
に
で
あ
れ
人
は
村
(
内
)
の
建
物
を
破
壊
(
な
い
し
破
開
)
し
で
は
な
ら
な
い
、
娘

ま
た
は
婦
人
が
そ
の
中
で
強
姦
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
強
姦
さ
れ
て
そ
の
中
へ
連
れ
こ
ま
れ
た
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
(
こ
の
場
合
)
人

(
H
裁
判

官
)
は
そ
れ
す
建
物
)
に
つ
い
て
(
有
罪
の
)
裁
き
を
下
す
(
雪
ミ
巾

:
5
5
1こ
の
表
現
は
ほ
か
で
は
前
出
二
・
七
二
・
こ
に
も
現
わ
れ
る
が
、
そ
こ

で
も
仏

R
は
(
人
物
で
は
な
く
)
城
塞
を
指
し
て
い
る
)
べ
き
で
あ
り
、
あ
る
い
は
(
な
い
し
、
さ
も
な
け
れ
ば
)
人

(
H
被
告
、
建
物
の
持
主
で
強
姦
の

容
疑
者
)
は
適
法
に

g
x
z
n
y
s
l
一
般
に
は
寸
法
定
の
手
続
を
も
っ
て
L

、
具
体
的
に
は
「
雪
完
宣
誓
を
も
っ
て
」
の
意
)
そ
れ

(
H
建
物
)
を
雪
完

す
る
。
〔
し
か
し
、
そ
れ

(
H
建
物
)
に
つ
い
て
裁
き
が
下
さ
れ
(
破
嬢
さ
れ
た
後
に
|
己

R
2
2
官
ユ

n
F
5
5ュ
、
前
記
参
照
)
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
か
の
者

(
H
被
告
)
が
出
頭
し
て
強
姦
に
つ
い
て
(
建
物
に
つ
い
て
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
)
雪
寛
し
で
も
、
人
は
そ
れ

(
H
破
壊
さ
れ
た
建

物
)
を
彼
に
償
う
に
及
ば
な
い
、
け
だ
し
人

(
H
被
告
)
は
そ
れ

(
H
建
物
)
を
そ
れ
に
つ
い
て
の
裁
き
が
お
こ
な
わ
れ
る
以
前
に
雪
完
し
た
の
で

は
な
い
か
ら
〕
(
下
略
)
」
(
傍
点
の
部
分
は
『
邦
訳
』
を
改
め
た
主
な
点
で
あ
る
)
。
こ
こ
で
は
(
一
了
七
二
・
二
を
承
け
て
)
一
貫
し
て
む
し
ろ
「
建
物
」

(
の
罪
責
)
が
直
接
の
主
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
一
般
に
、
犯
人
が
「
娘
ま
た
は
婦
人
を
そ
の
(
H
建
物
)
の
中
で
強
姦
し
、
あ
る
い
は
、
強
姦
し
て
そ
の
中
へ
連
れ
こ
む
L

の
は
、
被
害

者
が
叫
び
声
を
あ
げ
て
訴
え
る
の
を
妨
げ
、
あ
る
い
は
、
犯
行
を
く
ら
ま
す
た
め
で
あ
る
、
と
解
さ
れ
る
(
『
邦
訳
』
二
二
九
頁
、
訳
註

(
1
)
を
参

照
)
。
事
実
、
右
の
三
・
一
・
一
で
は
、
(
一
貫
し
て
寸
建
物
」
の
罪
責
を
問
う
手
続
が
直
接
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
)
「
建
物
L

の
雪
完
が
(
原

則
的
に
)
可
能
と
も
受
取
れ
る
文
言
に
な
っ
て
お
り
、
補
遺
の
部
分
で
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
建
物
の
そ
れ
と
は
独
立
に
「
強
姦
」
そ
の
も
の
を
雪
完
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説

す
る
こ
と
も
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
犯
人
が
(
文
字
通
り
)
「
強
姦
」
の
「
現
行
犯
」
で
(
川
「
犯
行
中
」
に
)
(
あ
る
い
は
少
な
く

と
も
、
建
物
の
中
で
被
害
者
と
二
人
だ
け
で
居
る
と
こ
ろ
を
)
取
り
押
さ
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
(
前
註
(
川
)
で
現
行
犯

手
続
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
を
参
照
)
。

と
こ
ろ
が
一
方
で
は
、
「
婦
人
ま
た
は
娘
は
、
法
廷
で
強
姦
を
訴
え
る
場
合
、
叫
び
声
を
も
っ
て
現
行
犯
の
か
ど
で
、
お
よ
び
、
強
姦
(
含
ロ
。
同
)

の
か
ど
で
訴
え
る
べ
き
で
あ
り
、
彼
女
等
は
そ
れ
(
日
号

5
7
|
「
暴
力
」
の
含
意
も
あ
る
)
を
そ
こ
で
挙
示
す
べ
き
で
あ
る
」
(
ラ
ン
ト
法
二
・
六
四

.
ご
と
い
う
条
項
が
あ
る
(
さ
ら
に
、
。
α
E
R
R
河

R
Z
m
z
n
y・
8
叩
印
は
、
城
塞
ま
た
は
家
屋
に
連
れ
こ
ま
れ
て
強
姦
さ
れ
た
婦
人
(
お
よ
び
追
跡

者
)
が
、
そ
こ
で
叫
ぴ
声
を
も
っ
て
強
姦
を
告
知
し
な
け
れ
ば
、
主
人

(
H
城
塞
・
家
屋
の
持
主
)
も
彼
の
家
屋
(
お
よ
び
城
塞
)
も
お
構
い
な
し
、
と
い
う

旨
を
明
記
し
て
い
る

l
lぐ
m
F
吋
叩
三
戸

ω
回
定
'
〉
ロ
ヨ
-
H
)

。
つ
ま
り
、
強
姦
の
被
害
者
は
、
(
た
と
え
犯
行
中
に
そ
う
で
き
な
く
て
も
、
犯
行
後
)
で

き
る
だ
け
速
や
か
に
「
叫
び
声
L

を
あ
げ
て
、
犯
人
を
訴
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
三
・
一
・
一
の
寸
そ
れ

(
H
建
物
)
に
つ
い
て
裁
き

を
下
す
」
と
い
う
の
も
、
そ
れ
に
応
じ
て
人
々
が
馳
せ
参
じ
た
結
果
で
あ
ろ
う
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
犯
人
が
「
現
行
犯
で
」
取
り
押
え
ら
れ
た

場
合
の
こ
と
(
だ
け
)
を
念
頭
に
置
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
後
続
の
三
・
一
・
二
は
、
寸
平
和
破
壊
者
L
(

一
般
)
と

い
う
形
で
書
か
れ
て
(
お
り
事
実
、
「
平
和
破
壊
者
L

一
般
に
妥
当
す
る
内
容
に
な
っ
て
)
い
る
が
、
実
質
的
に
は
、
右
に
述
べ
た
三
・
一
・
一
と
の
対
比

を
念
頭
に
置
い
て
、
主
に
(
強
豪
が
屋
外
で
お
こ
な
わ
れ
場
合
を
も
含
め
て
)
「
強
姦
」
の
犯
人
が
叫
び
声
に
応
じ
て
馳
せ
参
じ
た
人
々
に
よ
っ
て
そ
の

場
で
取
り
押
え
ら
れ
た
場
合
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
、
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
理
解
を
前
提
に
す
る
と
、
三
・
一
・
二
に
つ
い
て
は
も
う
一
つ
別
な
問
題
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
「
平
和

破
壊
者
が
服
罪
さ
せ
ら
れ
な
い
L

場
合
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ
た
者
が
服
罪
さ
せ
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
う
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
寸
人
が
現
行
犯
を
も
っ
て
捕
え
た
者
は
誰
で
あ
れ
、
彼
を
彼
が
捕

え
ら
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
法
廷
に
連
れ
出
し
、
そ
し
て
原
告
は
自
分
と
も
七
人
(
の
証
人
)
で
彼
(
の
有
罪
)
を
立
証
す
べ
き
で
あ
る
」
(
ラ
ン
ト

法
一
・
六
六
・
二
と
い
う
条
項
が
あ
る
か
ら
、
形
式
的
に
は
一
応
、
(
た
と
え
ば
馳
せ
参
じ
た
人
々
の
数
が
少
な
く
)
六
人
の
証
人
を
得
ら
れ
な
か
っ

た
場
合
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
強
姦
L

は
必
ず
「
現
行
犯
の
か
ど
で
し
訴
え
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る

の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
そ
れ
(
日
強
姦
の
訴
)
が
決
闘
に
及
ば
な
い
と
き
は
(
裁
判
官
は
(
職
権
で
)
婦
人
に
後
見
人
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
ご
と
断
わ
っ

て
、
そ
れ
が
決
闘
に
及
ぶ
場
合
を
念
頭
に
置
い
た
条
項
も
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
四
一
子

l
な
お
こ
の
条
項
の
最
後
の
件
り
H
「
し
か
し
訴
が
決
闘
に
及
ぶ

な
ら
ば
」
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
現
行
犯
」
の
場
合
に
は
か
か
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
「
強
姦
の
訴
L

に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
)
。
こ
れ
は
「
法
廷
L

で
の

吾A
日間
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ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)

訴
で
あ
る
か
ら
、
(
少
な
く
と
も
)
犯
人
が
(
文
字
通
り
)
「
現
行
犯
L

で
は
捕
え
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
も
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
条
項
を
も
考
え
併
せ
る

と
、
三
・
一
・
二
の
「
服
罪
さ
せ
ら
れ
な
い
場
合
」
と
い
う
の
は
、
も
し
か
す
る
と
「
強
姦
」
と
い
う
犯
罪
そ
の
も
の
の
特
異
性

(
H
「
盗
品
」
の

存
在
す
る
窃
盗
や
強
奪
、
「
傷
(
跡
)

L

(

お
よ
び
寸
凶
器
L

)

の
存
在
す
る
傷
害
と
は
異
な
り
、
一
般
に
厳
密
な
意
味
で
の
「
現
行
犯
L

の
立
証
は
困
難
)
に
も
と

づ
く
そ
の
(
現
行
犯
)
審
理
手
続
の
特
徴
を
示
唆
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

な
お
、
「
娘
ま
た
は
婦
人
L

が
「
古
来
の
(
あ
る
い
は
、
国
王
の
)
平
和
」
の
保
護
下
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
註
(
問
)
・
(
沼
)
に
対
応

す
る
本
文
で
述
べ
て
お
い
た
が
、
「
強
姦
L

そ
の
も
の
が
「
平
和
を
破
る
」
行
為
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
出
)
(
お
よ
び
そ
れ
対

応
す
る
本
文
)
で
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
一
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
凶
)
ラ
ン
ト
法
二
・
六
九
(
前
註
(
凶
)
お
よ
び
後
註
(
川
)
を
参
照
)
。

(
凶
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
五

0
・
二
。
な
お
、
次
註
(
凶
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
凶
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
六
九
〕
。
な
お
、
こ
こ
で
で
一
括
し
て
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
五

0
・
ニ
と
こ
の
(
一
・
六
九
〕
の
下
敷
に
な
っ
た
の

は、

ω出門町田一印
n
y巾
門
戸
田
口
己
主
目
門
】
B
4
0
5
H・
ωmU門
・
巳
N
Y
n
・
巳
(
ま
た
は
、
H，R
Z岡
田
同
町
一
ロ
ユ
n
r
n
Z
)
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は

寸
誰
で
あ
れ
自
分
に
対
し
て
平
和
が
破
ら
れ
た
と
訴
え
る
者
が
あ
れ
ば
、
(
彼
が
)
裁
判
官
の
前
で
(
そ
の
)
訴
を
完
遂
す
る
(
あ
る
い
は
、
(
そ
の
)
訴
に
勝

つ
)
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
(
彼
が
)
平
和
を
破
っ
た
こ
と
に
な
る
」
、
と
さ
れ
て
い
る
(
〈
四
f

叶
巾
三
円

ω-Hgw
〉
ロ
ヨ
・
∞
同
)
。
こ
れ
を
本
文
に
引
用
し
た

〔
一
・
五

0
・
二
・
〔
一
・
六
九
〕
の
文
言
と
比
較
さ
れ
た
い
(
な
お
、
〔
一
・
六
九
〕
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
六
八
・
二
H
「
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
そ
れ

(
リ
訴
)
の
ゆ
え
以
外
、
い
か
な
る
訴
の
ゆ
え
に
も
人
(
H
裁
判
官
)
は
人
(
あ
る
い
は
、
そ
の
者
H
三
回
目
の
裁
判
期
日
に
出
頭
し
な
い
被
告
)
を
地
方
的
追
放
に

処
す
べ
き
で
な
い
」
)
、
お
よ
び
、
そ
れ
へ
の
補
足
で
あ
る
(
一
・
六
八
・
四
〕
・
〔
一
・
六
八
・
五
〕
の
後
に
つ
づ
い
て
お
り
、
そ
の
「
平
和
破
壊
者
」
(
H
被
告
)

も
「
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
犯
罪
」
を
犯
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
)
。
な
お
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
後
註
(
叩
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
凶
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
六
二
・
五
〕
。
こ
の
条
項
は
一
・
五
九
・
一
(
あ
る
い
は
、
一
・
五
五
・
二
に
始
ま
る
「
裁
判
手
続
」
に
つ
い
て
述
べ
た
一
連
の

条
項
の
中
に
位
置
し
て
お
り
、
特
に
一
・
六
二
・
一
(
お
よ
び
一
二
)
の
「
(
叫
び
声
に
よ
る
)
訴
の
開
始
」
(
の
手
続
)
を
補
足
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
寸
平
和
破
壊
者
L

は
「
叫
び
声
L

(

に
よ
る
訴
の
開
始
)
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
「
犯
罪
」
(
一
般
)
を
犯
し
(
現
行
犯
で
は
逮
捕
さ
れ
な

か
っ
)
た
者
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

(
凶
)
前
註
(
凶
)
・
(
凶
)
・
(
凶
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
ラ
ン
ト
法
二
・
六
九
(
前
註
(
凶
)
に
対
応
す
る
本
文
)
は
、
前

註

(m)で
述
べ
た
よ
う
に
、
城
塞
を
拠
点
と
し
て
(
傷
害
お
よ
び
)
強
奪
を
働
く
「
平
和
破
壊
者
」
を
(
現
行
犯
と
し
て
)
追
及
す
る
た
め
の
伏
線
と
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説

な
っ
て
お
り
、
特
定
の
(
個
別
的
)
行
為
(
な
い
し
、
犯
罪
)
と
の
つ
な
が
り
を
全
く
欠
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
代
の
補

遺
に
か
か
る
ラ
ン
ト
法

2
7
九
一
・
二
(
前
註
(
印
)
を
参
照
)
は
、
(
殺
人
と
い
う
特
定
の
行
為
を
挙
げ
て
は
い
る
も
の
の
)
「
そ
の
他
の
犯
罪
を
犯

し
た
」
者
を
「
平
和
破
壊
者
L

と
呼
ん
で
い
る
点
で
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
五

0
・
二
、
〔
一
・
六
九
〕
、
〔
一
・
六
二
・

五
〕
と
共
通
す
る
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。

(
凶
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
六
九
〕
(
前
註
(
叩
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
、
三
・
三
六
・
二
(
前
註
(
出
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
、
な
ら
び

に
、
前
註
(
臼
)
を
参
照
)
、
三
・
四
五
・
一
一
(
前
註
(
川
)
・
(
凶
)
お
よ
び
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
。

(
凶
)
前
註
(
臼
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叩
)
前
註
(
叩
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
因
み
に
、
原
告
の
主
張
が
正
し
い
(
す
な
わ
ち
、
実
際
に
寸
正
当
防
衛
」
の
た
め
に
被
告
を
殺
し
た
り
傷
つ
け
た
)
の

に
、
原
告
が
被
告
を
服
罪
さ
せ
え
な
い
の
は
、
次
の
二
つ
の
場
合
で
あ
る
。
第
一
に
、
(
法
廷
)
決
闘
に
お
い
て
原
告
が
敗
れ
た
場
合
(
被
告
を
殺

し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
六
回
を
参
照
)
。
第
二
に
、
自
分
と
も
七
人
(
の
証
人
)
に
よ
る
立
証
に
失
敗
し
た
(
す
な
わ
ち
、
六
人
の
証
人

を
得
ら
れ
な
か
っ
た
)
場
合
(
ラ
ン
ト
法
了
六
六
・
一
を
参
照
)
。
念
の
た
め
に
一
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
は
い
ず
れ
も
現
行
犯
手
続
に
か
か

わ
る
。

(
凶
)
前
註
(
叩
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
国
)
前
註
(
旧
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
問
)
こ
の
条
項
に
関
連
し
て
私
は
、
す
で
に
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
に
お
い
て
、
「
こ
こ
に
は
、
|
さ
し
あ
た
り
被
害
者
に
限
っ
て
で
は
あ
れ
|
新

し
い
刑
罰
体
系
が
伝
統
的
な
人
命
金
秩
序
を
の
り
こ
え
て
い
く
動
き
さ
え
読
み
取
れ
る
L

こ
と
(
三
・
(
四
)
、
三
四
頁
)
、
お
よ
び
、
ー
平
和
の
法
」

(
H
平
和
運
動
の
所
産
で
あ
る
新
し
い
身
体
・
生
命
刑
の
シ
ス
テ
ム
)
に
は
す
で
に
身
分
(
的
特
権
)
の
障
壁
を
の
り
こ
え
て
い
く
萌
芽
が
秘
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
」
(
=
了
(
六
)
、
三
八
頁
)
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
私
が
考
え
詰
め
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
三
・
四
五
・
一
一
に
お
い
て
不

真
正
な
被
害
者
は
二
般
に

B
n
F
2
2
な
者
は
、
「
原
告
と
な
っ
て
法
廷
で
自
分
の
「
権
利
L

を
主
張
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
被
告
の
立
場
に
立
た
さ
れ
た
と

き
特
定
の
(
い
わ
ば
特
権
的
な
)
防
禦
手
段
(
特
に
宣
誓
と
決
闘
)
を
用
い
て
自
分
の
「
権
利
」
な
い
し
自
分
自
身
を
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
L

は

ず
な
の
に
|
「
相
続
法
の
位
置
」
、
五
二
四
)
、
八

O
頁
を
参
照
)
な
ぜ
(
あ
る
い
は
、
い
か
に
し
て
)
(
た
と
え
ば
参
審
自
由
人
身
分
の
者
を
相
手
ど
っ
て
)

原
告
の
地
位
に
即
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
寸
現
行
犯
手
続
」
の
中
に
潜
ん
で
い
る
。
(
窃
盗
や
強
奪
な
ど
の
)
犯
罪
が
起
こ
り
、
被
害
者
の
叫
び
声
に
応
じ
て
馳
せ
参

論
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じ
た
人
々
が
犯
人
を
現
行
犯
で
捕
え
る
と
、
(
も
と
も
と
は
)
こ
の
突
発
事
件
を
裁
く
た
め
に
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
村
か
ら
、
ゴ

l
グ
ラ

l
フ
が
選

ば
れ
た
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五
五
・
二
|
前
註
(
ぎ
を
参
照
)
。
こ
の
(
緊
急
な
)
裁
判
は
(
あ
ら
か
じ
め
期
日
を
定
め
て
召
集
さ
れ
る
)
寸
裁
判
集
会
」
と
は

区
別
さ
れ
て
お
り
(
前
註
(
お
)
・
(
川
)
・
(
山
山
)
を
参
照
)
、
そ
こ
で
は
(
叫
び
声
を
挙
げ
た
)
被
害
者
が
(
そ
の
身
分
や
裁
判
籍
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
)

自
ず
か
ら
原
告
の
地
位
に
即
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
(
一
-
了
四
五
・
一
一
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
犯
罪
の
う
ち
)
強
姦
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
す
で

に
前
註
(
問
)
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
原
告
は
必
ず
「
叫
び
声
を
も
っ
て
現
行
犯
の
か
ど
で
」
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ

て
(
ラ
ン
ト
法
二
・
六
四
・
一
参
照
)
、
「
現
行
犯
手
続
」
が
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
(
生
命
・
身
体
刑
の

シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
)
「
平
和
の
法
L

が
身
分
の
障
壁
を
の
り
こ
え
て
い
く
萌
芽
を
一
不
し
え
た
の
も
、
「
現
行
犯
手
続
」
と
結
び
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
っ

た
、
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(
山
)
本
項
・

(
1
)
の
末
尾
、
お
よ
び
、
前
註
(
凶
)
で
述
べ
た
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ザクセンシュピーゲルにおける平和と法(1)
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In diesem Aufsatz soll zunachst der Wortgebrauch von vrede im 

Sachsenspiegel erschopfend untersucht und daraufhin die Stellung und 

Funktion des Friedens in der normativen Struktur des mittelalterlichen 

Rechts， wie es im Sachsenspiegel steht， klargestellt werden 

Aus technischen Grunden ist d巴rAufsatz jedoch in zwei Teil巴 Zl1

verteilen. Zweckmasiger ware es also， deutsche Zusammenfassung erst 

d巴m 2. Teil des Aufsatzes in geschlossener Gestalt beizuleg巴n.
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der Hokkaido-Universitat. 
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